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20世紀最後の年を振り返って
日本船主協会副会長lII崎汽船取締役社長　崎長保英

特別欄②

海運の20世紀
商船≡井営業調誤射室長代理　城川三次郎

海運＝ユース⑩
　審議会レポート⑩
1．「港湾の開発等に関する基本方針」4年ぶりの改定
　一港湾審議会第174回計画部会の模様について一

　国際会議レポート⑬
1．長話補償体制の機能見直しに関するW．Gが継続審議へ
　一92年油濁補償基金第5回総会、第9回理事会等の模様一

2．増加する海賊事犯を憂慮
　一アジア船主フォーラム第7回航行安全および環境委員会の模様一

3，【LO最低賃金の見直し問題等について議論
　一アジア船主フォーラム船員委員会第6回中間会合の模様一

　内外情報⑲
1．高度海上交通システム（海のITS）の実現に向けて
　一「海上通信の高度化に関する研究会」の最終報告一

2，諸外国と日本の償却制度
　一主要海運国の償却制度について②一

特別欄㊥

海運界のこの一年
日本郵船調査グループ定期船調査チーム長　増田聡

寄稿㊥

B2BからN対Nに展開する海運ネットビジネス
ーインターネットを利用した海運業界の「one－stop　shopping　rnall」として一

マリソネット株式会社専務取締役　税所史朗

　2000年（平成12年）の10大ニュース⑳
寄稿㊤

なぜ韓国造船業は大量受注したのか
一韓国造船業の現状と日本造船業について一
メリルリンチ証券会社東京支店バイスブレジデントシニアアナリスト　村形光俊

Washington便り㊥
潮風満帆㊥

渤海湾へ井戸掘りに出かけた話
兀果，駅タンカー船長石川吉春

i

海運日誌⑳
［11月】

船協だより①

海運統計⑭

編集後記⑯
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20世紀最後の年を
振り返って

雁購騰幾養崎長保英

　20世紀最後の年である2000年を振り返ってみ

ると、協会を巡る勤きにも来る新世紀湖頭の海

運の主要課題が明瞭に浮かび上がった。

〈環境問題〉

　地球環境、とりわけ海洋環境の保全は海運に

とって重要な課題であり、昨年発足した環境対

策特別委員会を中心に3月に一般市民を対象と

した「海洋環境シンポジウム」を主催し、小冊

子「海洋と海運一人類と海洋の共存に向けて」

を発行する等、船協としての地球・海洋環境保

全に寄与する姿勢を表明してきた。また9月に

は海運業界としてのこれまでの取り組みを下め

た「環境ハンドブック」を発行した。今後とも

従来から取り組んでいるサブスタンダード船の

排除や環境に配慮した老齢船の解撤促進と循環

型社会の構築に向けて、10月に発足したシップ

リサイクル連絡協議会等、関係諸団体との連携

を図りながら取り組みたい。

〈タンカー規制〉

　昨年12月にフランス沿岸の大西洋で沈没した

「エリカ号」の重油流出事故後の海洋汚染防止

対策の一つであるシングルハルタンカーのフェ

ーズアウトの前倒しにつき、10月に開催された

［MO－MEPC45で船齢25才に達するか2015年ま

たは2017年までに段階的にフェーズアウトする

改正規則案がとりまとめられた。この改正案は

各締約国政府に回章され、来年4月末の次回

MEPCで採択される予定で、その場合2003年
］月から発効する見込みとなった。

〈国際船舶制度〉

　昨年施行された改正船舶職員法等関連法規の

下で、3月には外国人承認船員配乗の国際船舶

が3隻実現した。今後ともよD国際競争力のあ

る、使い勝手の良い制度となり、安全な日本脇

町を増やせるよう、関係者には引き続きご尽力

をお願いしたい。

〈海賊問題〉

　昨年設置した海賊対策防止会議を中心に海賊

防止対策の強化に努めてきた。4月には海賊対

策国際会議が開催され、関係16ケ国・地域で検

討、船舶の航行と乗組員の安全を確保するため、

アジア各国が力を合わぜて犯罪の防止に官民一

体となって取り組むことが合意された。今後と

も内外の関係者と連携し、対策強化を図ってい

かねばならない。

〈外航海運の業況〉

　今期の外航海運会社の単体中間決算は円高に

バンカー価格の高騰といった厳しい環境下にあ

ったものの、不定期船およびタンカー市況の好

転がプラス要因となり、上場14社の売上高は前

年同期比696の増収、経常利益も6796の増益と

なった。但し、中間純利益は退職給付会計基準

変更時差異の償却等、新会計基準の導入に伴う

費用計上により前期比10％の減益となった。通

期では同じ14社合計で当期利益も含めて前期比

連単共増収、増益となっている。

　市況の上昇に乗り、安定的に利益を確保する

会社がある一方、合理化過程にあり含み損の処

理で赤字を余儀なくされる会社等様々であった

が、全般的には長い間の合理化努力が奏効、業

績が改善しつつあると言えよう。

　年が明ければ21世紀、新しい日・米閣僚の顔

触れの見えぬ時期に、ハードランディングかソ

フトか海運の業績は如何にと色々判らぬままこ

の原稿を書いたが、上記、当協会の事業の主要

なテーマが示すように、新世紀も環境に徹底し

た安全運航が、まがうことなく海運界の極める

べき通である事だけは確信して20世紀を終える。

ﾅ．ぞ　　　　」．・ ・、．．
G1．’ミい盆璽・・1ド・5ごト．、ミ＝錯こ戴：董灘
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　20世紀、それは海運にとっても’徹動の世紀”

であり“科学技術の世紀”であった。コ度の世

界大戦、半世紀におよぶ冷戦、そして急速なグ

ローバリズムの進展。さらには、造船技術の長

足の進歩、専用船やコンテナの出現。どれも海

運マーケットを動かし、海運経営に変化を迫っ

たのみならず、世界の海上貨物輸送の有り様ま

でも変えて行った。それらの変化を辿りながら、

20世紀の海運を眺めてみたい。

1．20世紀初頭の海運

　20世紀初頭の海運は、帆船から汽船へ移行す

る過程にあった。船腹量を正確に表す統計は無

いが1890年時点の船腹量として、帆船304万ト

ン、汽船770万トンという数字が残っている。（帆

船の3トンを汽船1トンに換算、「英国海運の

衰退」より。）同じく、1870年の数字は、rl廃船

408万トンに対して汽船175万トンとなっている

から、帆船と汽船の比率は7：3から3：7へと

大きく逆転している。ユ867年のスエズ運河開通

を期に、アジア・欧州間の航海距離が大きく短

縮され、茶などの運賃負担力の高い貨物は、よ

り高速でスケジュールの正確な汽船へとシフト

し、帆船は海運の表舞台から徐々に消えて行く

事になる。

黙…爆舞・
　　　叢心趨擁

鰍
　また、この時期は英国の海運が世界船腹の過

半数を支配する時代でもあった。資料③は当時

の国別船腹量を前掲書から孫引きさせてもらっ

たものであるが、ユ9世紀の後半から20世紀の初

めにかけて、世界の船腹量に占める英国海運の

地位がいかに高かったかが窺える。世界中に広

がった広大な植民地の保有もさることながら、

産業革命により、国としての工業化を達成し、

食糧や工業用の原材料を輸入して工業製品や産

業機械寺を輸出する加工貿易のパターンを世界

で最初に確立したことの影響が大きかったよう

である。その他の主要国も、英国に追いつけと

ばかりに植民地の獲得と工業化を目指してしの

ぎを削っていたわけであるが、こと海運に関す

る限り英国の地位は抜きん出たものがあった。

　一方、わが国においても、日清戦争（1894年）

による活況を経て、日本郵船の欧州航路、北米

西岸航路（シアトル線）、豪州航路が19世紀末

に相次いで1荊設されたのを筆頭に、大阪商船が

中国、台湾に大きく航路を延ばす等々、華やか

な時代であった。1910年には日本の船腹量は世

界第3位に躍進することになる。わが国海運に

とっても順調に発展した時代である。海運が国

家経済の発展に欠く事の出来ない存在として強

く認識され、様々な振興策が施された。日本船

2§せんきょうDg62000
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主同盟会や海事協会等が設立されたのもこの時

期である。

2．20世紀の海運、100年の軌跡

　この20世紀初頭から、海運は激動の100年を

紆余曲折を経ながらも生き抜いて来た。重商主

義の申し子として生まれた近代海運も、二度の

世界大戦、その後半世紀に渡った冷戦の時代を

経て、今グローバリズムの荒波の中で、必死に

生き残る努力をしているわけである。100年間

で、世界の海運がどのような成長を遂げたのか。

荷動き量と船腹量の推移を追いながら見ていき

たい。

　a）荷動き量

　　19QO年当時の世界荷動き量はどれほどのも

　のであったか、正確な統計が残っている訳で

　はないから推定によるしかないが、一億トン

　を若干．．ヒ回る1億2000万トン程度であったと

考えられる。100年後の今日、荷動き量は約

51億トン（1999年）と推計されるから、1世

紀の聞に貨物量は約40倍強の伸びを示したこ

とになる。

　この間の荷動き量の推移を示したものが資

料②である。世界の荷動き量は必ずしも一本

調子で伸びてきたわけではない。二度の世界

大戦、戦後60年代・70年代の高度成長、70年

代後半のオイルショック、アジア経済危機等

々、細かなグラフの数値を見ると、その時々

の世の中の動きが浮かび上がってくるようで

ある、

　この100年で、荷動きが対前年比で大きく

減少している場面が何箇所かある。第二次大

戦中の貨物量は記録がないため省略するとし

ても、1920年代後半から30年代初頭にかけて

の世界恐慌の時代、70年代半ばの第一次オイ

ルショックと79年以降の第二次オイルショッ

【資料①】

船腹量（万Gπ＞
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クである。1998年のアジア通貨危機による荷

動きの減少は、最近のことでもあり記憶に生

々しいが、100年というスケールで見た場合、

さほどの減少とはなっていない。逆に、オイ

ルショヅク、とりわけ第二次オイルショック

の荷動きに対する影響がいかに大きなもので

あったかということが鮮明である。当時海上

貨物量の約半分を占めていた石油の輸送量が

急減した影響もさることながら、エネルギー

消費の減速が全産業分野の停滞をもたらし、

海上貨物全般の減少となったからである。

　20世紀初頭の世界の人口は20億人に満たな．

い17、8億人と推計される。この100年で人口

は3倍の60億入に急増した（1999年）。この

人口の急増を可能にした経済成長の最も重要

なインフラとして、海運が果たした役割は大

いに評価されて然るべきものである。40倍に

伸びた海上荷動きが何よりもそれを物語って

いるようである。

b）船腹量

　一方、これに対する船腹量はどのような推

移をたどったのであろうか。資料①は荷動き

と同様に船腹量を100年のスケールで見たも

のである。

　世界の船腹量を隻数で見た場合、工900年の

約16，000隻が1999年には約86，000隻に増加。

また、DWTベースでは2，200万トンが5億

3，000万トンに増加している。隻数ベースで

はIQO年で5倍強であるが、　DWTベースでは　＿

24倍になった計算になる。この間の船型の大

型化が顕著に読み取れる。造船技術の進歩と、

荷動き量の増加によるスケールメリットの追

求が船型の大型化を推し進めたわけである。

　船のスピードという点ではどうであろうか。

技術的な面からは顕著な差は生じていない。

1900年当時、大西洋のブルーリボンを保持し

【資料②】

百万トン
12，000

世界と日本の海上荷動き量

10，000

8，000

6POO

4，000

2ρ00

■■圏■世界海上荷動き量（百万トン）

［＝］内、石油海上荷動き量

一日本の海上荷動き量

　
TgOO 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1ggo 2000
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【資料③】 国別の船舶保有量

　　　　　　　（単位＝百万ネットトン）

1870　　1880
1890 1900 1910

英　　　　国 2．6 4．0 6．0 7．9 10．8

ド　　イ　　ツ 0．4 0．5 Lo 1．4 2．6

日　　　　本 一 一 0．1 Q．7 1．4

ノルウェー 0．3 0．5 0．ア 0．8 Ll

フ　ラ　ン　ス 0．5 0．5 0．6 0．7 1．0

イ　タ　リ　ア o．4 0．4 0．3 0．5 0．8

ス　ペ　イ　ン 不明 0．3 o．5 0．7 D．8

スウェーデン 不明 0．2 0．3 O．4 0．7

ア　メ　リ　カ

i外航のみ〉
0．6 0．5 0．4 o．5 0．6

オ　ラ　ン　ダ 0．1 02 0．2 0．3 0．5

オーストリア 0．1 0．1 0．工 0．3 0．5

主　要　国　計 5．0 7．2 10．2 14．2 20．8

そ　　の　　他 0．9 1』 1．8 2．4 3．1

世　界　合　計 5．9 S，6 12．O 16．6 23．9

英国の対世界比 44．07％ 46．51％ 50．00％ 47．59％ 45．19％

ていた北ドイツロイド社の“Kaiser　Wilhelm

der　Grosse号”の22．8ノットを山田とすれば、

現在のコンテナ船と大きく変わるところはな

い。通常の貨物船のスピードで比べると、1913

年の標準的な蒸気エンジン船で13ノットとい

う記述がある。燃料効率等の面では大いに進

歩しているものの、船のスピード自体はせい

ぜい1．5倍程度の増加と考えた方がよさそう

である。40倍になった貨物量を24倍の船腹量

でまかなうためには、船のスピード・アップ

に加え荷役効率の向上等が不可欠であったこ

とがうかがわれる数字である。タンカー、コ

ンテナ船、自動車船を始めとする各種専用船

や港湾設備の近代二等の技術革新がそのギャ

ップを埋めるのにある程度貢献したものと考

えられる。

　グラフを見る限り、船腹量は荷動き量と異

なり、ユ970年代から80年代のオイルショック

時の落ち込みを除いて、ほぼ順調に増加して

きたと言えるかもしれない。二度にわたる世

界大戦時の空白期間の前後も不連続な動きに

はなっていないからである。しかし、実際に

は戦争によって失われた船腹量が莫大であっ

たことは、犠牲となった船員のことも含め決

して忘れてはならないところである。第一次

世界大戦では1，500万トン、第二次世界大戦

では3，500万1・ンの外航貨物船が喪失した。

夫々開戦前年の船腹量に対して35％（1，5GG

万トン／4，308万トン；1913年）、51％（3，500

万トン／6，687万トン；1938年）に相当する。

グラフが空白期間を挟んで連続して見えるの

は、戦争期間中における建造量がこれまた莫

大であったからに過ぎない。

3．運賃マーケット

　これら海上荷動き量と船腹量の関係から生ま

れてくる、運賃マーケットはどのように推移し

てきたのであろうか。海上運賃、傭船料が高騰

した時期として有名なのは第一次大戦時やオイ

ルショック時が挙げられるが、逆に谷底となっ

た時期もその山の直後に来る構造になっている。

めまぐるしく動く荷動きに対し、船腹の供給量

は短期的には調整が不可能であるため、需要の

減少期には供給過剰に陥ることになるである。

　第二次世界大戦後の海運マーケットの推移は

資料④の通りであるが、朝鮮戦争・、スエズ運河

の封鎖、中東戦争、ソ連の穀物買い付け、QPEC

による原油値上げ等々、紛争や貿易の統制の実

施・解除の度に、運賃マーケットが大きく揺れ

動いているのが分かる。

　しかし、運賃マーケットの上下という点で最

も激しい動きを示したのは第一次大口時のマー

ケットであろうと言われている。英国船の25％

が大量の兵員や軍事物資を運ぶために徴用され

たため、海運マーケットは高騰し、その機に乗

じて新規に参入するものも多く、日本では船成
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金が続出したのは有名な話である。

　第一次大戦でマーケットはどのくらい上昇し

たのであろうか。前掲書にニューオーリーンズ

からリバプールの綿花100ポンド当たりの運賃

の記述がある。1913年には31セントであったも

のが／917年には625セントに、なんと2Q倍に跳

ね上がったとされている。その他の海上運賃も

傭船料も同じように上昇した。

　しかし、このマーケットは戦争の終結ととも

に大きく崩れることとなる。20倍になった綿花

運賃のその後は記録がないため分からないが、

大戦中、トン当たり10ポンドであった英国タイ

ン川からエジプトのポートサイドまでの石炭の

運賃が、戦後1923年に｛よ11シリング3ペンスに

まで下落したと前掲書にはある。当時は20シリ

ングが1ポンドであるから、大戦中の20分の1

に運賃が暴落したことになる。それは、好マー

ケットを見越して高い船価で船を仕入れていた

船主に対して大きな痛手となった、第二次大戦

後最大級の上げ幅であるスエズ運河閉鎖やオイ

ルショック時の運賃の上下でも精々4倍程度で

ある。第一次大戦時の運賃マーケットの山と谷

がいかに大きかったか。海運史上最悪のマーケ

ットと言われる所以である。

4，何が変わったのか

　以上ごく大雑把に、荷動き、船腹量、運賃マ

ーケットを通じて2Q世紀の海運のたどってきた　＿

道を眺めてきた。表面に表れた数字だけ見れば、

量的に大きく拡大したものの、マーケットに左

右される海運経営の脆弱性は一貫していると言

うのが率直な印象であるかもしれない。しかし、

100年のスパンで見た場合、数字では見えない

大きな変化が海運の内実であったのも事実であ

【資料④】
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る。その変化の中から影響が大きいと思われる

もののいくつかを最後にまとめておきたい。

　a）専用船の登場

　　単・．一・の貨物を運ぶ専用船の始まりは、タン

　カーと言われている。精製され樽や缶に詰め

　られて、一般の貨物船で運ばれていた石油を、

　原油のまま運べるタンカーの誕生は19世紀の

　末（1885年）であったが、タンカーによる原

　油輸送が本格化し、石炭に代わって全貨物量

　の約半分に達する太宗貨物に成長するのは20

　世紀のことである、石炭から石油へというエ

　ネルギー革命は20世紀の大きな出来事と考え

　て良いが、その革命を陰で支えていたのがタ

　ンカーの登場であると言っても過言ではない。

　　この他、自動車、チップ、液化天然ガス等

　々、現在世界の海を走る専用船は数多い。ど

　れも輸送コストの合理化を求めて積載効率と

　荷役効率を極限まで追究した船型を採ってい

　る。これら専用船はどれも、誕生後ほどなく

　大型化への道を急速に辿り始め、規模の経済

　を追い求めることとなる。それらは大幅な輸

　送コストの合理化をもたらし、第二次大戦後

　の世界経済の高度成長、とりわけ素材産業を

　中核にした加工貿易によって戦後の廃嘘から

　世界第二位の経済大国に成長した日本経済の

　発展に大いに貢献した。今、専用船とよばれ

　る各船型の大半が日本で誕生したことは20世

　紀の海運史の中に留められるべき事実であろ

　う。

　　さらに、これら専用船を使った鉄鋼原料や

　一般炭の輸送では長期契約に基づき、積・揚

　げ地の港湾事情に特化して造られた船型も少

　なくない。長期契約に基づき建造された専用

　船による貨物の輪送は、マーケットの爬行性

　から生ずるリスクを荷主・船社の双方で分担

　するという意味もあった。長年船社を苦しめ

てきたマーケットの変動が、今や不定期船経

営にとっては余り大きなリスク・ファクター

ではなくなり、ここ10年余りを見れば定期船

に比べて安定した収益をあげていることと、

専用船の隆盛は決して無関係ではないと言え

るだろう。

b）コンテナの登場

　内陸輸送も含めた海運周辺部や物流全般に

わたる変革をもたらし、荷主企業における物

流戦略自体をも変えてしまったという意味で、

コンテナの登場は20世紀の海運界最大の事件

といえるだろう。コンテナ船も専用船の一部

ではあるが、コンテナによる複合輸送という

システム全体を考える必要があるため別項目

として考えたい。

　コンテナ船の登場は、今を去る45年前、ア

メリカのトラック業者マルコム・マクリーン

が陸上を走るトレーラーをそのまま船に載せ

ることを考え出したことから始まったという

のは有名な話である。当初はアメリカの国内

貨物が主であったが、10年後の1966年にはア

メリカ大西洋岸とヨーロッパを結ぶ北大西洋

航路で、226個積のコンテナ船4隻を使った

初の国際海上コンテナ輸送が開始された。

　水密性を持った国際規格の輸送用“箱”、

コンテナに荷物を積めたままドアからドァま

で輸送することが可能になったことで、貨物

に対するダメージや盗難・抜き荷が大きく減

少したばかりではなく、港湾における作業は

著しく簡素化が可能になり、荷役の効率も大

幅に向上した、また、輸送途巾におけるハン

ドリング数の減少、倉庫等における一時的な

保管の必要が無くなった等の理由により、輸

送における大幅なコストダウンが実現するこ

とになった。

　さらに、荷役時間と積替えの時間が大1隔に
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短縮された結果、船型の大型化と高速化が物

流合理化の上で大きな意味を持つようになり、

トラック、船、列車と言った輸送モードを複

合的に組み合わせることも自由自在となった

わけである。これらの動きは急速に進み、コ

ンテナによる輸送は国際海上輸送ばかりでは

無く、様々な産業の有り様までも変えていく

ことになった。コンテナ革命と言われる所以

である。

　30年を経た現在、コンテナ船は5，0DOTEU

を超えるポスト・パナマックス・タイプが主

流になりつつある。コンテナによる輸送量も

全世界で年間4，000万TEUを超えているもの

と推定される。船型では20倍、輸送量は当初

の輸送本数が分からないため、何倍になった

のか想像も出来ないが、船腹量は記録のある

1970年から1999年までの30年で約60倍になっ

ている。

　昨今、新しい経営戦略の一つとして注目さ

れているサプライ・チェーン・マネージメン

ト（SCM）も、正碓なスケジュールと安価

な輸送コストを実現したコンテナ船の登場と

それに引き続く発展が無ければ決してあり得

なかったと言ってよいものである。

c）海運同盟の衰退とアライアンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　こう　し
　1875年のイギリス／カルカッタ同盟を一矢

として各主要航路で次々と結成された海運同

盟は、その後20世紀の海運秩序とトレードの

安定に大きな役割を果たしてきた。しかし、

コンテナ輸送が一般化し姶めた1980年目以降、

同盟は綻びを見せ始め、現在ではその影響力

を大きく衰退させてしまっている。コンテナ

化により定航トレードへの参入が容易になり、

盟外船社（独立船社）の台頭が顕著になって

きたことが原因である。　米国の海事法（1984

年）の制定を機に各国で一斉に行われた独禁

8§｝せんきょうPθc2000

法・競争法の定航海運に対する適用除外への

見直しもその流れを大きく後押しすることと

なったが、最終的には1998年米国外航海運改

革法の施行により、太平洋トレードでは主要

同盟は解散もしくは活動を休止し、完全に機

能停止の状態となっている。

　同盟の存在に関しては、その発足当初から

独占の弊害を指摘する声があったし、1970年

代、UNCTAD（国連貿易開発会議）を舞台に

行われた途上国対先進国の論争では、同盟の

独占的な権益に対する途上国側の激しい抵抗　　．＿

もあった。さらに、冷戦を背景とした社会主

義国の海運と同盟船軍との競争も激烈なもの

があった。

　コスト構造の異なるそれら‘」盟外船”との

競争はさておき、同盟を巡る論争のポイント

は、競争を排除し同盟の独占的な権益を維持

することの“不公正さ”と”トレードの安定”

を天秤にかけるものであったと言ってよい。

20世紀を通じて、その論争では概ねトレード

の安定に重きをおく判断に軍配を上げる結果

となってきた訳であるが、最後の最後になっ

て、天秤が大きく傾き、同盟が世界最大のト

レードで終焉の時を迎えるエポック・メーキ

ングな出来事となった。　　　　　　　　　　一

　同盟が衰退した理由は様々指摘されている。

総じて言えることは、経済のグローバル化・

規制緩和という大きな流れに抗し切れなかっ

たと言うことであろう。既得の権益を守り、

新規参入を排除するやり方はサービス面での

自由な競争を阻害するものとして、カスタム

　・メードなサービスを志向する多くの荷主・

船用に受け入れ難い部分となっていたことは

間違いの無いところであろう。現在、主要コ

ンテナ航路においてはより緩やかな」」航路安

定化協定”を舞台に、自主的にトレードの秩



序を維持しようとする取組みが主流となって

いる。1984年の運賃大暴落を機に生まれた安

定化協定が、ようやく実質的な意味を持ち始

めたことも、定航海運の新しい時代を象徴す

るものとして注目しておきたい。

　一方、長期にわたる定航運賃低迷の中から

生まれてきたものの一つにアライアンスがあ

る。定航船社の世界的規模でのサービス上の

提携は、より少ない投資で充実したサービス

を実現する為に生まれてきた（1995年）もの

とも言える。従来の同盟上の権益に拘らず、

Win　Winをコンセプトにした船社問の提携

は商船三井、APL（American　President　Line）、

Nedlloyd、　OOCLという日・米・欧・亜の四

船社を中核としたThe　Global　1Ulianceの結成

を皮切りに、世界的な定航船社の合従連衡の

流れを呼び起こすことになった。このアライ

アンスにより、現在世界の主要航路は7つの

大きなグループに再編されているが、それが

定航船社日の競争環境を実質的に大きく変え

ることとなっている点は特筆されてよいであ

ろう。20年の長きにわたる苛烈な競争と低運

賃に翻弄されてきた定置海運、とりわけ最も

苦境に立たされていた日本海運がイニシアテ

ィヴをとって作り出したアライアンスは、従

来の同盟とは全く違う形で、今後の航路秩序

と安定したサービスを担保する核となるもの

と思われる。

5．終わりに

　以上、20世紀の海運を駆け足で見てきた。100

年の激浪の中で数多くの船社が撤退し、再編さ

れ、また新たに生まれてきた。海運マーケット

の上行性はある時は船社に微笑む時もあったが、

総じては秋霜烈日の日々が圧倒的であったよう

に思われる。とりわけ、20世紀最後の四半世紀

を海運界で過ごすことになった筆者にとっては、

それが偽らざる実感である。昨今の定航部門の

業績回復を「夢の様だ」と表現した関係者もい

たが、海運の全部門が黒字となるということが、

近年の歴史でまれなという意味で、如何に’異

常な”事態かを端的に表しているかのようであ

る。

　今後21世紀に海運がどのような発展を遂げる

のかは、まったく未知数である。数量的には、

世界の入口の伸びが今後も予想通り進むとすれ

ば、ある程度の着実な伸びは期待できよう。し

かし、それらが一本調子で進むことは、荷動き

にしても、船腹量にしても、とりわけ需給関係

が増幅された形で表れる運賃マーケットにして

も絶対と言って良いほど、あり得ないところで

ある。むしろ、将来を考えるにあたっては、海

運に大きな質的変化をもたらす大事件や技術革

新が必ず起きることを想定するほうが、むしろ

現実的であろう。ITを基盤にした革新的なビ

ジネスモデルの登場や、環境問題等々、かなり

のインパクトを海運に及ぼすと考えられるもの

も、萌芽的ではあるが見え始めている。

　数多くの船社が撤退する事態となっても産業

としての海運は厳然として残り、一世紀を振返

って見れば、巨大な成長の軌跡を残している。

それら、今後21世紀に迎え撃たねばならない激

浪の数々も、激動の20世紀を生きぬいた海運は

乗り越え、さらに発展して行くものと確信した

い。国際貿易・物流を支える最も基本的なイン

フラという産業としての使命を逸脱しない限り、

どのような激浪にぶつかっても海運の再生は可

能であったということこそ、海運の20世紀から

学ぶべき最大の教訓であると考えるからである。
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審議会レポート

「港湾の開発等に関する基本方針」4年ぶりの改定

　　港湾審議会第174回計画部会の模様について

　国土の適正な利用を考慮しつつ国の港湾行政

を進めてゆくに当たっての指針となる「港湾の

開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発

に関する基本方針」（注1参照）が、本年11月

17日に開催された港湾審議会第174回計画部会

（当協会からは港湾物流委員会の坂田昇委員長

が出席）において審議、了承された。年内に告

示される予定である。

　現行の「基本方針」は、平成8年11月6日に

告示されたものであるが、今回は、平成11年12

月の港湾審議会答申「経済・社会の変化に対応

した港湾の整備・管理のあり方について」（注

2参照）や本年3月の港湾法改正（注3参照）

を受けての改定となった。　改定に当たって、

特に強調された点は、ω産業の国際競争力と国

民生活を支える効率的で安全な物流体系を構築

するためには競争力のある港湾の整備が重要と

なるが、その際には施設整備等のハード面のみ

ならず、効率的な運営やITの活用を含めたソ

フト面も合わせた総合的な施策を推進すること、

（2歴備に当たっては投資の効率化と透明性の向

上に留意すべきであること、（3環境の保全や港

湾相互間の連携の確保の重要性について記述さ

れたこと、等である。また、㈲国としてグラン

ドデザインを明確化するとの観点から、将来の

港湾取扱い貨物量の見通しが記述され、港湾の

機能による分類とその拠点的配置について記述

されたこと、当協会としては、上述の「答申」

や港湾法改正と合わせ、ユーザーにとって使い

勝手の良い港湾整備へ向けての行政の前進とし

て高く評価したい。

　今回の「基本方針」は、5つの章と3つの別

表からなる。第1章は「今後の港湾の進むべき

方向」と題して、国際海上輸送の基盤強化とい

う点については、①我が国産業が物流コストを

削減しつつ国際競争力を保持するためには港湾
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の国際競争力確保が重要であるとの認識に立っ

た上で、ハードの整備を推進してゆくにあたっ

ては、「海運企業の世界規模の提携、航路の再

編、船舶の大型化に対応して、国際的な港湾間

競争の中で我が国の港湾が引き続き欧米との長

距離基幹航路の高頻度のサービスを提供できる

ように、国際的な水準の国際海上コンテナター

ミナル」を目指す、とする。また、アジア貿易

の拡大によるコンテナ貨物の増大等にも、効率

的な輸送ネットワークを構築して対応する、と

する。②ソフト面については、例えば利用者協

議会といったものを通じて利用者のニーズを十

分把握しながら、最近の規制緩和の動向も踏ま

え、港湾における良好な労働環境の整備にも配

慮しつつ、荷役の効率化、十分な稼動時間の確

保、港湾諸手続きの簡素化や情報化を進め、国

際的な水準の物流サービスの確保に努め、以っ

て港湾の効率性、利便性を向上させて国際競争

力を高める、としている。④効率的・効果的な

事業実施という点に関して、港湾の開発に当た

っては、地域の要請や貨物需要の動向等を的確

に把握し、港湾相互間の機能分担や施設の拠点

化を図る等して効率的な整備を行う、としてい

る。⑤また、「透明性の向上」として、国民に

対し、港湾の役割等について積極的にPRする

とともに、計画の段階から開発の目的や効果等

について明らかにするとともに、事業の実施に

当たっては費用対効果分析等の事業評価を実施

し、その実施過程について公表する等、透明性

の向上に努める、と記述された。

　第狐章「港湾機能の拠点的な配置と能力の強

化」においては、先ず、「港湾取扱い貨物の見

通し」（表1、2参照）を数字で示した上で、「国

際海上コンテナ輸送の拠点」として、中枢国際

港湾、中核国際港湾、地域の国際海上コンテナ

を取り扱う港湾、の3つに分類している。中枢

国際港湾は、広域にわたる背後圏を持ち、我が

国の国際海上コンテナの大部分の輸送を担うも

ので、東京湾、伊勢湾、大阪湾、北部九州の4

地域に配置し、我が国の国際海上輸送の拠点と

して、海外諸港との競争にも対応するため、コ

ンテナ専用の岸壁、高能率の荷役機械、’』卜分な

奥行を有する荷捌き用地及び所要の物流施設を

備えるとともに、フィーダー輸送との円滑な接

続を図る、としている。

　第皿章においては、航路の開発保全について、

拡幅や目深を適切に実施することにより、海上

交通の安全性、効率性を碓保するとされている。

　第IV章においては、良好な港湾環境の形成に

おける、自然と環境の保護などについて記述さ

れている。

　第V章は「港湾相互間の連携の確保」と題し

て、経済圏や生活圏、あるいは一つの海域を共

有している複数の港湾については、港湾相互間

の連携の確保が重要であるとして、連携を確保

するため、港湾計画の作成、港湾の利用、港湾

の環境保全等に関して、国及び関係する港湾管

理者が相互に連絡調整する体制を構築するとと

もに、関係者が協力してその対応に取組む、と

している。なお、各地域における港湾相互間の

連携の確保については、10の地域ブロックに分

け（表3参照）役割分担についての基本的な考

え方等が示されている。

注1　「基本方針」の根拠法である港湾法第3条

　　の2は次の通り。（アンダーライン部分が今

　　回の改正で追加された。）港湾法第3条の2

　　①運輸大臣は、港湾の開発、利用及び保全

　　並びに開発保全航路の開発に関する基本方

　　針を定めなければならない。

　　②　基本方針においては、次に掲げる事項を

　　　定めるものとする。

　　　1）港湾の開発、利用及び保全の方向に関

　　　する事項
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2）港湾の配置、機能及び能力に嘆ずる基

本的な事項

3）開発保全航路の配置その他開発に関す

　る基本的な事項

4）港湾の開発、利用及び保全並びに開発

保全航路の開発に際し配慮すべき環境の

　直し

③港湾相互間の広域的な連携の確保に対す

　る取組み

④環境施策の充実

⑤放置艇対策

保全に関する基本的な事項

5）経済的、自然的又は杜会的な観点から

みて密接な関係を有する港湾相互問の連
【表1】港湾取扱貨物量の見通し

携の確保に関する基本的な事項

　　③基本方針は、交通体系の整備、国土の適

　　　正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福

　　　祉の向上のため果すべき港湾及び開発保全

　　　航路の役割を考慮して定めるものとする。

　　④運輸大臣は、基本方針を定め、又は変更

　　　しょうとするときは、関係行政機関の長に

　　　協議し、かつ、政令で定める審議会の意見

　　　を聴かなければならない。

　　⑤　港湾管理者は、基本方針に関し、運輸大

　　　臣に対し、意見を申し出ることが出来る。

注2　平成11年12月の港湾審議会答申「経済・社

　　会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり

　　方について」において、21世紀の港湾行政の

　　進むべき方向として示された4つの柱は次の

　　ようなものであった。

　　①　全国的・広域的視点からの取組みの強化

　　②地域の主体的な取組みの強化

　　③　環境の保全・創造のための取組みの強化

　　④港湾行政の透明性・効率性の向上

注3　「港湾法の一部を改正する法律」は平成／2

　　年3月31日に成立、公布、翌4月／日施行さ

　　れたが、その5つの柱は次のようなものであ

　　つた。

　　①港湾の分類の定義の明確化

　　②港湾整備事業に対する国の負担割合の見

現　状（／999年） 見通し〔2010年） 見通し（2015年）

国際海上
Rンテナ

1億7218万
tレートトン
@　　　＊1

2憶8000万
tレートトン

3億4000万
tレートトン

1155万TEU 18GQ万TEU 2200万TEU
内貿複合一貫輸送 11億2324万

tレートトン
13億2000万

tレートトン
13億6000万
tレートトン

2億1200万
＜gリックトン

2億2600万
＜gリックトン

2億4000万
＜gリックトン

240億

＜gリック
gンキロ＊2

280億

＜gリック
gンキロ＊2

290億

＜gリック
gンキロ＊2

＊／：内貿複合．一・貫輸送の現状は1995年の値である。

＊2：内貿複合一貫輸送のメトリックトンキロの値は、輸送

　　量であり，港湾取扱貨物量ではない。

【表2】国際海上コンテナ貨物量の見通し

現　状　　　　　見通し
i工999年） （2010年）

中枢国際港湾合計
@　　　　東京湾
@　　　　伊勢湾
@　　　　大阪湾
@　　　　北部九州

1030万TEU
S5Q万TEU
撃U3万TEU

R27万TEU
@80万TEU

1500万TEU
U00万TEU
Q50万TEU
T00万TEU
撃T0万TEU

中核国際港湾合計 72万TEU 200万TEU

そ　　　の　　　他 54万TEU 100万TEU

総　　合　　計 1155万TEU 1800万TEU

【表3】地域ブロック区分

地域ブロック 該　　当　　す　　る　　都　　道　　府　　県

北海道地域 北海道

東 北 地 域 青森県、 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関 東 地 域 茨城県、 栃木県、群馬県、埼玉県、千蘂県、東京都、神奈川県、山梨県

北 陸 地 域 新潟県、 富山県、石川県、棉丼県、長野県

中 部 地 域 岐．阜県、 静岡県、愛知県、1三重県

近 畿 地 域 滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中 国 地 域 鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、山口県（関門港に含まれる地域を除く）

四 国 地 域 徳島県． 香川県、愛媛県、高知県

九 州 地 域 li．旧県 欄門港に含まれる地域に限る）、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖 縄 地 域 沖縄県

12⑱せんきょうPε02000
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国際会議レポート

　油墨事故の場合、油濁による損害や清掃費用

については、はじめに第一責任者である船主が

補償を行い、船主の賠償で不足する五分は荷主

が補償する、いわゆる油濁二条約（油濁損害に

ついての民事に関する国際条約＝CLC、争心損

害補償のための国際基金の設立に関する国際条

約＝FC）として確立されている。

　この汕濁二条約のうち、CLCは、船舶からの

貨物としての油の流出（但し、持続性油を運搬

するタンカーの燃料油を含む場合あり）によっ

て生じた汕濁損害について、船主の無過失責任、

責任限度額、強制保険を定めた条約である。一

方、FCは、荷主の責任負担についての条約で、

タンカーから油を受け取った荷主の拠出金を基

に設立された国際的基金（国際油濁補償基金≡

10PCF）による被害者に対する補償を行うこと

を定めた条約である。

　また、国際油蝉補償基金には、71年FC条約

に基づく7王年基金と、92年FC議定書に基づく

92年基金のそれぞれ二つの基金が設立されてい

る。

　これら基金の総会及び理事会が、平成12年10

月23日～27日の問ロンドンのIMO本部で開催

された。

　今回の会合は、前週のIMO法律委員会で油

濁二条約の限度額が改定された直後であり　（本

誌平成12年11月号海運ニュースP．5参照）、今

後の油濁補償制度の見直しに関するフランス等

欧州各国の対応が注視されるところであった。

　議題は多岐にわたったが、各会議における主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要な審議概要は以下の通りである。

1．わが国からの出席者

政府代表：谷川成功大学名誉教授、落合東京

　　　　　大学法学部教授、奈良平在英大使

　　　　　館参事官、金子海上交通局総務諜

　　　　　油濁補償対策官

石油海事協会：常木専務理事

　当協会：佐藤関連業務部課長代理

2．主要議題

（1）92年基金総会

　①92CLC／FC限度額の改定について

　　　　第82回IMO法律委員会において、92

　　CLC／FC限度額の50，37％引上げが採択

　　　され、締約国の四分の一・以上が2002年4

　　　月30日までにIMOに反対を表明しなけ

　　　れば、同改定は2003年11月1日に発効す

　　　ることとなる旨、事務局長より報告がな

　　　された。

　　②　CLC／FCの機能見直し関するワーキ

　　　ング・グループについて

　　　　2000年4月開催の臨時総会においてフ

　　　ランスの緊急提案により、CLC／FCの

　　　機能見直し関するワーキング・グループ

　　　の設置が決定された。同ワーキング・グ

　　　ループの議長より、2000年7月の会合に

　　　おいて検討すべき事項として次の項目を

　　　リストアップした旨報告がなされた。

　　　○クレームのランキング、優先順位（排

ぜんきょう0θ02000愚13
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　斥）

○条約の画一的な適用

○油量報告義務違反への制裁

○基金の解散、精算

○補償限度額

○油輸送船舶の質を考慮した拠出金の割

　　り当て

○環境損害

　同ワーキング・グループの今後のあり

方について検討した結果、MA］NTD阻E

　を次のように変更した上で引続き活動を

行うこととし、2001年3月12日の週およ

　び6月25日の週に開催することが決定さ

　れた。

　・92CLC／FC補償体制を改善する必要

　性やその可能性について、意見交換を

　行う。

　・ワーキング・グループが補償体制の改

　　善の目的で重要と考える問題について

　　検討を継続するとともに、これらの問

　　題について適切な勧告を行う。

　・次期定期総会に作業の進捗状況につい

　　て報告するとともに、作業の継続に関

　　する勧告を行う。

　　　なお、今後は、定期的な補償限度額

　　の引上げや環境損害の定義の拡大につ

　　いて検討が行われると思われることか

　　ら、当協会としては引続き同ワーキン

　　グ・グループの活動を注視する必要が

　　ある。

③船舶の定義

　　99年の総会においてワーキング・グル

　ープが報告した次の船舶の定義が承認さ

　れた。（本誌平成11年12月号海運ニュース

　P，8参照）

　・持続性油を輸送した後の船舶（鉱油兼

　　用船、持続性油、非持続性汕兼用タン

　　　カーを含む）は、持続性油の白油のな

　　　いことを証明しない限り、全ての鉱油

　　　において条約の対象となる。

④次期理事国の選出

　大規模拠出国：カナダ、仏、独、日本、オ

　　　　　　　ランダ、ノルウェー（議長）、

　　　　　　　シンガポール

　その他：アルジェリア、オーストラ

　　　　　　　リア、クロアチア、アイル

　　　　　　　ランド、ラトビア、マーシ

　　　　　　　ャルアイランド、バヌアツ、

　　　　　　　ベネズェーラ（副議長）

〔2）92年基金理事会関係

　①NAKHODKA
　　　支払いのレベルを補償決定額の70％か

　　ら80％に引き上げることが決定された、

　②ERIKA
　　　現時点で被害総額を予測することが困

　　難なことから、支払いのレベルを50％に

　　留めることとし、来年1月の理事会で再

　　度検討することとなった。

　③　その他

　　　その他5件の銀座事故について、事故

　　内容、クレームの査定状況等について、

　　審議・報告が行われた。

（3｝71年基金総会（定足数に達せず、ADMIN一

　訂R皿IVE　COUNCILが代行した）

　①71FCの失効

　　　事務局長より、71FCの失効に関して

　　次の通り報告があった。

　　　2000年9月25日～27日の間、IMOにお

　　いて外交会議が開催され、71FCを改定

　　する議定書が採択された。

　　　同議定書は71FCの失効要件を緩和す

　　るもので、次の場合に失効することとな
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つた。

・加盟国が25未満になったとき、または

・加盟国の総拠出汕量が1億トンを’下回

　つた時点から一年後、

　　現状、2001年の遅い時期に加盟国が

　24ヵ国となること、2001年6月にはイ

　ンドの脱退により1億トンを割ること

　が予測されており、遅くとも2002年夏

　までには7！FCは失効すると思われる。

　　また、失効までの問に大事故が発生

2
　　　u

　シンガポール船主協会を事務局、マレーシア

船主協会をホスト国として．マレーシア・クアラ

ルンプールにおいて、11月20目、アジア船主フ

ォーラム（ASF）第7回航行安全および環境委

員会の模様が開催された。当会議にはフィリピ

ン、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、香

港、日本、韓国、台湾の船主協会が参加し、シ

ンガポール船主協会会長のLua　Cheng　Eng．議

長により航行安全および環境に係るユ玉の案件に

ついて検討した。

　本委員会はアジア船主フォーラムに設けられ

た5つの委員会の一つであり、今次会合では、

海賊問題をはじめ、IMOにおける最近の議論

および今後の展開等を確認するとともに、アジ

ア船主フォーラムとしての共通認識事項および

見解を取りまとめた。

　海賊問題では、正MB海賊情報センター（国

際商業会議所の国際海事局が設置している）の

最新の報告書（2000年1月～9月）に言及し、

マラッカ・シンガポール海峡周辺で多くの海賊

事犯が発生していることを懸念するとともに、

国際海事局（IMB）による唱’海賊”の定義を、海

　　した場合、インド等大規模拠出国の脱

　　退により、71年基金が十分な補償を果

　　たせない恐れがあることから、71年基

　　金は、保険を手当することを決定した。

②　その他

　　BRAER、　SEA　EMPRESSおよびNAK－

　HODKA等の油濁事故について、事故内

　容、クレームの査定状況等について、審

　議・報告が行われた。

増加する海賊事犯を憂慮
　アジア船主フォーラム第7回航行安全および環境委員会の模様

洋法条約に基づく公海で発生した海賊行為と、

国家の主権が及ぶ範囲内で発生し、岸壁、港内、

錨地および領海内における船舶や乗組員に対す

る武装強盗に区分すべきとした他、マラッカ・

シンガポール海峡において関係沿岸国が一層監

視を強化することを求めた。また、IMO第73

回海上安全委員会（2000年11月末～12月初）で

報告が予定されている’梅賊及び船舶に対する

武装強盗の捜査と訴追のためのコード”の策定

を歓迎するとともに、すべてのアジア各国がロ

ーマ条約（通称　ハイジャック防止条約）を批

准することを強く求めた。

　航海データ記録装置（VDR）の搭載要件につ

いては、シンガポールおよび韓国船主．協会が本

年5月に開催されたIMO第72回海上安全委員

会で貨物船に関しては現存船には適用しないこ

ととした承認案を支持することを表明したが、

香港船主協会はそれに加え性能要件を軽減した

VDRを現存貨物船にも搭載すべきであると主

張した。わが国は、新造船も含め貨物船への搭

載の義引付けは、この装置が未だ実際に使用さ

れた経験がないため時期尚早であるとする文書
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を提出しており、当協会は事前にアジアの各国

船主協会にIMO第73回海上安全委員会におい

て日本提案を支持するよう自国政府への働き掛

けを要請していた。当協会は基本的にこれまで

どおりの主張に変わりはないものの、エリカ号

や本年10月のイエボリサン号沈没事故が相次い

で発生したこともあり、現存貨物船にも搭載す

べしとする欧米勢に対抗することは現実的に困

難であり、新造船に限るのであれば貨物船への

搭載を受け入れる可能性を示唆した。その他の

船主協会は貨物船への搭載義務化は反対である

としてわが国提案を支持した。このため当委員

会の結論としては、意見を一本化することはせ

ず、MSC73への影響を配慮し、　IMOは装置の

搭載には高額な費用がかかることおよび本装置

の実用経験がないことを考慮して解決を図るべ

しとの表現にとどめた。

　第45回MEPCで合意されたシングルハルタ

ンカーのフェーズアウト問題では、防護配置さ

れた分離バラストタンクを有するMARPOL規

制適合のタンカーのフェーズアウト期限を2015

年とするA案と2017年とするB案について検討

し、緩やかなダブルハルタンカーへの移行を可

能とするB案を支持することで一致した。

　その他、密航者問題、ポートステートコント

ロール、バラスト水問題、口汚塗料、北大西洋

アイスパトロール、船級協会、総合安全評価

（FSA）、燃料油による汚染損害責任に関する

国際条約について意見交換を行った。

　なお、次回の開催地は中国の北京が予定され

ている。

　　　　1LO最低賃金の見直し問題等について議論

　　　　一アジア船主フォーラム船員委員会解6回中間

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の

第6回聴聞会合が、去る11月15日香港において

香港船主協会のホストの下で開催された。

　会合には、ユ0力国の船主協会から26名が出席

し、またオブザーバーとしてAMETIAP（アジ

ア太平洋地区船員教育・訓練機関連合会）およ

び中国の船員学校の代表が参加し、CQSCO

Manning　Corporation（中国）のManaging　Direc－

torであるLi　Shanmin議長の下、共通議題につ

いて友好な雰囲気の中で活発な意見交換が行わ

れた。日本からは、労務委員会副委員長である

日本郵船山本常務取締役と事務局より保坂船員

対策室課長が出席した。

　今回は、船員委員会の前日、ISF（国際海運

連盟）とASFによる共同セミナーが開催され、

ILOにおける最近の活動を中心に幅広い議論を

　　　　　　　　　　会合の模様一

行った。このセミナーは、ほぼ4年に1回の割

で開かれているILO（国際労働機関）のJMC

（合同海事委員会）が来年1月に開催され、工LO

条約の改正問題、ILO最低賃金の見直し等が予

定されていることから、これら問題をめぐる最

近の状況について正SFより説明を受け、今後の

対応について意見を交換することを目的として、

本委員会の招聴により実現したものである。

　翌日の本委員会では、この議論を踏まえて検

討した結果、日本を除く大多数のメンバーが

ILO最低賃金の統一的な解釈とその適用につい

て反対した。また、自国巨船に雇用される居住、

非居住船員に対するILO最低賃金適用に当た

っての解釈は、各国の船主と労働組合の交渉に

委ねるべきであることを改めて確認するととも

に、本委員会の下部機構であるILO　WGにお
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　　　いて、アジアの船主と組合によって賃金水準を

　　　合意すること、すなわちアジア人船員の基準賃

　　　金を設定することの可能性も含めて、本問題を

　　　さらに検討し、来年塾頭のILO　JMCに向けて

　　　アジア船主の統一見解を取り纏めていくことが

　　　合意された。なお、日本はILO最低賃金の統

　　　一的な解釈を行うことの是非が、ISFの中でも、

　　　また［本船協の中でも意見が集約されていない

　　　ことから立場を留保している。

　　　　その他、IMOホワイトリストの公表問題、

　　　フィリピン人船員の訴訟問題、最小安全配員問

一　　等等について検討を行い、当委員会としての意

　　　見を【資料】の共同宣言として採択した。

　　　　なお、次回の第7回中間会合は、来年秋に韓

　　　国・釜山において開催される予定である。

【資料】

　　　アジア船主フォーラム船員委員会

　　　第6回中間会合

　　　　2000年11月15日　於：香港

　　　　　　　　共同宣言

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第

6回中間会合が、2000年1／月ユ5日（水曜日）、香

港に於いて開催された。この会合は香港船主協

会（HKSOA）の主催によるものである。

　本会合には中国、香港、日本、韓国、台湾お

よびASEAN船主協会の構成メンバーであるイ

ンドネシア、マレーシア、フィリピン、タイお

よびベトナムの代表が出席した。また委員会は、

アジア太平洋地区船員教育・訓練機関連合会

（AM口IAP）および中国の船員学校からのオ

ブザーバーを歓迎した。

　本年は、中聞会合の前目である2000年目1月14

0、香港において、ASF船員委員会の招聴に

より、国際海運連盟（ISF）がASFと合同で半

日のセミナーを開催した、、全てのASF代表と

香港船主協会のメンバーはこの合同セミナーに

参加し、ILOにおける最近の活動も含めてISF

を取巻く諸問題について議論を行った。

　別℃W95条約の施行問題が改めて議論された。

委員会は、IMO“ホワイ1・リスト”の公表が

更に遅れる．可能性に留意し、公表が（今月末の

IMO）第73回海上安全委員会（MSC）以降にず

れ込むような場合、旗国にとって深刻な問題を

もたらすであろうことに懸念を表明した。旗国

は、自国人以外の船員について、2002年2月以

前に’圏外国”の船員供給国との問で彼らの証明

書に対する承認手続きを確立しなければならず、

この過程における重要な手段として”ホワイト

リスドの利用を望むであろう。委員会は、業

界全体としての不透明性を避けるために、．・…部

の主要船員供給国がIMO‘‘ホワイトリスト”

に掲載されないかも知れないという事情はさて

置いて、最初の同リストを早期に公表するよう

求める。

　委員会は、既に決着済み、或いはフィリピン

国内において係争中の船員の訴訟問題に関して、

船主に再審査を強要しようとする．．…部弁護士に

よって、パナマ国の管轄権が無差別に利用され

ていることに懸念を表明した。委員会は、かか

る事例はフィリピン国内において審査されるべ

きであることを考慮し、POEA雇用契約中の新

たな管轄権条項を歓迎した。しかしながら、委

員会は、その後POEA雇用契約の一部に関し

て、フィリピンの高等裁判所が一時的な停止命

令を発し、この条項が適用出来るのかどうかに

ついて現在疑義が生じていることについて懸念

を表明した。委員会は、パナマ政府に対して、

フィリピン政府より提案されている二国間協定

に署名するか、または、こういつた事例につい

ての管轄権については、船員の国籍国に戻すた

めに他の適切な方法をとるよう要請する。委員

ぜんぎようDθ‘2000爵17



鍵1巨W5NEW5．匠W5匿WS羅藩暴薦㌣ヨ．『．減

会は、アジア船主の懸念をフィリピン政府に伝

えるとともに、この重要な問題に関するフィリ

ピン海運業界の懸念について理解を深めるため

に、ASFが代表団をフィリピンに派遣する必

要があろうと考える。委員会はまた、本件に関

して国際的なメディアに注意を喚起することが

重要であることを認識した。

　集中的な議論の結果、ILO　WG（注参照）メ

ンバーの大多数は、ILO最低賃金の“世界的な”

解釈について反対した。委員会は、自国籍船に

雇用される居住、非居住船員については、各国

の労働組合が各国の船主との間でILO最低賃

金の解釈について合意すべきであることを再確

認した。ILO　WGは、本問題を更に検討し、（来

年1月に開催される）ILO合同海事委員会

（JMC）において強力な共通意志を示すために、

アジアの船主と組合によって賃金水準を合意す

ることの可能性も含めて、可能な自主勧告を示

すよう作業を委任された。

　委員会は、標準海事通信用語（SMCP＞を参

照文書として有用なものとするために、完全に

再構築し直す必要があると考える。委員会は、

SMCPの長さ（分量）を、重要な操船および安

全に関連した海事通信用語に限定した内容に削

減する必要があることを認識した。船員が英語

による会話能力を正しく学ぶのでは無く、意味

を理解しないで筆記によって用語を学ぶ傾向は

避けなければならない。

　委員会は、香港船主協会が、中国の7つの海

事教育訓練機関（M団「s）での研究プロジェク

トに関して主導的な活動していることに賛辞を

送った。この目的は、中国の商船学生に対する

共通の要求基準を確保するためにネットワーク

を構築することにある。特に、英語能力、作業

態度、航海および機関技術に力が注がれている。

委員会は、MK「sのネットワークの概念が他の

アジア訓練機関に拡大され、AMErlAPおよび

国連・アジア太平洋経済社会委員会（UN　ES－

CAP）といった他の組織との協調が、この概念

を地域レベルにもたらす土台を提供し得ると考

える。

　最小安全配員WGは、（IMO総会決議A．890

による）最小安全配員が規定された場合に、旗

国間の競争によって、受容し難い少ない乗組員

水準をもたらし、海上での人命を危険にし、海

上での疲労を増長させるという事実に対して重

大な懸念を表明した。委員会は、IMOが旗国

小委員会において議論し、最小安全配員水準に

関するIMO決議の統一的な解釈を確保するた

めに、より詳細な指針を作成するよう要請する。

最小安全配員WGは、典型的な外航貨物船に

対する最小安全配員基準勧告を策定する作業を

委任された。

　委員会は、海運界において既に深刻な問題と

なっている域内（発行）の不正証書に関する報

告について懸念を表明した。各代表は、自国の

主管庁に対して、この問題にかかる潜在的な重

要性について特別な注意を喚起するとともに、

適切な解決を見出すための現実的な対応を採る

よう要請する。

　AMK「IAPの代表は、　AMET五APがマニラに

おいて海事英語授業に関する専門家養成プログ

ラムについてMagsaysay　Training　Centreとと

もに活動していることを報告した。委員会は、

AM町IAPの海事英語プログラムが、将来的な

地域的MErsプログラムに係る委員会の展望

と一体化し得ると考える。

　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目

的とした組織である。船員委員会の主たる目的

は、共通の船員訓練基準を確保維持し、アジア

入船員の供給と雇用の安定性を促進するととも

に配乗と訓練に関する新しい国際的な海事法制
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および条約について監視、検討し意見を開陳す

ることにある、

　韓国船主協会（KSA）は、2001年秋に釜山に

おいて第7回中間会合を開催するよう委員会よ

り要請された。KSAは、この申し出を喜んで

引受けた。委員会は、香港において第6回中間

会合を開催した香港船主協会の尽力に感謝の意

を表1籍した。

（注）ASF船員委員会には、次の4つのWGが

　設置されている（うち日本船主協会は①と

　③のメンバーになっている〉。

①　ILO　WG（今回より「ILO最低賃金WG」

　から変更した）

②最小安全配員WG

③　srcw95導入WG

④船員訓練WG

内外情報

1、「海上通信の劇化、こ

　　　　．　　　　．

　郵政省は、本年4月、船舶の航行の安全、物

流の効率化等に資するため海上通信の高度化方

策について検討する「海上通信の高度化に関す

る研究会」（座長：鈴木　努　日本工業大学電気

電子工学科教授）を設置し、このほど最終報告

を取りまとめた。

　陸上では携帯電話等の爆発的普及やインター

ネット利用の拡大など、デジタル化、ネットワ

ーク化、マルチメディア化、パーソナル化の進

展が顕著であるのに対して、海．．ヒ通信において

は、利用されている各種システムの多くは未だ

にアナログ中心のシステムであるなど、通信の

高度化が遅れているのが実情である。また、衛

星通信は通信料金の高さからコストに見合った

利用量にとどまっている。

　同研究会では、こうした情報通信分野におけ

る格差一いわゆるデジタルデバイドを解消する

視点から、船舶の航行安全、海上輸送の効率化、

海上生活の快適化などにおける諸問題について

検討し、提言として取りまとめた（資料参照）。

　このうち「海上通信シ．ステムのデジタル化」

は、VHF、　HF等の地上波通信をデジタル化し

露「

「．！古

陪弧度海上李逢システム（海のITS）の実現l

l一　　　関する研究

　　　　　　　　　　　　　　こ向けて

　　　会」の最終報告一

て高速・大容量通信を可能にするというもので、

現在の衛星通信と同様のパフォーマンスをより

安価な通信料金で利用できることが期待される。

これに関する調査・研究について、郵政省（総

務省）は来年度以降の事業として予算措置を講

じることとしている。

　（本報告書の入手ご希望の向きは、郵政省ホ

ームページ（wwwmpt．go．jp）ヘアクセスするか、

当事務局（海務部03－3264－7177）までご連絡下

さい。）

憤料】

　主な取り組むべき海上通信の高度化方策

　今後の海上通信システムの高度化に向けて、以下

により取り組むことが必要。

（U　海上通信のデジタル化

　　衛星等を除いて、アナログで音声通信が中心で

　ある海上逓信システムの通信品質の向上を図り、

　インターネット利用等を可能とするため、デジタ

　ル通信方式等の研究開発を国が中心になって推進

　し、その成果はITUでの国際標準化活動に寄与

　することが必要である。
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12｝高度海上交通システム（海のITS）の構築

　　船舶の航行の安全、海上物流の効率化等を実現

　するため、運輸省、郵政省等関係省庁は十分な連

　携の一トで、海のITSの構築を推進すべき。

　　また、情報収集・配信の円滑化のため、従来個

　別に設置、運営されてきた海岸局等のネットワー

　ク化が必要。このため、無線局の統合運用（AIS

　センターの設置）が望ましい。

（3）小型船舶に適した通信システムの実現

　　海難事故の8割近くが小型船舶によるものであ

　るが、通信機器を搭載していない船舶も多数存在

　することから、遭難通報や．一般通信を可能とする

　小型船舶の小．型、安価、かつ便利なシステムの実

　現が求められており、その実現に向けた検討を行

　うべきである。

〔4〕GMDSS実施後の課題とその対．策

　　衛．星EPIRB等の遭難警報のうち、90％以上が誤

　発射であることから、誤発射対．策のため、啓発活

　動やID管埋適正化を推進すべきである。

〔5〕各種アプリケーションの普及促進

　①　デジタル化繊による漁業用データ．伝送システ

　　ムの高度化

　②．教育・医療システム等に適したシステムの開

　　発

　③　デジタル化・高信頼化による洋．．ヒ投票システ

　　ムの適用拡大　等
〔

海上通信システムのデジタル化（海上通信技術の高度化）

L急！
現　状

誕．

●　低速のア
●　用　途　別
　伝送速度

　　日本＝1GGbps（MEHF）12GQbps（VHF＞
　　米国：最高600bps（HF）

デジタル化

●デジタル通信による高速化
●ネットワークによる統合化

伝送速度（目標）9．6kbps～64kbps

操作性の向上 安定した通信品質の確保 周波数の有効利用

●最適周波数自動選択技術

周期的に全周波数の回線品質をモニタ評価

し、最適周波数の子ヤンネルを自野選謝し通

信を行う技術の開発

●伝送方式自動制御技術

通信状態を常時モニタ評価し．電離層や気

象条件の影野によるレベル変動に対応して

変調方式や通信速度を自動可変させ、一定

の通信品質で撞続を維持する技術の開発

●高効率情報配信技術

各船舶からの要求に応じて．気象・海象情報

や電子海図精報などの広域凶報を自動集約

し、一斉同報やグループ同報など効率的な通

信を行うことにより、初円一ク全体の負担を軽

減し、周波数の有効利用を図る技術の開発

20§せんぎょうD配2000



2 諸外国と日本の償却制度
主要海運国の償却制度について②

　本誌11月号で既報のとおり、当協会はこのほ

ど主要海運国における船舶償却制度の現状につ

いて調査を行った。欧州・北米地区事務局等を

通じ、各国の船主協会等からの情報入手を図る

とともに、東京大学法学部中．里実教授の研究室

表各国における船舶の償却制度比較表

にご協力いただいたもので、その結果は表のと

おりである。

　：当．1務会は、今後とも主要海運国との競争条件

のイコールフッティングを図るため、必要な’1青

報の収集を行っていくこととしている。

2000．11末現在

イギリス ド　イ　ツ フランス ノルウェー デンマーク アメリカ

償却率 定率法：25％ 定率法：25％まで 定率法：3L25％ 定率法：20％ 定率法：30％ 定率法：20％
・19P7年の税制改正 定額法識33％ 〔耐用年数6｛1三） 構細への適用率｝ ・全ての減価償却資 新ACRS
によ「1、一．・律25％ ・面朔年数に応じて 喉2．5％ ・全て定率法。資産 産に対し同率で適 〔1987／1～）

から、長期間使用 償却率を算出 澗．用年魏0匂 を使用する長さに 用 Accelerated　Cost

する資産駈年以 ・定率法→定額法の 定娘法112．5％ 応じて呂カテゴリ Recovery＄’s臆m

上〕は6％となつ 変更可、逆は不可 耐用年数8年以．拍 一に区分し、償却 ・20D％定率法

たが、細iiと鉄追 ・定率法は定額法の 率を規定12％～ 〔200％dectining
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償却率 定額法または定率法・選択した償却方法は企
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麹噛⑪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こヘセコ　ミモへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢまを　　こい

■日本郵船調査グループ定期船調査チーム長増田聡■

　今世紀最後の年である2000年を振り返ってみ

ると、神が完全自由競争の世界におけるし烈な

過当競争を生き抜いてきた海運界の生存者に対

しささやかな世紀末のプレゼントをしてくれた

のか、本年は海運界にとっては近年まれに見る

良い年であった。定期船においては主要航路の

需給が好調に推移し、不定期船では粗鋼生産量

の増大から運賃市況が回復、タンカーは中国の

原油輸入の急増等により市況が急騰した。

　まずは．定期船部門からみていくことにしよう。

買い手に過度に有利であった1984Shipping　Act

（ユ984年米国海事法）、およびその弊害が是正さ

れ本来の自由競争を具現化したOcean　Shipping

Refo㎜Act　of　1998（1998年司咽改正海事法）を

通して、定期船業界も不定期船やタンカーと同

じく需給によって価格が決定される色合いが濃

くなってきた。

　太平洋航路は、新規参入船社が相次ぎ船腹量

も大きく増大したが、米国の好景気持続のおか

げで荷動きも順調に増加し、往復航のインバラ

ンスの問題は依然存在するものの、総じて言え

ば堅調を維持した。アジア／欧州航路では、欧

州・アジアの景気回復に伴い需給が締まり、運

賃修復に成功した。大西洋航路は、昨年まで市

況が低迷していたが、各社ともそれを念頭に置

き船隊増強を控えた為、本年は市況改善の兆し

を見せている。

　世界の生産工場となったアジア諸国は、1997

年のアジア通貨危機以降好調な米国経済をバッ

クに輸出主導型で徐々に景気を回復させてきて

おり、3大航路ではないが太平洋航路に次ぐ荷

動きを持つといわれるアジア域内航路も、順調

に荷動きを伸ばしている。とりわけ、中国の躍

進はどのトレードにおいても目覚しく，アジア

出し北米向け・欧州向けでは中国出しが5割の

シェアに近づきつつある。

　定期船の主流となっているコンテナ船は本年

に入ってさらに大型化が進行した。本年中に竣

工する新造1船船腹量は約5Q万TEU、その内4QQQ

TEU超の大型船が約30万TEUとTEUベース

で6割に達した。現在発注済みの来年以降竣工

予定船においても、全体が170万TEUに対し

4000TEU超型船がエ00万TEUと約6割を占め

ている。

　次に不定期船部門では、ドライバルカー市況

が、昨年後半の急激な回復に続き春先に一段と

上昇、1995年以来5年ぶりの好況となった。船

型別に見てみると、ケープサイズ型傭船料が独

せんぎょうDθ62000⑲23



趨鋤懸

歩高となっており、8月以降US＄20，000／Day

台を維持しているのに対し、パナマックス型、

ハンディサイズ型は．．ヒ値が重くそれぞれUS＄

11，000／Day台、　US＄9，000／Day台の横這い

で推移している。

　このケープサイズ型独歩高の要因は、ケープ

サイズが輸送の中心となる鉄鋼原料（鉄鉱石、

石炭）の海上荷動きが増大したこと、および1998、

1999年の市況低迷期にケープサイズ型が56隻、

670万DWTと大量に解撤されたことを指摘で

きる。

　本年の鉄鋼需要量（鉄鋼見かけ消費量）は、

主たるアジアが前年比6．9％増、米国が自動車

向け需要など好調な個入消費に支えられ前年比

3．8％増、EUもユーロ安から輸出が回復、自

動車向け需要も伸び．前年比4．5％増と総じて堅

調で、世界全体では5．8％増の7．5億トンとなる

見込み。この数字から世界の粗鋼生産量を推定

すると、約8．5億トンと史．．ヒ初の8億トン台達

成となる。この粗鋼生産量の増加が鉄鉱石、石

炭の海上荷動き量の増大をもたらしたことはも

ちろんであるが、中国が以前は国産に頼ってき

た鉄鉱イ．1の輸入を急増させていることも要因と

して見逃せない。

　タンカー部門はどうだったであろうか。経済

面における今年最大のトピックは何といっても

原油語格高騰である。米国経済の好調に加えア

ジア経済の立ち直りで需要増の下地が出来上が

っていたところに、結束力を回復させたOPEC

が98年から99年にかけて効果的に行なった協調

減産が値上がりの火を付けた。本年に入って供

給不足を補うべく数度の増産が行なわれたが、

アジアの需要増及び欧米諸国の製品在庫不足懸

念から、原油価格はさらに高騰し、昨年初めの

バレル10ドル．前後から3倍を超えるバレル30ド

24§ぜんきょうDθ02000

ル台の水準に達している。

　タンカー市況そのものは原油価格と相関関係

ないが、前述のアジアの需要増、特に中国、イ

ンド、韓国の石油需要の大幅な伸びが市況好転

の原動力となった。追い風となったのは環境問

題で、1999年12月のERIKA号事故を頂点に油

濁事故による環境破壊を懸念する声が高まり、

老朽船やシングルハルタンカーが避けられるよ

うになり、昨年の丁1了況低迷と相侯って解撤が進

んだ。

　結果としては、中東積み日本向けVLCC運

賃についてみると本年1月にはワールドスケー

ル（以下ws）50前後で始まったのが、3月に

はOPEC増産のおかげで海．ヒ荷動きが増加、

WS80台まで．ヒ昇。その後も上昇を続け、5月

にはWSlOOをつけた。8月にはさらに急騰し、

湾岸戦争時の高値WS140を突破し、　WS150台

を記録した。その後調整局面もあったが、1．1月

には最高値WS177．5を記録するに至った。

　最後になるが、上述の通り3部門とも好況な

のを受けて、新造船の発注が相次いだ。とりわ

けタンカーおよびコンテナ船が韓国の造船所を

中心に多く発注され、昨年後半には底をつけた

と思われる新造船価も反騰した。韓国の大手造

船所は2003年まで船台がほぼ埋まっていると噂

されている。

　来年以降はこれら新造船竣工による供給圧力

に見合った需要の伸びすなわち荷動き増が見込

めるかがポイントとなる。IMFによると、200ユ

年の経済は、米国の景気減速〔2000年の3，9％か

ら2．9％へ）はあるものの、世界全体では4．2％

の高い成長率を見込んでいる。



寄稿
B2BからN対Nに展開する海運ネットビジネス

ーインターネットを利用した海運業界の

　　　　　　　「one－stop　shopping　malUとして

マリソネット株式会社

専務取締役

税所史朗

　IT（情報技術）、e－businessなどその進展は日々加速し、さまざまな業態のデファクト

　スタンダード（事業上の標準）となるビジネス体系の構築が各業界焦眉の急となってい

る。海運業界においても［Tを利用した新しいビジネスモデルを構築しつつあり、各社と

も実現に向け模索している。今月号では、中古船オークションサイトの他、用船・船用品

を扱うトレードサイトをはじめ、ネット上での最新のニュース配信、各種データベースの

提供などを日々展開している「マリソネット」専務取締役　税所史朗氏に新サービスの概

要と現状のビジネスモデルとの相違などについて乙寄稿いただいた．

インターネット時代のスピード設立

　マリソネットは口本初の海運・造船業界向け

ポータル・サイ1・を立ち上げるべく、2000年2

月に設立された。設立の2ヶ月後にはサービス

を開始と、正に「ドッグイヤー」と言われるイ

ンターネットの世界を体現する誕生と言えるか

も知れない。

　海事産業はその性質ヒ、国境や地域による垣

根がなく、その意味で最もインターネットを利

用するにふさわしい業界のひとつだろう。それ

では実際に海事業界におけるインターネットサ

イトの利用状況はどのようになっているのか。

「マリソネットとは」をお話しする前に、我々

が置かれている環境を先に見てみたい。

醤・灘漁黙懸崖三法爵贈！

海運業界の現状

　一rlに海事業界と言っても、その取扱い商品

は多彩であり、既に業界内では様々な業種別（バ

ーテイカル、垂直型）サイトが構築されている。

また、現在ネット上で取引されている主な商品

／サービスとしては「バンカー」「船用品」な

どがあり、また「用船ブローキングサービス」

「中古船ブローキングサービス」も盛んになつ
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てきている。現在、海運・造船関係のインター

ネットサイトは100以上と言われているが、そ

の多くはこの4つのカテゴリーに当てはまる。

海事産業に関わる全てのトランザクションがオ

ンラインで行えるわけではなく、プレイヤーの

数、製品の質（標準化されているかどうか〉な

どの条件に最も適したものが上記4項目と言え

るかもしれない。

　海運・・造船業界のネット企業の特徴として、

米国のベンチャーキャピタルの援助・支援を受

けて作られたものと、ヨーロッパ系の既存商権

をオンラインに移したものに大別できる。既存

の顧客を持たない前者は巨額の資本を背景に大

規模サイトを構築し、多額の広告宣伝費を投入

することでマーケットを短期間で囲い込むこと

を目指す。後者は既存の商権をバックに、ネッ

トの利便性を生かしたサービスを提供。ここに

新規顧客を呼び込むことでマーケット全体の囲

い込みを行う。双方とも業界のディファクト・

スタンダードを目指すものだがき強みと同時に

弱みもある。前者は一定期間内に一定規模の顧

客を得られなければ資本が枯渇する。後者は既

存の取引関係を滉存するためビジネス自体は堅

調でも、新規顧客を呼び込むインセンティブに

欠ければ「スタンダード」にはなりえない。

　アジア発のポータル・サイト

　マリソネットはこうした現状を踏まえ、海運

・造船業界のバーテイカルサイトを束ね、その

入り口（ポータル、玄関）となる「ポータル・

サイト」を目指している。マリソネットのコン

26⑤せんきょうD¢c2000

テンツはインフォメーション・サイトとトレー

ド・サイトの2つに大別できる。新聞のオンラ

イン・エディションやニュースワイヤ（リリー

スなどを集めたサイト）など情報提供のページ

や、前述のようにチャータリングやバンカート

レードなど一つのビジネスに特化したトレード

・サイトは多々あるが、これらを統合した形の

総合的なポータル・サイトはあまり例を見ない。

　対象となるマーケットも多岐にわたる。海事

プレスニュースのような業界横断的な、全般的

なものにとどまらず、Drewry社のマーケッ1・

レポートやBaltic　Exchangeの最新フィクスチ

ャー、バンカー情報など、海事関係者が必要と

するありとあらゆる情報を網羅している。また、

Virtual　Charteringとll乎ばれる用船ブローキン

グサイト、中古船オークションサイトや船用品

購入支援サイトなどのトレード・サイト（来年

以降バンカートレードに関するサイトを開設予

定）を運営しており、ビジネスとそれに必要な

情報を全てマリソネットを通じて提供する、い

わば業界の「one－stop　shopping　mall」を展開し

ている。

　多彩な情報

　インフォメーション・サイトでは、海事プレ

ス社が提供するデイリーニュース（日刊海事プ

レス掲載記事）が全文閲覧できる。インターネ

ットの独自性として、海事プレスから最新ニュ

ースが配信され次第更新されるため、夕方には

翌日付の海事プレス紙面をいち早く読むことが

できる。1年分（さらに拡大を予定）のデータ



ベースが検索可能であり、スクラップの手間隙

が不要となる。日本を拠点とする英語媒体は少

ないが、マリソネットは日本語・英語双方でサ

ービスを提供するため、英訳記事も半日～1日

の時差で配信される。この他、海事プレスが提

供する主要定期航路のサービス概要や専用船船

隊情報、輸出入貨物動向といった情報を掲載。

この部分でもデータベース機能を発揮している。

　また、イギリスの有力海事調査機関DreWly

社と提携し、マリソネット会員専用のレポート

を毎週配信している。マリソネット独自に新造

船／中古船の成約情報、傭船情報（Dry／Wet）

のデータベース（1993年以降）も保有しており、

会員はこれらのデータベースに常時アクセス、

検索することが可能だ。

　インフォメーションサイトでは一方的な情報

提供に留まらない。修繕ヤード情報のコーナー

では、ユーザーが各ヤードの空き船台情報を閲

覧し、各ヤードと交渉を行えるよう現在情報収

集を進めている。また、舶用機械サイトでは品

目別、名前順にメーカー検索が可能で、エンド

ユーザー（船社の工務部など）と舶用機械メー

カーが直接メンテナンスなどに関して情報交換

ができるサイトを目指している。このようにイ

ンフォメーションサイトでは、インターネット

の特性を生かし情報交換の場を作り上げていく

方針だ。

　Eマーケットブレース

　マリソネットがもう一．．・つの核としているトレ

ード・サイトは現在、用船サイト、中古船サイ

ト、船用品サイトの3つで構成されている。い

ずれも基本的に「マーケットプレイス型」と呼

ばれるものだ。マーケットプレイス型サイトは

米国を中心に99年以降爆発的に広まったスタイ

ル。個別業者間の商取引の効率化などが主だっ

たB2Bでのインターネット利用がN対Nに展

開されることで、世界中からいつでもアクセス

が可能というインターネットの特性を最大限に

発揮できることになったのだ。

　こういつたマーケットプレイスの場合、ビジ

ネスモデルとしては、一・回の取引毎に課金する

トランザクション・ベースの形態と、一定の参

加料を払えば利用は自由というサブスクリプシ

ョン・ベースの形態の二通りが考えられる。マ

リソネットのチャータリングサイトにおいては、

利用すれば利用するほどコストが下がる、会員

の利益になる、という観点から、サブスクリプ

ション・ベースの課金方法を採用している。

　用船のように、商品の性質上、画一的な既製

品ではなく、商品毎に様々な特性を持ち合わせ

ているもの（本船のスペック、Delivery　Position、

Lay－can、　Owner’s　Reputation等）は、当該マー

ケットプレイスの規模が大きくなり、プレーヤ

ーの数が増えれば増えるほど、それだけマッチ

ングの候補となる貨物、適船が見つけられる可

能性が高くなり、サイトの価値が上がっていく。

　「利用者が増えれば増えるほど、利用者一人一

入の享受する利益は増大する」というモデルに

なっている。また、E一コマースサイトの場合、

とかく中間者排除が目的とされがちだが、マリ

ソネットはブローカーを排除することなく、む

廿んキ上「n〃9ηnη薗ワ7



しろ中聞者にとって使い勝手のいいサイトを目

指している。このバーチャルチャータリングと

は逆に、ポストフィクスチャーまで対応し手数

料を取る、自ら中間者として振舞うスタイルも

存在するが、これはどちらが優れている、とい

う問題ではなく、まさにサイト運営者のポリシ

ーの相違と言える。

　トレードサイトにはバーチャルチャータリン

グに加え、オンラインで中古船のオークション

を行おうという中古船サイトがある。この試み

は世界初という野心的なものであり、利用者に

受け入れていただくまでには若十時閲がかかる

かもしれないが、既に「船を出してみたい」と

いう何件もの問い合わせをいただいており、実

際の成約が行われるのも時聞の問題といえる。

船は売りたい、あるいは買いたいがオークショ

ンは不安という会員向けには、当該船舶の情報

を掲載し会員同士で交渉を行ってもらう「中古

船掲示板」も用意してある。

頼書を作成、ベンダーに表計算ソフトで利用可

能な電子データとして送信できる。マリンスト

アー．ズの利用により船一．ヒ、買い手、売り手のシ

ームレスな連携や書類・書式フォームの統一な

どにより不要なミスの削減や業務の効率化、作

業時間の大r隔な短縮が可能だ。

　．前述のようにマリソネットは「海運・造船業

界向け総合ポータルサイト」を標榜しており、

コンテンツの充実に最終ゴールはない。「マリ

ンストアーズ」もユーザーからの声を元に企画、

スタートしたサイトであり、現在も企業情報や

バンカートレードに関するコンテンツなど、数

々のコンテンツがお目見えを待っている状態だ。

今後もユーザーの要望を受け、より使いやすく

有用なサイトを目指し「1々改善を行っていく考

えだ。

　拡充するコンテンツ

　2000年12月には最新のコンテンツ「マリンス

トアーズ」がオープンした。これは船用品の売

買を効率化するトレードツールだ。通常、船用

品の売買は、船側が陸側（船社、船舶管理会社）

に必要な品目をFAXまたはe・mailで送り、陸

側でPCまたは乎書きで見積依頼書・発注書を

作成。これをベンダーに送付している。マリン

ストアーズでは船用品購入者の世界的紐織

IMPAの公式カタログをオンラインに展開。購

入者は通信販売のカタログを見る感覚で見積依
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．）．

「日本海運の現状」の発行

　当協会では、各種海運関係資料を作成しております

が、今般「日本海運の現状」2000年版を刊行いたしま

した。

　「目本海運の現状」は、グラフや資料を用いながら、

項目ごとに簡潔な解説を付し、日本海運の今の姿を説

明したもので、世界海運とわが国の輸送活動、海運経

営、外航船員の現状、内航海運の4つの柱で構成され

ております。

　入手ご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。

　〈問い合わせ先〉

　　㈹日本船主協会企画調整部

　　　〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　海運ビル

　　　　　　　　TEL；G3－3264－7！74　　FAXO3－3262－4757

　　　　　　　　e－mail：P＆c一φv＠lsanet・orjp

1白．・．奉．海蓮．の．卑味．

．滋轟堤

．） 外航労務協会機能の当協会への移管

　外航労務協会は、1962年10月に発足し、産別組合である全日本海員組合との海上労使交渉を引

き受ける窓口として、海運業界の発展に資するべく船主と海員の橋渡しの役割を担ってきた。

　しかしながら、．国際競争力の激化とともに外航海運会社の経営環境は大きく変化し、支配船腹

の配乗体制も外国人船員との混乗が拡大するなかで、加盟船社の企業間格差やニーズの多様性な

どを背景に、各社固有の問題に独自の対応を行う必要が置ljてきている。

　こうしたなか、伺労務協会は2000年12月31日を以って解散し、政策を担当している当．協会にそ

の機能を移管することとなった。
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［
i

i　　2000年（平成12年）の10大ニュース
l
11・合併などの瀦効率化1こ力口え・海鄙況の　19力国より同二条約の徽限度の約50％引き上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げがIMOに提案され、2003年11月以降の限度1　　改善にも支えられ、大手海運会社が史上最高
［益（2000年3月期）を記録．年後半1こなって　額は、92CLCが約・25億円、92FCが約283億円

iも好調肺況が続き、哩会社の損益も概ね　に引き上げられる・ととな・た．

i改善に向かう・

　大手3社の2000年3月期決算は、連結・単体

ともに過去最高水準を記録。2000年後半になっ

ても、燃料油価格上昇などのマイナス要因があ

ったものの、かねてよりのコスト山州努力や堅

調な市況により吸収、2000年9月中問決算でも

一層の増益を記録。

　この間タンカー市況では、原油価格騰勢の中

でVLCCのワールドスケールが170を突破（11

月）、堅調な不定期船市況などにより、中堅会社

の中開決算も概ね改善された。

2．エリカ号事故の重大性に鑑み、シングル八

ルタンカーのフェーズアウト前倒しの方向性

　が固まるとともに、油濁二条約の補償限度額

　が約5096引き上げられる。

　1999年12月にフランス沿岸の大西洋において

沈没したエリカ号の重油流出事故後の海洋汚染

防止対策の一つであるシングルハルタンカーの

フェーズアウトの前倒しに関し、正MOはEU

による地域規制を避けるべくMARPOL規制適

合のタンカーの場合、2015年（または2017年）

までに段階的にフェーズアウトする改正規則案

を取りまとめ、2001年4月の採択を経て2003年

1月の発効を目指している。

　また、同事故の油濁損害額が、現行油濁二条

約（92CLC／FC）の補償限度額を超えることが

確実となったことから、欧州諸国での被害者救

済の強い世論を背景に、英国、フランスを含む

3．当協会は「海洋環境シンポジウム」開催な

　ど、環境問題に関し具体的活動を実施。また、

　関係業界と協調して「シップ・リサイクル運

　絡協議会」を設け、循環型社会の形成に向け

　た検討を本格的に開始。

　当協会は、従来から取り組んで来た個々の環

境問題について総括的な対応を推進するため

1999年7月目環境対策特別委員会を設置し、

2000年は海洋・地球環境保全の重要性をアピー

ルするシンポジウムの開催、海運業界と環境問

題の関係について紹介したパンフレット、これ

までの取り組みをまとめたハンドブックの発行

等の活動を行った。

　また、船舶の解撤をリサイクルの観点から捉

え、資源の有効利用と環境に配慮した解撤を構

築するため、10月に国内の造船・解撒業界等関

係業界と連携し「シップ・リサイクル連絡協議

会」を設立し、船舶に関する循環型社会の形成

に向けた検討を本格的に開始した。

4，内航海運暫定措置事業の着実な実施により

　内航船腹の解撤進む。

　1998年5月に導入された内航海運暫定措置事

業を着実に実施することにより、内航海運業界

は過剰船腹の解消に全力を挙げており、貨物船

部門ではようやく需給均衡状態の兆しが見えた。

一一 禔A油送船部門においては、荷主業界の構造改

善等の合理化等による大1隔な輸送需要の削減の
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影響を受け、依然船腹過剰の状態が続いている。

5．規制緩和の流れなどを背景に、使い易い港

　湾を目指して港湾運送事業法等港湾関連3法

　が改正される。

　わが国産業の国際競争力強化に資する使い易

い港湾を目指して、港湾法、港湾労働法、港湾

運送事業法が相次いで改正された。港湾法は、

広域的視点に立った拠点港湾への重点投資等を

趣旨に見直され、4月1日目ら施行された。10

月1日から施行された港湾労働法により、港湾

運送事業者自身による常用労働者の派遣が可能

となった。さらに、11月1日に施行された港湾

運送事業法は、国内主要9日目対象に需給調整

規制を撤廃して事業免許制を許可制に、認可料

金制を届出制に改め、市場競争原理を導入した。

6．海賊防止のための国際会議が東京で開催。

　官民一体の取組みが合意されるとともに、ア

　ジア諸国との国際連携が強化される。

　1999年のアロンドラレインボー号事件を契機

として当協会は政府と一体となり、東南アジア

各国へ働き掛け、2000年東京において海賊対策

国際会議が開催された。その結果、海賊防止の

ための各国の協力の必要性が再確認され、「ア

ジア海賊対策チャレンジ2000」、「東京アピール」

および「モデルアクションプラン」が採択され

るとともに、これに基づいた具体的な協力方策

の協議と合同訓練などが実施された。

7．外国人承認船員を配乗した日本人船・機長

　2名配乗の国際船舶が誕生。

　2000年1月にフィリピンで第1回承認試験が

実施され、48名が合格、3月末までにこれら承

認船員を配乗した日本入船・機長2名配乗の国

際船舶3隻が誕生した。その後、6月と9月に

承認試験が実施され、これまでに159人が合格

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
8．【MOは12月の海上安全委員会においてホワ　1
イトリストを承認．フ．リピンを初めとする｝

船員供給国がリスト入りを果たす．　1

95轍正弧W条約に基づき、IMO　iま鶴i

国・船員・縮訓練・試験お・び資格証明のi

方法などについて条約の要件を満たすかどうか　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔
審査を続けているが、2000年11月に開催された　［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
海上安全委員会（MSC）において72力国を第1　1

回目のホワイトリ・トとして羅した・・の中1

には・ブイリピ・・イ・ドネ・ア・・ミングラ烈

イッシュ等のアジア主要船員供給国も含まれて　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

9．今後求められる韻像を踏三川教育i

訓練3コ口おける教育訓練体帯一向につi

いて海上安全舟罎教龍議会が紳・　1
　安教審は、船員教育訓練3機関の独立行政法　1
人化を見翫今後の糖訓練塒Uについて｝

・…年8月に紳し、澱一校については、1

…レー・灘を中核として再臨のニーズi

に肌た効酷な課程融を目指すこと海員i
学校については、高校卒業生を対象とする専修　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
科に主力を移行し、校名に短期大学校を付す等　1
魅力ある学校作りを図ること、さらに航海訓練　1

所にあ・ては、甲機朝訓練の1朶度化を図るなi

ど・方向を示した・　　　　1
　　　　　　　．．．一．一．一．．．．．．．．．．．．．　　　　　．．．．一一一．．　i

1・．外航労撒会は、2…年12月3旧付けをも［

・て引し・その雛を当協会1・移行するこ｛

とを縮　　　　　　　　1
　外航労務協会は、1962年10月に発足し、春闘　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
をはじめとする外航労使の中央交渉にあたって　1

きた．しかしながら、グ・一バル姉場経靴i

の厳しい経営簸下、加盟軍戸の業態やニーズ1

の多様化に対応するため、2000年12月31日をも　1

って解散し、当協会にその機能を移行すること　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を決定した。　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
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寄稿

なぜ韓国造船業は大量：受注したのか

韓国造船業の現状と日本造船業について

メリルリンチ証券会社集京支店

バイスブレジデントシニアアナリスト

村形光俊

　はじめに

　2GGO年に入り、新造船発注が急増している。

特にVLCCを始めとするタンカー、コンテナ

船、LNG船など大型船が多い。ユー9月目867

万CGT（注①参照）と早くも年間受注量で過去

最高（1999年は660万CGT）を更新した韓国だ

けでなく、劣勢を強いられている日本ですら、

今年9月までに輸出船舶の受注量は前年1司期比

70％増と大量に増加している。この事象を喜ば

れる方もおられるだろうが、その一方、かつて

の不況を危惧される方もおられるであろう。

　このような大量発注の背景としては、船種別

にまずタンカーは、オイルショックにより大量

建造された「団塊の世代」の更新需要期に入っ

ており、かつ「エリカ」以降の環境気運の高ま

りからダブルハル化の前倒し発注も出始めてい

ると見られること、そしてWS高騰に触発され

た発注増、などが考えられる。また、コンテナ

船も米国景気の好調から往航の輸送量の急増、

運賃上昇によって大量発注され続けており、天

然ガスマーケット拡大を見越してLNG船も大

量発注されている。

　ただし、この大量発注の中で一．・点気がかりな

のは、WSが昨年から3倍前後の水準に高騰し

ている一方、タンカーの船価が今年に入り反転

しているものの上昇ピッチが鈍く、依然1997年

の水準、或いはそれ以前の水準にまで回復して

いないことである。つまりこれらの発注動機に

は、実需増への対．応だけでなく低船価に触発さ

れた投機的な要因が含まれているのではないか

と懸念される。次に、韓国及び口羽造船業界に

ついて低船価受注を可能にしている背景を考え

てみたい。

　注①　CGT（Compensated　Gross　Tonnage）：

　　　標準貨物換算トン数。造船所の工事量を

　　　仕事量として把握するための指標。

　韓国造船業界の復活

　過去数年にわたり韓国造船．各社へ訪問を続け

てきたが、その訪問記としてまとめてみたい。

　韓国造船．各社に訪問した中で、最も印象深か

ったのは1998年4月、通貨危機直後のこと、目

本では、まさに韓国が終わったかのような印象

を受ける報道がなされ、「異常とも言える設備

投資を行った韓国勢もこの混乱で、倒産すると

ころが出てくるのでは？」といった見方も出て

いたと記憶している。

　ところが、訪問して感じたのは倒産どころか

韓国造船各社の復活への予感だった。通貨下落

からわずか3ヶ月足らずのその時、彼らは1）

不採算事業の売却、2）賃金カット、3）人員

削減（同年4月にリストラ法が可決された）、

を一斉に行っている最中だった。事実、三星重

工は建機部門をボルボに売却を決定している。

（
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そして、大リストラを敢行し、ウォン安を逆手

に、新造船市場で積極受注を開始する直前だっ

たと言える。

　彼らの最新設備と設備生産性の高さに改めて

脅威を感じ、「韓国勢は通貨危機による金利上

昇、信用不安などのデメリットを早晩解決すべ

く積極的な各種手段を講じており、むしろウォ

ン安のメリットだけを最大限享受できうる準備

が進んでおり、復活する可能性が高い。」とい

う印象を抱いた。

　もっとも韓国造船各社の中で倒産した会社も

事実出ている。ハンラ重工（現三曲造船）、大宇

重工（現場宇造船）は事実．．ヒ倒産した。しかし、

三十造船は現代重工の傘下に入り今でも造船業

を営んでおり、また大宇造船も受注を再開、事

業を営んでいる。結果として倒産した会社があ

ったが、資本は変わっただけで、生産設備は今

もフル稼動している。

　その後も半年毎に各社を訪問したが、訪問す

る度に工場レイアウトが進化し、ブロックの大

型化、連続建造への対応などを進めていた会社、

日本勢のコスト分析を懸命に行い勝つための施

策を矢継ぎ早に展開する会社など、元気をなく

すどころか徐々にではあるが復活を見せていた。

ウォン安や援助（事実関係はわからないが）な

どが大きく寄与したと思われるが、彼らは口本

質以上に血も流し、抜本的な改革を推し進めて

いるように感じられた。

　今年に入り、韓国各社が完全に受注商戦を掌

握するようになっている。現在欧州造船工業界

が調査を開始したような企業の自助努力以外の

要因がどの程度奏効しているのかは判断が難し

い。ただし、韓国造船各社の大量受注の背景に

は、1998年通貨危機への自助努力による成果も

かなりあると思われる。一つだけ言えることは、

少なくとも韓国勢は日本勢よりもドラスティッ

クに、よりスピーディーに体質強化策を行って

きたことである。そして何よりも、最新設備に

よる高い設備生産性の存在も否定できないと思

われる。

　かつて韓国造船会社のある幹部が「なぜ、日

本一は高い技術力を保有し高度成長を遂げてお

きながら、未だに付加価値の低い造船を続けて

いるのか。かつてバブルと不況を繰り返しなが

ら欧米から日本は造船王国を譲り受けてきたは

ず。20年もの問造船王国を続けたのだから、そ

ろそろ私たちに明け渡して欲しい。そうでない

と私達がこの投資を回収できなくなってしまう。

なぜならば、もう10－20年もすれば中国が造船

王国になるべきだし、そう遠くない時期にタン

カーの更新需要が終わってしまう」と語ってい

た。

　韓国通貨危機以降、韓国造船各社が、低船価

受注を繰り返したことにより船価は急落した，

ClarksonのVLCC船価を見れば、1997年の高値

水準84百万ドルから昨年は70百万ドル割れまで

落ち込んだ。

　その一方で韓国各社は1997年以降まだ高い利

益水準を確保している。しかし、もっと利益を

出そうと思うならば、船価を上昇させることも

ひとつの選択肢だったであろう。ただし、そう

せずに低船価での大量受注に走った背景には、

ユ）通貨危機以降の飛躍的な生産性の改善の継

続への自信、2）対日戦略、3）タンカーの更

新需要が残り少ないとの思いからの受注量の前

倒し確保、などが考えられる。

　ウォン／ドルは足元揺れているが、1999年以

降1，100ウォン／ドル台へとジリジリと高くな

っていた。まだ、韓国造船各社の営業利益は高

いままに推移しているが、昨年以降の低船価で
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受注した船舶が売上計上されてくるころには単

純計算では利益水準も落ちてくる可能性があろ

う（2DOO年第三四半期は減益となった模様）。

　日本造船業界の動き

　韓国がウォン安だけでなく、こうした血のに

じむような抜本的な改革を行ってきた問、日本

勢は従前の延長線上にあるコストダウンを続け

てきたと思われる。韓国を訪問する度に、各社

の動きの速さと日本各社とのギャップを強く感

じていた。しかし日本でも、1999年から三井造

船、日立造船が賃金カットを実施、20QO年に入

り日立造船、NKKが提携を、石川島播磨重工、

川崎重工、三周造船が統合をも視野に入れた提

携を発表している。三菱重工も4工場の連携強

化による段階的なコストダウンに取り組み始め

ている。ようやく抜本的な対策を講じ始めつつ

ある。労働生産性は日本のほうが依然優位にあ

るため、現在打ち出しつつある改革案でかなり

のコストダウンが果たせると予想している。

　しかし、日韓ともにドック閉鎖のニュースは

出ていない。韓国幹部の言葉ではないが、中国

造船各社の建造能力拡充をも鑑みると、4，000

万総トン前後と推定される世界の造船建造能力

は平時の年賦新造船発注量に比較しかなり多い

と思われる。

　韓国勢、日本勢のコストダウン努力が果たし

て今後利益増加に結びつくか否かは、予断は許

さないと思われる。

　造船王国の座を賭けた争いが生んだバブルな

のか？

　【資料3】に示すように、WSは1999年央をボ

トムに一貫して上昇、ボトム水準から約3倍に

まで達している。一方船価も緩やかな上昇に転

34㊥せんぎょうDgc　2000

じているものの、まだ最安値から15％程度の上

昇に留まっている。この間、新造船発注量は急

増しており、船価の戻りが鈍いのは発注量が少

ないことによるものではないことは明らかであ

り、かつ日韓ともに．三分な利益を確保できる船

価水準でもないと分析される。

　先にウォン安をメリットとしながら船価を低

下させたのは韓国勢だが、彼らが約3年分の仕

事量に相当する大量受注を確保した夏場以降、

船価が大きく上昇していないにもかかわらず日

本各社も大量に受注している。船舶輸出組合の

データによれば、日本の輸出船舶受注は2000年

7～9月で401万ケ日ンと王997年の同時期以来

の高水準。当時の船価はVLCCで83百万ドル、

為替も120円／ドル台で推移していた。

　かつて、オイルショック時のタンカー大量発

注、ある邦題社のバルクキャリア大量発注、コ

ンテナ船の大量発注など、歴史を振り返れば、

海運会社の一一部投機的な発注によりその後の運

賃急落、海運・造船会社倒産、ドック閉鎖など

を繰り返してきた。それでも今までは、生産能

力の削減を続け、需給に合わせ生産調整を行っ

てきた口本造船がプライスリーダーであったた

め、造船サイドはその変動を少なからず押さえ

【資料1】世界の新造船発注量および日本・韓国

　　　　におけるシェア

100万月目ン） □世界新造船発注量（左メモリ）

黶揶鼡ﾈ国勢シェア（右メモリ）

黶ｩ日本勢シェア（右メモリ）
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【資料2】　韓国造船各社の単独業績 単位＝億ウォン

96 97 98 99 00／1－9
i
現　代　重　工 売　　上　　高 461854 58，891 69，597 63，273 49β03

営　業　利　益 2，295 6，625 10，185 6，664 6，260

利　　益　　率 4．9％ ll．3％ 14．6％ 10．5％ 12．7％

三　星　重　工 売　　上　　高 32，557 39，532 37，532 37，031 26，507

営　業　利　益 1，222 5，440 5β34 5，823 3，726

利　　益　　率 3．8％ 13．8％ 14．2％ 15．7％ 14．1％

大　宇　重　工 売　　上　　高 51，485 55，767 62，139 一 ¶

営　業　利　益 5，699 6，934 2，555 一 一

利　　益　　率 11．1％ 12．4％ 4．1％ 一 一

出所｝会社及び各種資料より

【資料31　日本・韓国の新造胎発注量および船価（VLGG）推移

年　月

受注量推移
@日本勢
迚gトン

韓国勢
迹鴻gン

韓国勢

轤bGT

運　賃

vS

船　価
uLCC

S万ドル

為　替
~／ドル

ウオン

^ドル
ウオン

^円

1997　3 3」37 1，674 一 63．5 79．5 122．7 892．O 7．3

6 2507 3，592 一 71．0 82．0 l14．3 887．9 7．8

9
4，407 3，4D4 T 83．5 84．0 120．7 910．0 7．5

12
2，907 4，224 一 62．3 83．0 130．6 1，600．O 12．3

1998　3 1，733
933

一 74．8 呂O．0 133．1 ユ，335．0 10．0

6
1，779 3，611 一 68．8 76．0 138．8 1，373．0 9．9

9
1，959 2，350 一 52．0 75．0 136．5 1，391．O lO．2

12 ／，719 3，121 〒 55．4 72．5 113．6 1，204．Q lG．6

1999　3 1，011
829 573 60．5 69．5 l18．9 1，227．0 10．3

6 ／，788 1，990
933 53．8 70．5 121．1 工，157．5 9．6

9
2，995 2，977 1，656 49．1 59．0 106．5 1，217．5 11．4

12 2，939 7，045 3，382 51．8 70．0 102．5 1，159．3 11．3

200G　3 3，249 一 2，515 72．3 72．D 104．9 1，116．4 10．6

6
2，594 一 4，077 108．D 72．5 106．1 1，107．8 10．4

9
4，010 一 2，087 139．2 75．5 106．O 1，105．4 10．4

※ 167．2 7．7．0 107．2 1，135．0 10．6

出所）Clarkson、日本船舶輸出組合、その他各．種資料・

る働きをしてきたと思われる。つまり、すくな

くとも船価の面から投機的な発注が生まれにく

い状況だったと言えよう。

　もっとも、今回の大量発注が投機的な部分を

含んでいるとすれば、これまでのような海運会

社の投機的な発注増ではなく、日韓の造船所問

での価．格競争が引き起こしたとの見方もできよ

う。

　むすび

　一方、定期航路業界に見られるように、海運

各．社はアライアンスを組み、いたずらな運賃低

下競争から脱却を見せている。また、タンカー

の共同運航会社も一応の成功を見せているよう

だ。自動車やエレクトロニクス産業のようなコ

ンシューマーグッズであれば、単純なコスト競

争ではなくブランド戦略など違った形の付加価

値戦略が打ちやすいが、造船の場合、こうした

戦略は困難であろう。それでも、海運業界が成

功しつつあるアライアンスや、プラント業界で

見られるファイナンスによる顧客囲い込みなど、

価格競争以外での付加価値戦略はまだあると思

われる。

　そして、一・日も早く適正な利潤を確保できる

適性な船価へと上昇することを期待したい。そ

のことは、海運業界にとっても長い目で見れば

望ましいことではないだろうか。
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次期米国大統領候補の海運政策

　12月1日現在、いずれの候補が次期大統領に

なるのか決定していないが、大統領選挙（11月

7日）前に民主党ゴア候補と共和党ブッシュ候

補がそれぞれ海運政策を発表したので以下の通

り紹介します。

（ゴア候補の海運政策）

　ゴア候補は10月！4日付で、米国の船員組合の

ひとつであるSeafarers　Intemational　Unionの

マイク・サコー組合長宛に、自分が大統領に選

出された場合に新政権が採用する海運政策の概

要を記した書簡を送付した。またゴア候補は10

月第4週、フロリダ州タンパで開催された米国

プロペラクラブ全国大会の会場で同書簡の写し

を配布した。ゴア候補は「21世紀における米国

経済の継続的な成功および国家安全保障にとっ

て米国建造、米国所有、米国人配乗の強い米国

商船隊が必要であり、強い米国は強い商船隊を

必要とする」と述べ、次の政策項目を挙げてい

る。

　（1）貿易拡大の一助として、かつ紛争および

　　国家非常時における軍の要求に応えられる

　　近代的かつ有能な商船隊の開発の促進。

　（2）新規運航補助法（Mari廿me　Security　Act）

　　（注①）の強化。

　（3＞米国海事産業の基盤であり、米国の経済

　　および国家安全保障にとって重要なジョー

　　ンズ法（内航法）の維持と米国海上輸送シ

　　ステムの近代化。

㈲　国防のための海上輸送および国際海運貿

　易における米国商船隊のプレゼンスの確保。

（5｝外国の不公正な海運慣行に対する取り組

　み。

（6）国際貿易交渉において米国の海事産業に

　とって重要なプログラムを策定する権利の　　．＿

　留保。

（7）NatiQnal　Shipbuildlng　Initiative〔注②）、Ti－

　tleXI政府債務保証（注③）、　MARITECH（注

　㊥の三つのプログラム継続による造船所

　の再活性化。

（8）国内造船所における客船建造の再活性化。

〔9）軍および政府関係貨物の米国籍船による

　輸送を義務付ける現行法の完全な実施によ

　る米国籍船による貨物優先積み取り主義

　　（cargo　preference）の強化。

（ブッシュ候補の海運政策）

　一方、ブッシュ候補は10月27日目選挙陣営か

ら次のような声明を発表した。

　「私は海事産業が米国の通商と防衛において

重要な役割を果たしてきたことを理解している。

物品および旅客の安全な、信頼できる、かつ効

率的な海上輸送は米国の経済成長の維持および

国際貿易にとって非常に重要である。戦争また

は国家緊急時において、米国の軍隊を海外に派

遣するため、また派遣後に戦闘を行うのための

必需品を輸送し、世界のどこにおいても勝利す

るため、米国籍の商船隊と米国人船員を頼りに

している。しかしながら、強い海事産業は単に

自国の海上貨物の輸送や国際貿易における米国
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　　　籍船のプレゼンスの維持を可能にする米国籍商

　　　船隊以外に船員の訓練基盤、造船・船舶修理産

　　　業、港湾、水路、複合輸送のための接続施設等

　　　の国の海事インフラを必要とする。21世紀のグ

　　　ローバルエコノミーにおいて競争するためには

　　　21世紀のニーズに合わせた海運政策が必要であ

　　　る。米国内航船隊の成長に寄与したジョンーズ

　　　法や新規運航補助制度のようなプログラムは維

　　　持しなければならない。また、米国の海事産業

　　　に不利益をもたらす国際慣行を終わらせること

　　　を目標にした交渉を精力的に行わなければなら

一　　ない」

（両候補の政策の相違）

　若干の表現の違いはあるが、両候補共に国家

安全保障のための強い米国商船隊とそのプレゼ

ンスの必要性、ジョンーズ法と新規運航補助制

度の維持、外国の不公正な海運慣行に対．する取

り組み、造船再活性対策を政策項目として掲げ

ている。違いがあるとすれば、ゴア候補が国際

貿易交渉において自国の海事産業を保護するた

めのプログラム策定権利の留保とcargo　prefer・

enceの強化を提唱しているのに対して、ブッ

シュ候補はこれらを提唱していないことである。

また、ブッシュ候補はゴア候補に比べ戦争や国

家緊急時における米国籍商船隊の必要性をより

強調している。ただし、両候補共に米国籍の外

航商船隊の凋落を止めるための新たな即効薬的

な具体策は提案していない。

（海運会社の支持政党）

　一般に企業は共和党を、労働組合は民主党を

支持していると言われているが、必ずしも全て

の企業について言えることではない。因みに、

次の海運会社および団体は民主党および共和党

の双方に献金しているが、いずれも共和党への

献金額の方が多くなっている。

（北米地区事務局ワシントン連絡員　平山修）

注①；Maridme　Security　Act

　　　（本誌平成12年7月号P．17および8月号
　　　P．20参照）

注②：Na恒onal　Shipbuilding　Iniほadve

　　　1993年造船法（Nadonal　Shipbuilding　and

　　Shipyard　Conversion　Act　of　1993）に基づ

　　　く国家安全保障のための造船産業基盤を支

　　上するためのプログラムで、国際的に競争

　　力のある米国造船産業の再確立を目標とし

　　　ている。

注③：TitleXIGuarantees

　　　1936年商船法（Merchant　Mm’ine　Act＞

　　　第XI編に基づく米国籍の船舶建造または改

　　　造に係わる連邦政府による債務保証制度

注④：㎜TECH
　　　　同じく1993年造船法に基づくプログラム

　　　で、国際市場での米国造船産業の競争力を

　　　改善し、産業基盤を保存するための調査な

　　　らびに最新造船技術の開発および応用の指

　　　示と指導を目的としている。

注⑤：Alnerlcan　Waterseas　Operators

　　　　米国内航バージ運航会社の団体。

海運会社の支持政党

Matson　Navigatlon　Company

Sea－Land

APL

Crowley　Mari廿me
Maersk

American　Waterways　Operators（注⑤）

American　PilQts’Assaociation
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（出所二第IG6議会（1999年、20GG年）における献金に関するPAC（Polidcal　Action　Commitees資料）
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元東京タンカー船長石川吉春

　　　　　　　　　

襲嚢1；塗；謙潔鷺議盤！聯轟

麟ぞして多・・幅…接・激・・カ・チ・一ショック

・∵．． @　　を受けたものである。以下にその一一端をお話しした

　　　　　　い。

　　　　　ていほく
　出向当時、埋北油田では翌年秋の初出荷を目

処に作業が進んでおり、油田には中国語でビンタ

イ（平台）というシーアイランダーが構築され、その

平台上には居住区やクリスマスツリーと呼ばれて

いる採油装置の並ぶ作業場が設置されていた。

これらの南側には容量2千キロの原油タンク6基

が据えつけられており、出荷桟橋はさらにこのタン

ク群の南に建設される予定であった。出向の翌月、

私がこの現場を視察したとき桟橋の基礎となる柱

が数本南北方向に打ち込まれていた。しかし、こ

の油田からの出荷には幾多の難題が山積してい

た。まず原油の粘度が700センチストークス（注）と

非常に高いことである。また、日産量も3．予バーレ

ルと少ない。平台上のタンク容量からシャトルタンカ

ーによる一回の出荷量も最大で8千キロ程度で

あった。日本の某大手石油元売り会社の輸入部

副部長は、われわれの売込に対して、「このような

原油を処理する技術が私どもの会社にはござい

ません」と言われた。実に巧い断り方だと苦笑しな

がらも感心したものである。当時日本では．一一万トン

級の小さな原油タンカーは一隻も運航されていな

かったため用船にも問題があった。元売り各社へ

の売込に失敗した後、会社では埋北原油の単体

御璽
　　　’醤

での輸出は難しいとの結論に達し、粘度を下げる

ため中国産の他の二種類の原油とラインブレンド

して輸出することを決定した。ブレンドには大連の

ある会社の地下タンクを借りることになった。このタ

ンク1こは遼河原油もタンク列車で運びこまれており、

ブレンドの相方として好都合であった。埋北原油

の平台からの搬入には合弁の相手であるB公司

の3千トン級のタンカーを用船することになった。同

公司には15入余りの内航船の船長がいて、常に

渤海湾を基地として航海しているだけに気象も海

象も熟知しているのである。その彼等が初出荷を

3ヶ月後にひかえた頃、突然騒ぎ始めたのである。

その頃には桟橋も既に完成していた。彼等の騒ぐ

理由は桟橋の法線にあった。渤海湾は広大で袋

状をしているためか、私の予想していたものより潮

流の流速は早く、最大で2ノットにも達した。油田

付近の海域では規則正しい東西流となっていた。

即ち桟橋の法線と直交するものであった。このた

つ、
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〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆 7つの海のこぼれ忌

め船が桟橋へ離甲子する時この強潮流を受け、

たとえ3千トン級の船でも自力による離着桟は難

しいというのが彼等の騒ぐ理由であった。さらに「こ

の桟橋の設計者を中国に連れて来い。責任を取

らせろ、桟橋を直ちにつくり直せ」とかなり感情的に

なってきた。私は当時まだ東京事務所に所属して

いて、平台からの出荷より大連でのブレンダー装

置（流量計）等の取り付けの方に仕事の軸足を置

いていた。開発担当の役員さんが「石川さん、描

出の連中が騒いでいる。明日すぐ北京へ飛んで

下さい。あなたが塘沽へ行って彼等が納得するよ

うな説明をしてやってほしい。そうしないと彼等はお

さまらない」とかなり深刻である。

　この桟橋のフィジビリティ・スタディは日本の海

難防止協会と中国側の専門家によって行われ、

私はその報告書を当然のことながら読んでいた。

更にそのメンバーの中に私が商船大学時代に船

舶整備学を教わったK先生の名前があることも承

知していた。しかしK先生は当時すでに学長の高

職にあり、「桟橋の法線を何故南北に決定された

のか」を聞くことは出来なかった。先生の名誉のた

めにも、私独自で「南北の法線でよいのだ」として

彼等を説得する以外に逃れる道はないことを覚っ

た。私の到着をてぐすねひいて待っていた彼等と

テーブルを挟んで席についた。傍の通訳にはこん

なことを話すからと、予備知識が与えてあった。対

面する12、3名の視線が一斉に私に注がれるの

を感じた。彼等のうちで年長者がまず口火を切っ

た。これに続けとばかりに次々と発言し始めた。論

旨はあらかじめ打ち合わせたものでなく、「俺にも言

わせてくれ」と早口でまくしたてた。相手を論破せ

んとするときの彼等の舌鋒は鋭く、自分の論調に酔

こン・・，．．

鯵　懸

、．

c動鱗
　　1）ち

っていくように次第にトーンが高くなる。「トンシー（東

西）」「マートー（埠頭）」「ターダウエンティ（大きな

問題）」「プーパオ（不可）」などの中国語が室内に

飛び交い、収拾がつかない状態である。このような

異国問の会議では通訳し易いように発言は適当

なフレーズで切ってやらねばならない。だがそんな

ことはお構いないに一人が5分近くも喋り続ける。

傍の通訳が苦笑しながらテーブルの下で私を小

突いた。早く発言しなさいとの催促である。促され

た私が口を開くと彼等は途端に水を打ったように

静かになった。「桟橋の設計者はこの海域では東

西流と冬期には北西から北東の風が強いことをよ

く認識していた。船を着桟する際、これらを船首より

受ける引馬も影響が少ない。風は息をし、風向、風

速は一瞬毎に変化する。しかし、潮流は潮汐表に

よってその流速をかなり正確に知ることが可能だ。

また、憩流時も知る得る。即ち風はコントロール出

来ないが、潮流ではある程度可能である。二者択

一． D一 �翌轤黷ｽ設計者は風の影響をより重視し、法

線を南北に決定した。出荷は6日に一・度程度で

あるので、船の配船にも余裕があり、憩流時に着

桟することにすれば、この問題は解決する。」

　後日、この方法で作業は進められ、問題は生じ

なかったのであるが、私には彼等の騒いだ意図が

他にあったような気がしてならない。当時、中国で

は労働者間の賃金格差が小さく、このため自分た

ちの職場に新たな仕事が入ってくることを嫌う傾向

があった。このことを憂い、労働者の意欲を鼓舞せ

んとして生まれたのが「豊かになれる者から豊か

になろう」の名言である。

〔注｝センチストークス〔cst｝：油の粘度単位で、数字が大きいも

　のは読動性に乏しい。
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　　需給調整規制の撤廃や料金の事前届け出1
1
／制などを盛り込んだ改正港湾運送事業法が

1施行された。

日（楮平成、2年1。月号鑓ニュース内外情

　報P．15参照）

6　当協会は・自民党交通部会運輸・交通関

日係団体委員会合同会議において、平成13年

　度海運関係の税制改正要望事項として、船

　舶の特別償却制度と特定資産の買換え特例

　　（圧縮記帳）制度の延長などを要望した。

7　運輸省港湾局は「第7回新世紀港湾ビジ

房房ン懇談会」（座長：森地茂東京大学教授）

　を開催し、港湾整備のあり方として社会的

　ニーズに対応した「くらし」をキーワード

　に掲げた最終報告骨子案をまとめた。

g　運輸省は、10月分の新造船建造許可集計

日許可集計を発表した。それによると、国内

　　・輸出船合計で38隻、156万3千総トンで、

　前年同期に比べ8隻、総トン数は90，7％と

　それぞれ大幅に増加した。

17　港湾審議会第174回計画部会（部会長：

日須田絢炉工業大学教拗が開1崖され、r港
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　湾の開発、利用および保全ならびに開発保

　全航路の開発に関する基本方針」（基本方

　針）を運輸大臣に答申した。

　　（P．10海運ニュース審議会レポート参照）

　　国際海事機関（IMO）第73回海上安全委27

～員会が開催され、AIS（自動船舶識別シス

12テム）およびVDR（航海データ記録装置）

／
　の搭載要件を含む新SOLAS　V章案が採択5

日され・2002年7月1日発効する見込みとな

　　つた。また、95訂CW条約適合国のホワイ

　　トリストを公表、フィリピンを初めとする

　船員供給国がリスト入りを果たした。

28　外航労務協会（会長間宮忠敏日本郵船常

日務）は、2001年琴平1口付で解散し、海上

　　労使関係に係る機能を当協会に移管するこ

　　とを発表した。

　　（P．29囲み参照）

29　海運造船合理化審議会第59回内航部会

日（業曝長：加藤俊平東京理科大学教授）が

　　開催され、2000～2004年度の内航適正船腹

　　量を策定し、運輸大臣に答申した。これに

　　よると暫定措置事業（解撤交付金の交付）

　　による減船効果もあり2000年度の適正船腹

　　量との比較において貨物船で1．1％の不足

　　となった。

30　先進14心匠海運閣僚会議（CSG）の担当

日立級会合がデンマークで開催され、韓国と

　　アイスランドの加盟申請をはじめ、米国と

　　CSGとの会合にむけた意見交換をおこな

　　つた。



　11月の定例理事会の模様

（11月15日、神戸ポートピアホテルにて開催）

　　政策委員会関係報告事項

1，平成13年度海運関係税制改正要望について

2、米国内歳入法典αRC）第933条の適用問題

　について

　2000年2月8日、米国IRS（内国歳入庁）は、

米国内国歳入法典（U．S．　Intemal　Revenue　Code

＝IRC）第883条の適用に関する新規一案を発

表した、同規則案は「国際運輸業所得」の範囲

を限定するもので、これまで日米租税条約によ

り免税とされていた複合一貫輸送における内陸

輸送部分が、米国税法の課税対象となる可能性

があるなど邦船社への影響が危惧されていた。

当協会は運輸省等を通じ情報収集に努めていた

が、10月上旬、運輸省外航課から以下の情報を

得、現行の日米租税条約の取扱いに変更がない

ことが確認された。

　外務省が在ワシントンの日本大使館を通じ米

国財務省に確認したところ、「米国と日本は日

米租税条約を締結していることから同条約に規

定する『国際運輸』の解釈や範囲はOECDモデ

ル租税条約とその関連文書、ないしは、米国と

他の国が締結している租税条約における文言解

釈に従うものであり、IRS規則によって影響さ

れるものではない。従って、日米租税条約の適

用を受けるわが国居住者による国際運輸業所得

については、従来の扱いと何ら変更されるもの

ではない」との見解が示された。

　これにより、同規則案は懸船社に影響を及ぼ

さないものと考えられるが、当協会は今後の動

向についても引き続き情報収集を行い、状況を

注視していくこととしている。

3．規制緩和要望について

　（本誌平成12年11月号海運ニュース内外情報

　P．8参照）

法務保険委員会関係報告事項

1．IMO第82回法律委員会の模様について

　（本誌平成12年ユ1月号海運ニュース国際会議

　レポートP．5参照＞

2．92年国際油濁補償基金第5回総会等の模様

　について

　（P．13海運ニュース国際会議レポート参照）

　　　　　タンカー部会／

　　工務委員会関係報告事項

／．シングルハルタンカーのフェーズアウト問題

　　　　　　海務委員会

1．海賊対策国際会議以降のフォローアップに

　ついて

　アロンドラ・レインボー号事件等凶悪化する

海賊および武装強盗事件への対応のため、日本

廿Alラキ士「　n卯ワ〆｝ηn蝕バ1



政府は、ASEAN諸国等16ヶ国・地域の参加の

もと「海賊対策国際会議」を、4月に東京にお

いて開催し、海上警備機関の情報交換、取締り

強化および相互協力・連携を検討することとし

た「アジア海賊対策チャレンジ2000」および官

民一体となり海賊防止に向け各国が連携して取

り組む「東京アピール」とその「モデルアクシ

ョンプラン」を取りまとめた。

　日本政府は、この会議以降の各国の取り組み

状況の確認および協力を進めるため、外務省、

運輸省、海上保安庁からなる海賊対策調査ミッ

ションを、9月19日～26日の問にフィリピン、

マレーシア、シンガポールおよびインドネシア

に派遣し、今後の海賊対策に関する地域協力の

取り進め方などについて意見交換するとともに、

日本の協力・支援策などについて要望を聴取し

た。その結果、地域的取り組みとともに二国問

協力の重要性が認識され、今後の人的交流を含

め支援・協力策を検討することとなった。

事務／工務委員会関係報告事項

1．AIS（船舶自動識別装置）およびVDR（航

　海データ記録装置）の搭載の強制化について

　本年5月に開催されたIMO第72回海上安全

委員会（MSC72）においてAIS（Automati¢lden－

ti丘cation　System）およびVDR（Voyage　Data　Re－

corder）の搭載要件を含む新SOLASV章案が

承認され、2002年7月1日発効に向け1ユ月27日

から開催されるIMO第73回海上安全委員会

（MSC73）において採択される見込みである。

　AISは、船舶を自動的に識別し、船と陸およ

び船と船との間で情報交換を自動的に行い、航

行管制、衝突予防、船舶通報、捜索救助等に役

立たせるものものとして、新造船については改

正条約発効日（2002年7月1日の見込み）より、

42⑪せんきょうPεσ2000

現存船については段階的に搭載義務が課せられ

ることとなっている。

　VDRは、航空機のボイスレコーダに相当す

るものであり、船舶の位置、船橋での音声、レ

ーダ情報等15種類のデータを12時間連続記録し

海難が発生した場合の事故原因究明に活用し、

再発防止対策に資するものとして、旅客船につ

いては全日、貨物船については3000GT以上の

新造船に搭載義務を課すこととされたが、MSC

73においても、さまざまな意見が出されており、

原案が修正される可能性を含んでいる。

　当協会は、エストニア号事故（1994年死者お

よび行方不明者909名）が契機となってVDRの

船舶への導入が検討されたことを考慮し、旅客

船への強制搭載には反対ではないものの、高額

　（付帯費用を含め約2千万円と言われている）

であるばかりでなく、搭載している自船の安全

に寄与するものではないこと、また事故に遭遇

する確率を考慮すれば全船舶に強制する効果が

疑わしいこと、沈没した場合の回収義務等運用

要件をまず検討すべきであること等の問題を指

摘し、貨物船への強制化は時期尚早であるとの

立場をとってきた。一方、米国、豪州等は海難

事故の大半が貨物船において発生しており事故

原因の究明のみならず航海中の記録されたデー

タが今後の事故防止対策に非常に有用であると

して貨物船への適用を当然と考え、欧州勢を中

心としてこれを支持する国が多数あり、わが国

提案を支持する国も少なからずあるものの、厳

しい状況におかれている。

　当協会は、基本的には現在のスタンスを維持

するものの、ある程度の譲歩は避けられないも

のと思われる。

（



近海内航部会関係報告事項

1，近海内航に関連する最近の問題について

外航船舶解撤促進特別委員会

　　　　　　関係報告事項

1．第1回シップ・リサイクル連絡協議会の模

様について（本誌平成12年11月号シッビング

　フラッシュP．2参照）

海運関係の公布法令（11月）

曾　運輸施設整備事業団法の一部を改正する法

　　律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

　　政令

　　（政令第474号、平成12年11月15日公布、平

　　成13年3月1日施行）

㊨　高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

　　用した移動の円滑化の促進に関する法律施

　　行規則

　　（運輸・建設省目引9号、平成12年11月1日

　　公布、平成12年11月15日施行）

㊨　移動円滑化のために必要な旅客施設及び車

　　輌等の構造及び設備に関する基準

　　（運輸・建設省令第10号、平成12年11月1日

　　公布、平成12年11月15日施行）

㊨　船員災害防止協会の設立及び監督に関する

　　規則及び船員に係る未払賃金の額の確認等

　　に関する省令の一部を改正する省令

　　（厚生・運輸省令第3号、平成12年11月21日

　　公布、平成13年ユ月6日施行）

㊨　本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期

　　航路事業等に関する特別措置法第二条第三

　　号の業務を定める省令の一部を改正する省

　　令

　　（運輸・労働省令第1号、平成12年11月21日

　　公布、平成13年1月6日施行）

㊨　船舶登記の嘱託職員を指定する省令

　　（厚生省令第135号、平成12年11月24日公布、

　　平成ユ3年1月6日施行）

㊨　危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改

　　正する省令

　　（運輸省令第38号、平成12年11月28日公布、

　　平成13年1月1日施行〉

㊨　中央省庁等改革のための国土交通省関係運

　　輸省令等の整備に関する省令

　　（運輸省令第39号、平成12年11月29日公布、

　　平成13年1月6日施行）

㊨　中央省庁等改革に伴い運輸省関係省令を廃

　　止する省令

　　（運輸省令第40号、平成12年1ユ月29日公布、

　　平成13年1月6日施行）

　　　国際会議の予定（1月）

IMO防火小委員会（FP45）

　1月8日～12日　　ロンドン

IMO第32回当直訓練基準小委員会（訂W）

　1月22日～26日　　ロンドン

ILO合同海事委員会（JMC）

　1月22日～26日　　ジュネーブ

ICS理事会

　1月22日　　　　　ロンドン

BIAC海運委員会（MTC）

　1月23日　　　　パリ

OECD海運委員会（MTC）

　1月24日～26日　　パリ
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1．わが国貿易風の推移

　、

（単位： 10億円）

年　月
輸　出
iFOB）

輸　入
iCIF）

前年比・前年同期比（％｝

入（▲｝出超

輸　出 輸　入

　　1985

@　1990

@　1995

@　1997

@　1998

@　1999

P999年IG月

@　　11

@　　12
Q00D年1月

@　　　2

@　　　3

@　　　4

@　　　5

@　　　6

@　　　7

@　　　8

@　　　9

@　　　10

41，956

S／，457

S／，530

T0，937

Tσ，645

S7，557

S，132

R，889

S，273

R，511

S，136

S，702

S，378

Rβ55

S，488

S，313

S，205

S，679

S，476

31，085

R3，855

R1，548

S0，956

R6，653

R5，204

Q，962

R，224

R，148

Q，990

Q，956

R，593

R，234

R，273

@3，292

Rβ10
R，596

@3，383

@3，786

10，870

V，601

X，982

X，981

P3，911

P2β52

kl了G

@　664
P，124

@　521
P，179

P，108

k144

@　581
P，196

P，002

@　608
k295

@　690

　　　4，0

@　　9．6

@　　2．6

@　13，9

｣　　0．6

｣　　6，1

｣　　5．7

@　　5，7

@　　3．4

@　　1．8

@　15，1

@　　9、2

@　　8．8

@　　8，3

@　　9．8

@　　2．2

@　12，5
@　　9．6

@　　8．3

▲　　3，8

@　16．8

@　12．3
@　　7，8

｣　10．5
｣　　4，0

｣　　1．8

@　15，6

@　15．8

@　10．9

@　11，1

@　19，7
@　　8．3

@　王9．4

@　王2．6

@　且．2
@　王8．3

@　！6．9

@　27．8

卿大．酷賜統計による・

3，不定期船自由市場の成約状況

2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 醐）平均 最高値 最安値

1990
144．81 124．30 160．10

1994． 102．24 96．45 109．OO
1995

94．06 80．30 104．25
1996

108．79 98．05 110．31
1997

121．00 111．35 131．25
1998

130．89 114．25 147．00
1999

113．91 l11．28 116．40

1999年11月 104．96 102．50 106．35
12

102．68 lO2．15 103．50

2000年1月 105．16 102．50 106．85
2

109．34 107．35 111．70
3

1D6．71 105．30 109．20
4

工05．48 104．20 106．55
5

工08．11 106．55 109．95
6

／06．23 104．50 108．90
7

10ア．90 105．93 109．50
8

108．07 106．15 109．40
9

106．75 105．27 107．85
1O

108．36 107．75 109．18
11

108．89 107．15 111．25

（単位千M／T）

区分 航 海 用 船
‘此2

叱期 用船

△　　計
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口
連続航海

航　　海
穀物 石炭 鉱石 スクランプ 砂糖 肥料 その他 Trip Period

1994
180，978 11，264 169，714 44．，993 44，251 68，299 2，634 3，477 4，430 1，630 176，407 46，876

1995
172，642 4，911 167，73／ 48，775 52β71 57，261 1，526 1，941 5，054

803
154，802 49，061

1996
203，407 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539 898 3，251 5，601

757
144，561 29，815

1997
195，996 2，663 193，333 46，792 67，192 66，551 1，069 3，724 7，312

693
160，468 43，240

1998
186，197 1，712 184，621 41，938 69，301 64，994 836 3，80D 2，499 1，280 136，972 24，700

1999
141，321 1，304 150，481 30，686 56，184 57，309

235
3，274 1，709 1，082 149，734 39，581

20DO　3 10，644 0 10，644 2，722 3，387 3，835 30 454 55 161
17，142 5，697

4
11，857

254
H，603 2，721 3，108 5，165 30 334 0 245

19，137 4，700

5
9，457 Q 9，457 1，832 2，455 4，685

68 366 0 51
17，450 2，856

6
11，465

280
11，185 1，818 4，725 4，120

0 350 30 工42 13，536 3，142

7
9，560

165
9，395

980
3，649 4，520 22 209 0 15

13，294 3，661

8
11，234 15 11，219 2，722 2，996 7，185

0 217 30 3D7
14，656 5β64

9
13，680 198 13，482 1，533 5，637 5，915

0 321 11 65
12，173 3β18

10
11，467

0
11，467 2，017 4，473 4，353

0 557 0 67
11，171 2，878

11 17，175 535 16，640 2，195 3，760 9，919
48 556 15 147

12，3G2 3，692

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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職 〔ペルシャ湾／日本 ペルシヤ湾／欧脚
牒肋

穀物 〔ガルフ／旺本・北米西岸／日本・ ガルフ／西欧）
轡崎

葡200　45
㈱

鵡碍

「
偏

「
35 35

150
150

「
P

30 30

β ガルフ／日本
’

’
／

〆
「 2，

25

ペルシャ湾／日本 ’
100

電oo
’

1、

f

20

ノ　旨＾「

2D

！ ’
L

北米西岸／日本
’
㌔
！ 　、m 「

1
，

、 15 15
へ
　
　
、
　
、
　
v

、　’x、！　、！、 　　！　　1
@戸　　　しvM

ノ’　　　L　ノ　　　　“ ’
’

50

、　　＼ノ 1　11ノ、、、 ’
＼
　
＼

／

50 ∫一

、
、 10

㎜　
旧

ペルシャ湾／欧米 ＼

ガルフ／西欧
5 5

n
O　　　D0

1995〔年｝ 1996 1997
陶9B

1999

㈱
19951年】 腫995

L997 1gge ］999 ㎜

4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次 ／998
1999 2000 1998 1999 2000

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

62．00　50．00
U9．00　60．00
W2．00　67，50
V2．5G　65．oo
W7．50　69．00
V5．00　62．50

W2．50　74．75
W0．00　60．00
U0．OO　44．00
U2．50　52，50
U2，GO　47，50
U2．75　48．00

67．5Q　60．75
V2，50　59，50
V0，00　51．OO
S5．QO　35．QQ
S2．50　37．75
U2．50　45，00

@　　38，00

S0．00　36．00
T2．50　45。75
T4．50　48，00
T2．QO　44．GG
T6．00　47．50

65．00　48，00
U5，00　54．QO
W2．50　62．00
X5．oo　78．OQ
P11．25　93．75
I12．50　96．50

P12．50　98，00
I52，50　112，50
P50．00　128．00
P65．00　113．50
P77．5G　l64．50

52．50　42．50
U0．OO　45．00
U7．50　55，00
V2。50　55，QO
V7．50　69．00
V7．50　56．50

V2，50　65．00
U8．5D　52．50
T6．00　40．00
T5．00　51．50
T3．75　44．GO
T6，50　43，75

62．50　51．00
U5．00　50，00
U2，50　42．50
S0．00　33．5Q
S7．50　33．50
T5．00　37，50

S5．00　36．75
S5．OO　36．00
T2，50　43．00
T3．75　45．00
S5．GG　40．GO
S6，25　40．00

50，00　40．00
T5．00　45．00
V0．00　55．00
W5．OO　64，QQ
X2．00　75．00
X5．00　80．00

P00．00　82，50
P20，00　90，00
P32．50　105．OO
P30．00　105．00
P75，00　125．OG

（注｝① 日本郵船調査グループ資料による。　②単位はワールドスケールレート。 ③いずれも20万D／W以上の船舶によ

　　　るもの。　④グラフの値はいずれも最高値。

5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　ドル）

ガルフ／日本 北米西坪
μ．L

^目本 ガルフ／西欧

月次
1999 2000 1999 2000 1999 2000

最．高　　最低 最高　　．最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

ー
ワ
戸
3

16．OO　13．25
P7．QQ　／4．25

P8．OO　15．25

22．50　21．25
Q2，50　20，0Q
Q2，00　21，00

　　　9．15　　　　『

P0，75　　9．30

二
一

9．50　　9．00

@　　＝

13．2Q　n．50
P1．5Q　U．10
@　　13．20

4
18，35　工4．25 22．75　22．00 一 一

9．50 12．50

5
20．50　i6．50 23．35　21．85 　 一 一

15．69
6

17．60　15．50 23．00 一 一 一
15．68

7
18．50　16．00 一

10．95　10．80 一 一
16．00

8
20．50　18．60 24．25　23．45 』 16．13　／5。75 12．00 16．00

9 2G．1G　19．85 25，75　24，50 『 一 一
16．80

10
24，00　21，70 25，25　24．50 13．85　13．00 一

12．30 14．50　14，40
11

23．00　22．00 25．25　22．85 13．60 　 14，00　11，75 19．00　13．25
12 21．25　2σ．75 　 11．75　11．50

（注） ①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも5万DハV以上8万D／W未満の船舶によるもの。
③グラフの値ばいずれも最高値。
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6，石炭〔ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単f立　　ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ツバロン／日本〔鉄鉱石） ツバロン〆西欧（鉄鉱石）

月次 1999 2000 1999 2000 1999 2000

最高　　最低 最高　　最低 最高　　．最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

『 　 一 一 4，3D　　3．50 6．25　　6．00
2

一 11．00 一 一 4．40　　3，75 7．85　　5．00
3

一 一 一
1．1．75 4．45　　3，45 8．20

4
一 一 一 一 4．00　　3．50 8，05　　7．25

5
　 一 一 一 5．05　　4．60 7．50　　6，90

6
一 『 一 11．50 4」．0　　　2．20 7．60　　6，70

7
一 一 一 一 一 8．42　　7，20

8
9．25 一 6．85 ｝一 4．70　　4．40 8．70　　7，20

9
一 一 一 一 4．20 8．55　　7．／3

10
一 一 一 一

6．25 8．20　　8．OO
11

一 一 一 一 6，40　　5．75 9．65　　8．25
12

一 一 6．25

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれも8万D／W以上15万D／W未満の船舶1こよるもの。
　　　③グラフの値はいずれも最高値。

ハ．－

7．タンカー運賃指数
タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次 1998 1999 2000
VLCC

中型 小型 H・D H・C
VLCC

中型 小型 H・D H・C
VLCC 中型 小型 H・D H・C

1
55．3 110．4 150．3 140．7 175．0 53．5 91．2 116．8 150．0 198．9 48．0 92．8 126．2 145．9 148．4

2
54．6 104．8 142．1 154．5 1．71．4 5呂．7 95．8 138．0 161．2 165．7 53．3 lO7．8 141．1 154．3 169．9

3 68．6 96．7 132．9 146．5 175．5 62．2 92．1 113．8 164．3 159．3 58．3 115．7 163．7 167．3 189．4
4 72．4 1．06．1 14．5．7 玉60．6 161．9 4δ．8 93．9 136．7 167．5 144．2 69．6 134．9 195．7 185．6 196．8
5 70．3 91．8 122．1 156．6 155．1 37．8 88．13 128．2 176．6 158．3 81．4 126．9 177．4 187．0 205．36 75．2 98．2 l19．8 170．8 152．0 4〔1．7 85．8 121．4 209．9 157．3 95．8 135．6 174．1 ／94．3 210．0

7 74．2 lQ4．S 136．3 167．4 16G．9 49．4． 75．7 124．G 196．3 164．5 100．9 153．1 244．9 2G1．3 215．1．
8

75．3 99．6 129．2 168．0 159．7 42．3 74．3 112．9 160．0 159．1 105．5 196．5 265．5 243．4 233．99
60．3 88．9 120．2． 165．4 152．3 41．3 73．3 108．1 162．1 147．9 128．6 190．9 269．2 229．5 254．610 47．2 79．2 107．2 158．3 151．3 47．0 71．3 109．8 153．6 151．3 136．2 165．1 194．1 217．3 264．911 54．0 82．4． 117．0 146．7 160．9 49．5 82．5 110．9 141．7 15D．112
48．6 88．2 l19．8 133．3 182．3 4’1．8 91．2 106．3 146．9 144．1

平均1 63．0 95．9 128．5 155．7 163．1 4ε．0 84，601 118．9 165．8 158．4

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②ダンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃
　　　指数の5区分については、以下のとおり　⑳VLCC：15万トン以上　◎中型：7万一15万トン　憾小型：3万～7万
　　　トン　㊤H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　需：H・C＝ハンディ・クリーン：全船：型。

46魑せんきょうDec　200θ



一

用船料指数
45匹450

貨物船定期用船料指数
㎜

4DD

／僻論冊100＿＿調 35D
35σ

観珊

a50250
へ

／　、
、’

@、 　’一 2DO20D

r一@い》　　　、
　、一＼ノ　　ぜ

、一、　　、！

　　　　、
@　　ノ@，！黶f

一

賃二曲航海用船料指数 毘o150

（1965、7～］966．6＝100）

1GO100

5D
5σ

0

1995年〕 1996
1剛 19日巳 1999 2000

10皿
万DAI’

脚

6go

細

2DO

o

係船船腹
しQQO

恪х

o

へF、

タンカー

500

し、、

@　～＾1 ゾい　ハ　　、！

　戸ノ、
I　　　L

　　「

@　　L
f、　　、

f　　　、　　　　｝、

〆「1，
一、　　　　　．

貨物船
、「
ｵ！ 〔一ノ

靭
2
D
O
o

1995爾
1996 ‘S97 1998 1999

23⊃0

8，貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数
月次 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995

／996
1997 1998 1999 200D

1
234．O 207．0 209．0 189．0 166．0 ユ90．0 358．0 380．3 347．0 277．0 231．O 222．0

2
227．O 202．0 197．0 186．0 170．0 191．0 358．0 386．6 332．0 254．．0 229．0 231．0

3
229．0 工92．0 199．0 171．O 169．0 190．0 366．0 339．4 341．0 260．O 219．0 231．0

4
243．0 192．0 197．0 工73．O 172．0 191．0 377．0 363．0 354．0 262．O 221．0 246．o

5
245．0 196．0 190．0 173．0 173．0 193．0 402．0 350．0 342．0 262．0 238．0 252．0

6
239．0 195．0 184．0 ．L75．0 ／76．0 202．0 390．0 339．0 326．0 292．0 238．0 25］．0

7 230．〔〕 186．0 183．O ／67．0 179．0 202．0 426．0 339．0 338．0 266．0 226．0 264．0
8

218．0 189．0 196．0 ／65．0 178．0 203．0 39］．D 289．O 330．0 210．0 233．0 267．O
9

220．0 186．0 190．0 164．0 185．0 206．0 364．0 293．0 327．O 208．0 238．0 271．0
1Q

221．0 176．Q 19Lo 工65．0 185．o 207．Q 355．o 294．G 316．o 222．G 241．0 290．O
1．1 198．0 188．D 189．0 170．0 195．0 344．2 323．0 290．0 231．0 254．D
12

209．0 211．O 186．0 168．0 192．0 374．7 323．0 294．0 232．0 237．D

平均 226．工 193．3 192．6 172．1 178．3 375．5 334．9 328．1 245．5 233．7

〔注｝①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング’ニューズ・インターナショナ
　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年U月に合併）②航海1．IJ船料・指数は1965，7－1966．6＝100　定期用船料指
　　　　．数は1971ロIDO。

9，係船船腹量の推移
1998 1999 2000

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千G／T干D八V 隻：数千G〆T干D／W 隻数千G〆T千D／W 隻数　千G！T千D〆W 隻数千G／T千D〆W 隻数干G〆T．T－DハV

1
2502，0632，423 571，45D　2，4．66 3283，2424，060 511，2052，125 3333，2524，134 461，2652，292

2
2441，9112，220 551，4602，492 3173，0943，830 47　9071，487 3132，9843，758 46／，1922，221

3
246／，9572，281 581，7443，066 3123，2484，135 451，0041，720 3102，9493，680 461，1922，221

4
2472，0282，381 561，6752，927 3063，3214，275 491，1831，943 3122，9213，599 461，1722，257

5
2562，0922，448 551，6652，889 3033，U43，949 491，174L926 3052，7733，381 43　914L6986
2592，1712，546 541，6812，939 3283，5034，535 501，3872，485 2992，6903，269 421，1272，194．

7
3102，8483，408 582，0183，631 3293，3744，345 501，3632，443 2912，6303，225 41　8651，639

8
3112，8163，420 582，0183，621 3413，4074，377 511，522，639 2862，6223，224 40　81311552

9
3192，8523，420 571，7262，941 3443，5144，560 501，5072，631 2802，5693，183 40　8131，552

10
3262，8853，420 531，4532，479 3553，5444，576 491，1411，940 2892，6683，273 43　8781，665u 3242，9153，515 5QL4072，415 34了3，3324，248 47．i，2362，193 2922，6183，185 441ほ402．201

12
3243，004．3，718 511，4652，528 3553，4564，449 461，2932，308

（注｝　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・才ブ・レイドアップベッセルズによる。

甘ム．ヰト汽　 h＾＾りnハハ魚刈ワ



編灘蘇＿＿嚢

　12月ともなれば先生方も走る程だから、小生

らは工芸から徐々に積み残してきた月々の荷物

の整理に悪戦苦闘している。毎年分かっている

のに、年末と言うタイムリミットの前で急に緊

張感が高まり、けれどもそんなに超能力ばかり

が出る訳でもないから、結局ストレスと何回か

の忘年会がこった煮になって、納会へと雪崩れ

込んで行くのである。「少数精鋭」「組織のフラ

ット化」それに「能力主義へ転換する新入事制

度」等いずれの会社においても似たような状況

と思われるが、個人の分担、特にミドルの負う

責任が増しているように思われる。小生は小規

模の会社ながら庶務、株式、法規、保険、広報

に加え経営諸会議の書記を課長職として課され

ており、師走はジェット気流の如く過ぎ去って

行くのである。

　本誌「せんきょう」は月報であり、毎月いく

つもの記事の原稿や校正や印刷の締切りが押し

寄せてくるのを想像すると、1年に師走が！2回

あるようで事務局の胃を案じないではいられな

い。小生は去る7月から編集委員の末席を汚す

ようになったのだが、月一度の編集会議で記事

の講評や思い付きの企画発言をする位で、事務

局の情報や企画案に耳を傾けている方が多い。

そんな会議の一場面である船社委員から発案の

あったテーマにつき当該委員に記事作成も依頼

する気運となった。自社業務だけでもアップア

480せんぎょうDθc2000

ップしている小生は以来寡黙な編集委員になっ

てしまったのである。欠席者も増えてきたよう

な気がする。こんな雰囲気はまずい。若干無責

任でも自由な発言が許されないか。適度のリラ

ックスによりα波が醸し出すフレッシュな発想

で会議ができないものかと思ったりしている。

　ところで、小生は最近新しい英単語を覚えた。

CLU釧rERである。ぶどうの房のようにつぶが

群がる集合体を意味し、ジャパンマリタイムク

ラスターと言うように使われる。海事に関連す

る日本の人、企業、公的組織などの集合勢力が

世界の経済にどれだけ貢献できるか、あるいは

道具として利用してもらえるかと提起される訳

だ。その構成は、船主、船舶管理、荷主、商社、

保険、造船、修繕、金融、海事官公庁、裁判所、

仲裁、海事弁護士、会計士、仲立、港湾諸業、

船員、教育機関、組合、通信、メディア等など

で一つの文化をなす。日本人船員が減少した結

果、その層が薄くなるのは否めない。しかし、

われわれは晶質に磨きを掛け蓄積しかつそれを

開放的に提供する事により世界に売れるサービ

ス集団として傑出し生き残れるのではないだろ

うか。本誌「せんきょう」がその絆の発信源と

なるように、小生も心掛けたいと思っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新和海運

　　　　　総務グループ次長法務保険チームリーダー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　森均
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1、所属部署の業務は主にどの

　ようなものなのでしょうか？

　海工務監督として船員のこと、

船舶の管理のことと船に関係す

る業務全般を行っています。最

近は特に安全に関する要求も多

くなり苦労しますが、くよくよ

せずに楽しく頑張るようにして

います。

今回、登場して頂くのは

　　　　　神戸船舶（株）取締役業務部長

　　　　　　永井春久さん（49歳）です。

一　一
ﾖ

　　3，御社の自慢といえば？

　　　外国から買心した船の操作を

　　短期間でマスターしたように特

　　殊船に慣れた船員がおり、古い

ζ糖耀こ森誘丁幾
　　っていることです。

／

）． u
2．これまでの会社生活の中で

　一番の思い出といえば…？

　阪神大震災の次の年、平成8

年にオランダの造船所で建造さ

れた船齢］3年のガス船を購入し、

いろいろな方の協力を得て外国

船籍から日本船籍にして稼働に

こぎつけた時は、弊社にとって

震災後の明るい出来事でもあり

感動しました。

しくなる海運業界にあって、そ

の時々の時代にあった経営と労

使関係を探っていきたいと思い

ます。

神戸船舶㈱の事業概要

　内航海運業のほかに外航船の船舶管理、台湾・

天津との定期航路、そして陸上の輸送業務を行う

会社を傘下に持ち、内外航胎の船舶管理と海陸の

物流業務を行っています。

　今まであらゆる船種の船を運航してまいりまし

たが、現在は特に得意とする特殊船（ガス船、タ

ンカー等）の運航と船舶管理を中心に頑張ってい

ます。



船が支える日本の暮らし
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平成12年12月20日発行　毎月1回20日発行　No．485　昭租47年3月8日第3種郵便物認可ノ目、蝋1寵臨　　讐一　ヨピじ　　　ド　ぴニヅ，、蝿・・溜．、　〕じ凝貯緊…欝0醜U一　レ2．嚇s0ノ＼、、．A．一．T．−d�h＼、0　隠社団法人日　’、協会　　　2000船協月報　　　12DECE♪〉〜BERE巻頭言020世紀最後の年を振り返って日本船主協会副会長lII崎汽船取締役社長　崎長保英特別欄�A海運の20世紀商船≡井営業調誤射室長代理　城川三次郎海運＝ユース�I　審議会レポート�I1．「港湾の開発等に関する基本方針」4年ぶりの改定　一港湾審議会第174回計画部会の模様について一　国際会議レポート�L1．長話補償体制の機能見直しに関するW．Gが継続審議へ　一92年油濁補償基金第5回総会、第9回理事会等の模様一2．増加する海賊事犯を憂慮　一アジア船主フォーラム第7回航行安全および環境委員会の模様一3，【LO最低賃金の見直し問題等について議論　一アジア船主フォーラム船員委員会第6回中間会合の模様一　内外情報�R1．高度海上交通システム（海のITS）の実現に向けて　一「海上通信の高度化に関する研究会」の最終報告一2，諸外国と日本の償却制度　一主要海運国の償却制度について�A一特別欄��海運界のこの一年日本郵船調査グループ定期船調査チーム長　増田聡寄稿��B2BからN対Nに展開する海運ネットビジネスーインターネットを利用した海運業界の「one−stop　shopping　rnall」として一マリソネット株式会社専務取締役　税所史朗　2000年（平成12年）の10大ニュース�S寄稿��なぜ韓国造船業は大量受注したのか一韓国造船業の現状と日本造船業について一メリルリンチ証券会社東京支店バイスブレジデントシニアアナリスト　村形光俊Washington便り��潮風満帆��渤海湾へ井戸掘りに出かけた話兀果，駅タンカー船長石川吉春i海運日誌�S［11月】船協だより�@海運統計�M編集後記�O　　　／．言．頭．／V蕎20世紀最後の年を振り返って雁購騰幾養崎長保英　20世紀最後の年である2000年を振り返ってみると、協会を巡る勤きにも来る新世紀湖頭の海運の主要課題が明瞭に浮かび上がった。〈環境問題〉　地球環境、とりわけ海洋環境の保全は海運にとって重要な課題であり、昨年発足した環境対策特別委員会を中心に3月に一般市民を対象とした「海洋環境シンポジウム」を主催し、小冊子「海洋と海運一人類と海洋の共存に向けて」を発行する等、船協としての地球・海洋環境保全に寄与する姿勢を表明してきた。また9月には海運業界としてのこれまでの取り組みを下めた「環境ハンドブック」を発行した。今後とも従来から取り組んでいるサブスタンダード船の排除や環境に配慮した老齢船の解撤促進と循環型社会の構築に向けて、10月に発足したシップリサイクル連絡協議会等、関係諸団体との連携を図りながら取り組みたい。〈タンカー規制〉　昨年12月にフランス沿岸の大西洋で沈没した「エリカ号」の重油流出事故後の海洋汚染防止対策の一つであるシングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒しにつき、10月に開催された［MO−MEPC45で船齢25才に達するか2015年または2017年までに段階的にフェーズアウトする改正規則案がとりまとめられた。この改正案は各締約国政府に回章され、来年4月末の次回MEPCで採択される予定で、その場合2003年］月から発効する見込みとなった。〈国際船舶制度〉　昨年施行された改正船舶職員法等関連法規の下で、3月には外国人承認船員配乗の国際船舶が3隻実現した。今後ともよD国際競争力のある、使い勝手の良い制度となり、安全な日本脇町を増やせるよう、関係者には引き続きご尽力をお願いしたい。〈海賊問題〉　昨年設置した海賊対策防止会議を中心に海賊防止対策の強化に努めてきた。4月には海賊対策国際会議が開催され、関係16ケ国・地域で検討、船舶の航行と乗組員の安全を確保するため、アジア各国が力を合わぜて犯罪の防止に官民一体となって取り組むことが合意された。今後とも内外の関係者と連携し、対策強化を図っていかねばならない。〈外航海運の業況〉　今期の外航海運会社の単体中間決算は円高にバンカー価格の高騰といった厳しい環境下にあったものの、不定期船およびタンカー市況の好転がプラス要因となり、上場14社の売上高は前年同期比696の増収、経常利益も6796の増益となった。但し、中間純利益は退職給付会計基準変更時差異の償却等、新会計基準の導入に伴う費用計上により前期比10％の減益となった。通期では同じ14社合計で当期利益も含めて前期比連単共増収、増益となっている。　市況の上昇に乗り、安定的に利益を確保する会社がある一方、合理化過程にあり含み損の処理で赤字を余儀なくされる会社等様々であったが、全般的には長い間の合理化努力が奏効、業績が改善しつつあると言えよう。　年が明ければ21世紀、新しい日・米閣僚の顔触れの見えぬ時期に、ハードランディングかソフトか海運の業績は如何にと色々判らぬままこの原稿を書いたが、上記、当協会の事業の主要なテーマが示すように、新世紀も環境に徹底した安全運航が、まがうことなく海運界の極めるべき通である事だけは確信して20世紀を終える。ﾅ．ぞ　　　　」．・・、．．G1．’ミい盆璽・・1ド・5ごト．、ミ＝錯こ戴：董灘ぜんきようDθ02000§1麟藤．噸ツ懸ド＝瓜雌鹸・糠‘〜鷲ヨ遊義1灘ゴL蝕卜　■．繋鍵　　織　20世紀、それは海運にとっても’徹動の世紀”であり“科学技術の世紀”であった。コ度の世界大戦、半世紀におよぶ冷戦、そして急速なグローバリズムの進展。さらには、造船技術の長足の進歩、専用船やコンテナの出現。どれも海運マーケットを動かし、海運経営に変化を迫ったのみならず、世界の海上貨物輸送の有り様までも変えて行った。それらの変化を辿りながら、20世紀の海運を眺めてみたい。1．20世紀初頭の海運　20世紀初頭の海運は、帆船から汽船へ移行する過程にあった。船腹量を正確に表す統計は無いが1890年時点の船腹量として、帆船304万トン、汽船770万トンという数字が残っている。（帆船の3トンを汽船1トンに換算、「英国海運の衰退」より。）同じく、1870年の数字は、rl廃船408万トンに対して汽船175万トンとなっているから、帆船と汽船の比率は7：3から3：7へと大きく逆転している。ユ867年のスエズ運河開通を期に、アジア・欧州間の航海距離が大きく短縮され、茶などの運賃負担力の高い貨物は、より高速でスケジュールの正確な汽船へとシフトし、帆船は海運の表舞台から徐々に消えて行く事になる。黙…爆舞・　　　叢心趨擁鰍　また、この時期は英国の海運が世界船腹の過半数を支配する時代でもあった。資料�Bは当時の国別船腹量を前掲書から孫引きさせてもらったものであるが、ユ9世紀の後半から20世紀の初めにかけて、世界の船腹量に占める英国海運の地位がいかに高かったかが窺える。世界中に広がった広大な植民地の保有もさることながら、産業革命により、国としての工業化を達成し、食糧や工業用の原材料を輸入して工業製品や産業機械寺を輸出する加工貿易のパターンを世界で最初に確立したことの影響が大きかったようである。その他の主要国も、英国に追いつけとばかりに植民地の獲得と工業化を目指してしのぎを削っていたわけであるが、こと海運に関する限り英国の地位は抜きん出たものがあった。　一方、わが国においても、日清戦争（1894年）による活況を経て、日本郵船の欧州航路、北米西岸航路（シアトル線）、豪州航路が19世紀末に相次いで1荊設されたのを筆頭に、大阪商船が中国、台湾に大きく航路を延ばす等々、華やかな時代であった。1910年には日本の船腹量は世界第3位に躍進することになる。わが国海運にとっても順調に発展した時代である。海運が国家経済の発展に欠く事の出来ない存在として強く認識され、様々な振興策が施された。日本船2§せんきょうDg62000へへ主同盟会や海事協会等が設立されたのもこの時期である。2．20世紀の海運、100年の軌跡　この20世紀初頭から、海運は激動の100年を紆余曲折を経ながらも生き抜いて来た。重商主義の申し子として生まれた近代海運も、二度の世界大戦、その後半世紀に渡った冷戦の時代を経て、今グローバリズムの荒波の中で、必死に生き残る努力をしているわけである。100年間で、世界の海運がどのような成長を遂げたのか。荷動き量と船腹量の推移を追いながら見ていきたい。　a）荷動き量　　19QO年当時の世界荷動き量はどれほどのも　のであったか、正確な統計が残っている訳で　はないから推定によるしかないが、一億トン　を若干．．ヒ回る1億2000万トン程度であったと考えられる。100年後の今日、荷動き量は約51億トン（1999年）と推計されるから、1世紀の聞に貨物量は約40倍強の伸びを示したことになる。　この間の荷動き量の推移を示したものが資料�Aである。世界の荷動き量は必ずしも一本調子で伸びてきたわけではない。二度の世界大戦、戦後60年代・70年代の高度成長、70年代後半のオイルショック、アジア経済危機等々、細かなグラフの数値を見ると、その時々の世の中の動きが浮かび上がってくるようである、　この100年で、荷動きが対前年比で大きく減少している場面が何箇所かある。第二次大戦中の貨物量は記録がないため省略するとしても、1920年代後半から30年代初頭にかけての世界恐慌の時代、70年代半ばの第一次オイルショックと79年以降の第二次オイルショッ【資料�@】船腹量（万Gπ＞60ρ0050，00040ρ0030ρ0020ρ0010ρOO世界及び日本商船隊の総計耐量の推移区＝≡コ日本籍船の船腹量（万Gπ）m＝＝］世界総船腹量（万GIT）@　　世界の総隻数@　　日本籍船の隻数1900年　　1910　　1920　　1930　　1940　　1950　　1960　データ）Lloyd’s　Regeister　　＊iOOGπ以上の船舶で年央地隻100ρOO90100080P〔）（）70，0DD60ρ0050，00D40，00030100020ρ0010，0001970　　　　　1980　　　　　1990　　　　2000†ナムr宍よ「　nρ，2θノ｝〆｝憩q磯鍛磯クである。1998年のアジア通貨危機による荷動きの減少は、最近のことでもあり記憶に生々しいが、100年というスケールで見た場合、さほどの減少とはなっていない。逆に、オイルショヅク、とりわけ第二次オイルショックの荷動きに対する影響がいかに大きなものであったかということが鮮明である。当時海上貨物量の約半分を占めていた石油の輸送量が急減した影響もさることながら、エネルギー消費の減速が全産業分野の停滞をもたらし、海上貨物全般の減少となったからである。　20世紀初頭の世界の人口は20億人に満たな．い17、8億人と推計される。この100年で人口は3倍の60億入に急増した（1999年）。この人口の急増を可能にした経済成長の最も重要なインフラとして、海運が果たした役割は大いに評価されて然るべきものである。40倍に伸びた海上荷動きが何よりもそれを物語っているようである。b）船腹量　一方、これに対する船腹量はどのような推移をたどったのであろうか。資料�@は荷動きと同様に船腹量を100年のスケールで見たものである。　世界の船腹量を隻数で見た場合、工900年の約16，000隻が1999年には約86，000隻に増加。また、DWTベースでは2，200万トンが5億3，000万トンに増加している。隻数ベースではIQO年で5倍強であるが、　DWTベースでは　＿24倍になった計算になる。この間の船型の大型化が顕著に読み取れる。造船技術の進歩と、荷動き量の増加によるスケールメリットの追求が船型の大型化を推し進めたわけである。　船のスピードという点ではどうであろうか。技術的な面からは顕著な差は生じていない。1900年当時、大西洋のブルーリボンを保持し【資料�A】百万トン12，000世界と日本の海上荷動き量10，0008，0006POO4，0002ρ00■■圏■世界海上荷動き量（百万トン）［＝］内、石油海上荷動き量一日本の海上荷動き量　TgOO191019201930194019501960197019801ggo20004��せんぎょうD2‘2000【資料�B】国別の船舶保有量　　　　　　　（単位＝百万ネットトン）1870　　1880189019001910英　　　　国2．64．06．07．910．8ド　　イ　　ツ0．40．5Lo1．42．6日　　　　本一一0．1Q．71．4ノルウェー0．30．50．ア0．8Llフ　ラ　ン　ス0．50．50．60．71．0イ　タ　リ　アo．40．40．30．50．8ス　ペ　イ　ン不明0．3o．50．7D．8スウェーデン不明0．20．3O．40．7ア　メ　リ　カi外航のみ〉0．60．50．4o．50．6オ　ラ　ン　ダ0．1020．20．30．5オーストリア0．10．10．工0．30．5主　要　国　計5．07．210．214．220．8そ　　の　　他0．91』1．82．43．1世　界　合　計5．9S，612．O16．623．9英国の対世界比44．07％46．51％50．00％47．59％45．19％ていた北ドイツロイド社の“Kaiser　Wilhelmder　Grosse号”の22．8ノットを山田とすれば、現在のコンテナ船と大きく変わるところはない。通常の貨物船のスピードで比べると、1913年の標準的な蒸気エンジン船で13ノットという記述がある。燃料効率等の面では大いに進歩しているものの、船のスピード自体はせいぜい1．5倍程度の増加と考えた方がよさそうである。40倍になった貨物量を24倍の船腹量でまかなうためには、船のスピード・アップに加え荷役効率の向上等が不可欠であったことがうかがわれる数字である。タンカー、コンテナ船、自動車船を始めとする各種専用船や港湾設備の近代二等の技術革新がそのギャップを埋めるのにある程度貢献したものと考えられる。　グラフを見る限り、船腹量は荷動き量と異なり、ユ970年代から80年代のオイルショック時の落ち込みを除いて、ほぼ順調に増加してきたと言えるかもしれない。二度にわたる世界大戦時の空白期間の前後も不連続な動きにはなっていないからである。しかし、実際には戦争によって失われた船腹量が莫大であったことは、犠牲となった船員のことも含め決して忘れてはならないところである。第一次世界大戦では1，500万トン、第二次世界大戦では3，500万1・ンの外航貨物船が喪失した。夫々開戦前年の船腹量に対して35％（1，5GG万トン／4，308万トン；1913年）、51％（3，500万トン／6，687万トン；1938年）に相当する。グラフが空白期間を挟んで連続して見えるのは、戦争期間中における建造量がこれまた莫大であったからに過ぎない。3．運賃マーケット　これら海上荷動き量と船腹量の関係から生まれてくる、運賃マーケットはどのように推移してきたのであろうか。海上運賃、傭船料が高騰した時期として有名なのは第一次大戦時やオイルショック時が挙げられるが、逆に谷底となった時期もその山の直後に来る構造になっている。めまぐるしく動く荷動きに対し、船腹の供給量は短期的には調整が不可能であるため、需要の減少期には供給過剰に陥ることになるである。　第二次世界大戦後の海運マーケットの推移は資料�Cの通りであるが、朝鮮戦争・、スエズ運河の封鎖、中東戦争、ソ連の穀物買い付け、QPECによる原油値上げ等々、紛争や貿易の統制の実施・解除の度に、運賃マーケットが大きく揺れ動いているのが分かる。　しかし、運賃マーケットの上下という点で最も激しい動きを示したのは第一次大口時のマーケットであろうと言われている。英国船の25％が大量の兵員や軍事物資を運ぶために徴用されたため、海運マーケットは高騰し、その機に乗じて新規に参入するものも多く、日本では船成廿A、亭←卜汽　n〃ρりハn∩“　匿萄磯翰金が続出したのは有名な話である。　第一次大戦でマーケットはどのくらい上昇したのであろうか。前掲書にニューオーリーンズからリバプールの綿花100ポンド当たりの運賃の記述がある。1913年には31セントであったものが／917年には625セントに、なんと2Q倍に跳ね上がったとされている。その他の海上運賃も傭船料も同じように上昇した。　しかし、このマーケットは戦争の終結とともに大きく崩れることとなる。20倍になった綿花運賃のその後は記録がないため分からないが、大戦中、トン当たり10ポンドであった英国タイン川からエジプトのポートサイドまでの石炭の運賃が、戦後1923年に｛よ11シリング3ペンスにまで下落したと前掲書にはある。当時は20シリングが1ポンドであるから、大戦中の20分の1に運賃が暴落したことになる。それは、好マーケットを見越して高い船価で船を仕入れていた船主に対して大きな痛手となった、第二次大戦後最大級の上げ幅であるスエズ運河閉鎖やオイルショック時の運賃の上下でも精々4倍程度である。第一次大戦時の運賃マーケットの山と谷がいかに大きかったか。海運史上最悪のマーケットと言われる所以である。4，何が変わったのか　以上ごく大雑把に、荷動き、船腹量、運賃マーケットを通じて2Q世紀の海運のたどってきた　＿道を眺めてきた。表面に表れた数字だけ見れば、量的に大きく拡大したものの、マーケットに左右される海運経営の脆弱性は一貫していると言うのが率直な印象であるかもしれない。しかし、100年のスパンで見た場合、数字では見えない大きな変化が海運の内実であったのも事実であ【資料�C】舞4。…籍1書数300．．走器船料200．指孕7ル　100長午ル　　O第二次大戦後の海運市況の推移一航海傭船料指数・・一・一一．闃�傭船料指数一タンカー運賃（ワールドスケール）皇・、繭’、ノ概淑呂　」il．玉．裟．．．．．、＿　∵：輪・’1を　　　　　．．「．．．藻．『．．’『’”　　　　　　　　　　　　ロ　　　へ．ξ栂野：wl　　　�d粛写1947　　　50　　　　　　55　　　　　　　60　　　朝　　　　　　ス　　　　　ソ　　　鮮　　　　　　工　　　　　　連　　　戦　　　　　　ズ　　　　　穀　　　争　　　　　　運　　　　　物　　　　　　　　河　　　　　買　　　　　　　　閉　　　　　付　　　　　　　　鎖注）ドライバルク運賃　母詫海f庸船穿転手旨数は1965．7〜66．6＝100　定期傭船料は1971年平均＝100　タンカー運賃　ワールドスケールーWS100三10065中東戦争70第四次中東戦争75ロイス�jオブ・ロンドンプレス発行のロイズシップマネジャーによる。80　0PEC大幅値上げ8590　ソ連の穀物買付急増95?総瀦ｨ輸入増加但し、1975年〜87年10月までは小型（3〜6万トン）原油タンカーを採用（87年11月以降は3万6干〜7万トン）。年　ooｴ油価格高騰26魯せんきょうPθ02000る。その変化の中から影響が大きいと思われるもののいくつかを最後にまとめておきたい。　a）専用船の登場　　単・．一・の貨物を運ぶ専用船の始まりは、タン　カーと言われている。精製され樽や缶に詰め　られて、一般の貨物船で運ばれていた石油を、　原油のまま運べるタンカーの誕生は19世紀の　末（1885年）であったが、タンカーによる原　油輸送が本格化し、石炭に代わって全貨物量　の約半分に達する太宗貨物に成長するのは20　世紀のことである、石炭から石油へというエ　ネルギー革命は20世紀の大きな出来事と考え　て良いが、その革命を陰で支えていたのがタ　ンカーの登場であると言っても過言ではない。　　この他、自動車、チップ、液化天然ガス等　々、現在世界の海を走る専用船は数多い。ど　れも輸送コストの合理化を求めて積載効率と　荷役効率を極限まで追究した船型を採ってい　る。これら専用船はどれも、誕生後ほどなく　大型化への道を急速に辿り始め、規模の経済　を追い求めることとなる。それらは大幅な輸　送コストの合理化をもたらし、第二次大戦後　の世界経済の高度成長、とりわけ素材産業を　中核にした加工貿易によって戦後の廃嘘から　世界第二位の経済大国に成長した日本経済の　発展に大いに貢献した。今、専用船とよばれ　る各船型の大半が日本で誕生したことは20世　紀の海運史の中に留められるべき事実であろ　う。　　さらに、これら専用船を使った鉄鋼原料や　一般炭の輸送では長期契約に基づき、積・揚　げ地の港湾事情に特化して造られた船型も少　なくない。長期契約に基づき建造された専用　船による貨物の輪送は、マーケットの爬行性　から生ずるリスクを荷主・船社の双方で分担　するという意味もあった。長年船社を苦しめてきたマーケットの変動が、今や不定期船経営にとっては余り大きなリスク・ファクターではなくなり、ここ10年余りを見れば定期船に比べて安定した収益をあげていることと、専用船の隆盛は決して無関係ではないと言えるだろう。b）コンテナの登場　内陸輸送も含めた海運周辺部や物流全般にわたる変革をもたらし、荷主企業における物流戦略自体をも変えてしまったという意味で、コンテナの登場は20世紀の海運界最大の事件といえるだろう。コンテナ船も専用船の一部ではあるが、コンテナによる複合輸送というシステム全体を考える必要があるため別項目として考えたい。　コンテナ船の登場は、今を去る45年前、アメリカのトラック業者マルコム・マクリーンが陸上を走るトレーラーをそのまま船に載せることを考え出したことから始まったというのは有名な話である。当初はアメリカの国内貨物が主であったが、10年後の1966年にはアメリカ大西洋岸とヨーロッパを結ぶ北大西洋航路で、226個積のコンテナ船4隻を使った初の国際海上コンテナ輸送が開始された。　水密性を持った国際規格の輸送用“箱”、コンテナに荷物を積めたままドアからドァまで輸送することが可能になったことで、貨物に対するダメージや盗難・抜き荷が大きく減少したばかりではなく、港湾における作業は著しく簡素化が可能になり、荷役の効率も大幅に向上した、また、輸送途巾におけるハンドリング数の減少、倉庫等における一時的な保管の必要が無くなった等の理由により、輸送における大幅なコストダウンが実現することになった。　さらに、荷役時間と積替えの時間が大1隔に廿A、キ上「nヵρ，n朋蝕7懸魯鞠短縮された結果、船型の大型化と高速化が物流合理化の上で大きな意味を持つようになり、トラック、船、列車と言った輸送モードを複合的に組み合わせることも自由自在となったわけである。これらの動きは急速に進み、コンテナによる輸送は国際海上輸送ばかりでは無く、様々な産業の有り様までも変えていくことになった。コンテナ革命と言われる所以である。　30年を経た現在、コンテナ船は5，0DOTEUを超えるポスト・パナマックス・タイプが主流になりつつある。コンテナによる輸送量も全世界で年間4，000万TEUを超えているものと推定される。船型では20倍、輸送量は当初の輸送本数が分からないため、何倍になったのか想像も出来ないが、船腹量は記録のある1970年から1999年までの30年で約60倍になっている。　昨今、新しい経営戦略の一つとして注目されているサプライ・チェーン・マネージメント（SCM）も、正碓なスケジュールと安価な輸送コストを実現したコンテナ船の登場とそれに引き続く発展が無ければ決してあり得なかったと言ってよいものである。c）海運同盟の衰退とアライアンス　　　　　　　　　　　　　　　　　こう　し　1875年のイギリス／カルカッタ同盟を一矢として各主要航路で次々と結成された海運同盟は、その後20世紀の海運秩序とトレードの安定に大きな役割を果たしてきた。しかし、コンテナ輸送が一般化し姶めた1980年目以降、同盟は綻びを見せ始め、現在ではその影響力を大きく衰退させてしまっている。コンテナ化により定航トレードへの参入が容易になり、盟外船社（独立船社）の台頭が顕著になってきたことが原因である。　米国の海事法（1984年）の制定を機に各国で一斉に行われた独禁8§｝せんきょうPθc2000法・競争法の定航海運に対する適用除外への見直しもその流れを大きく後押しすることとなったが、最終的には1998年米国外航海運改革法の施行により、太平洋トレードでは主要同盟は解散もしくは活動を休止し、完全に機能停止の状態となっている。　同盟の存在に関しては、その発足当初から独占の弊害を指摘する声があったし、1970年代、UNCTAD（国連貿易開発会議）を舞台に行われた途上国対先進国の論争では、同盟の独占的な権益に対する途上国側の激しい抵抗　　．＿もあった。さらに、冷戦を背景とした社会主義国の海運と同盟船軍との競争も激烈なものがあった。　コスト構造の異なるそれら‘」盟外船”との競争はさておき、同盟を巡る論争のポイントは、競争を排除し同盟の独占的な権益を維持することの“不公正さ”と”トレードの安定”を天秤にかけるものであったと言ってよい。20世紀を通じて、その論争では概ねトレードの安定に重きをおく判断に軍配を上げる結果となってきた訳であるが、最後の最後になって、天秤が大きく傾き、同盟が世界最大のトレードで終焉の時を迎えるエポック・メーキングな出来事となった。　　　　　　　　　　一　同盟が衰退した理由は様々指摘されている。総じて言えることは、経済のグローバル化・規制緩和という大きな流れに抗し切れなかったと言うことであろう。既得の権益を守り、新規参入を排除するやり方はサービス面での自由な競争を阻害するものとして、カスタム　・メードなサービスを志向する多くの荷主・船用に受け入れ難い部分となっていたことは間違いの無いところであろう。現在、主要コンテナ航路においてはより緩やかな」」航路安定化協定”を舞台に、自主的にトレードの秩序を維持しようとする取組みが主流となっている。1984年の運賃大暴落を機に生まれた安定化協定が、ようやく実質的な意味を持ち始めたことも、定航海運の新しい時代を象徴するものとして注目しておきたい。　一方、長期にわたる定航運賃低迷の中から生まれてきたものの一つにアライアンスがある。定航船社の世界的規模でのサービス上の提携は、より少ない投資で充実したサービスを実現する為に生まれてきた（1995年）ものとも言える。従来の同盟上の権益に拘らず、Win　Winをコンセプトにした船社問の提携は商船三井、APL（American　President　Line）、Nedlloyd、　OOCLという日・米・欧・亜の四船社を中核としたThe　Global　1Ulianceの結成を皮切りに、世界的な定航船社の合従連衡の流れを呼び起こすことになった。このアライアンスにより、現在世界の主要航路は7つの大きなグループに再編されているが、それが定航船社日の競争環境を実質的に大きく変えることとなっている点は特筆されてよいであろう。20年の長きにわたる苛烈な競争と低運賃に翻弄されてきた定置海運、とりわけ最も苦境に立たされていた日本海運がイニシアティヴをとって作り出したアライアンスは、従来の同盟とは全く違う形で、今後の航路秩序と安定したサービスを担保する核となるものと思われる。5．終わりに　以上、20世紀の海運を駆け足で見てきた。100年の激浪の中で数多くの船社が撤退し、再編され、また新たに生まれてきた。海運マーケットの上行性はある時は船社に微笑む時もあったが、総じては秋霜烈日の日々が圧倒的であったように思われる。とりわけ、20世紀最後の四半世紀を海運界で過ごすことになった筆者にとっては、それが偽らざる実感である。昨今の定航部門の業績回復を「夢の様だ」と表現した関係者もいたが、海運の全部門が黒字となるということが、近年の歴史でまれなという意味で、如何に’異常な”事態かを端的に表しているかのようである。　今後21世紀に海運がどのような発展を遂げるのかは、まったく未知数である。数量的には、世界の入口の伸びが今後も予想通り進むとすれば、ある程度の着実な伸びは期待できよう。しかし、それらが一本調子で進むことは、荷動きにしても、船腹量にしても、とりわけ需給関係が増幅された形で表れる運賃マーケットにしても絶対と言って良いほど、あり得ないところである。むしろ、将来を考えるにあたっては、海運に大きな質的変化をもたらす大事件や技術革新が必ず起きることを想定するほうが、むしろ現実的であろう。ITを基盤にした革新的なビジネスモデルの登場や、環境問題等々、かなりのインパクトを海運に及ぼすと考えられるものも、萌芽的ではあるが見え始めている。　数多くの船社が撤退する事態となっても産業としての海運は厳然として残り、一世紀を振返って見れば、巨大な成長の軌跡を残している。それら、今後21世紀に迎え撃たねばならない激浪の数々も、激動の20世紀を生きぬいた海運は乗り越え、さらに発展して行くものと確信したい。国際貿易・物流を支える最も基本的なインフラという産業としての使命を逸脱しない限り、どのような激浪にぶつかっても海運の再生は可能であったということこそ、海運の20世紀から学ぶべき最大の教訓であると考えるからである。十十A，宍よ「n〃，ク！）nの翻q閥匹W5腿匠WSNEW5εW5駐薦鞍§隔罵　、ミ輩i暴踏醗黛二三1審議会レポート「港湾の開発等に関する基本方針」4年ぶりの改定　　港湾審議会第174回計画部会の模様について　国土の適正な利用を考慮しつつ国の港湾行政を進めてゆくに当たっての指針となる「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」（注1参照）が、本年11月17日に開催された港湾審議会第174回計画部会（当協会からは港湾物流委員会の坂田昇委員長が出席）において審議、了承された。年内に告示される予定である。　現行の「基本方針」は、平成8年11月6日に告示されたものであるが、今回は、平成11年12月の港湾審議会答申「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」（注2参照）や本年3月の港湾法改正（注3参照）を受けての改定となった。　改定に当たって、特に強調された点は、ω産業の国際競争力と国民生活を支える効率的で安全な物流体系を構築するためには競争力のある港湾の整備が重要となるが、その際には施設整備等のハード面のみならず、効率的な運営やITの活用を含めたソフト面も合わせた総合的な施策を推進すること、（2歴備に当たっては投資の効率化と透明性の向上に留意すべきであること、（3環境の保全や港湾相互間の連携の確保の重要性について記述されたこと、等である。また、�牛曹ﾆしてグランドデザインを明確化するとの観点から、将来の港湾取扱い貨物量の見通しが記述され、港湾の機能による分類とその拠点的配置について記述されたこと、当協会としては、上述の「答申」や港湾法改正と合わせ、ユーザーにとって使い勝手の良い港湾整備へ向けての行政の前進として高く評価したい。　今回の「基本方針」は、5つの章と3つの別表からなる。第1章は「今後の港湾の進むべき方向」と題して、国際海上輸送の基盤強化という点については、�@我が国産業が物流コストを削減しつつ国際競争力を保持するためには港湾10§せんぎょう五）θc2000の国際競争力確保が重要であるとの認識に立った上で、ハードの整備を推進してゆくにあたっては、「海運企業の世界規模の提携、航路の再編、船舶の大型化に対応して、国際的な港湾間競争の中で我が国の港湾が引き続き欧米との長距離基幹航路の高頻度のサービスを提供できるように、国際的な水準の国際海上コンテナターミナル」を目指す、とする。また、アジア貿易の拡大によるコンテナ貨物の増大等にも、効率的な輸送ネットワークを構築して対応する、とする。�Aソフト面については、例えば利用者協議会といったものを通じて利用者のニーズを十分把握しながら、最近の規制緩和の動向も踏まえ、港湾における良好な労働環境の整備にも配慮しつつ、荷役の効率化、十分な稼動時間の確保、港湾諸手続きの簡素化や情報化を進め、国際的な水準の物流サービスの確保に努め、以って港湾の効率性、利便性を向上させて国際競争力を高める、としている。�C効率的・効果的な事業実施という点に関して、港湾の開発に当たっては、地域の要請や貨物需要の動向等を的確に把握し、港湾相互間の機能分担や施設の拠点化を図る等して効率的な整備を行う、としている。�Dまた、「透明性の向上」として、国民に対し、港湾の役割等について積極的にPRするとともに、計画の段階から開発の目的や効果等について明らかにするとともに、事業の実施に当たっては費用対効果分析等の事業評価を実施し、その実施過程について公表する等、透明性の向上に努める、と記述された。　第狐章「港湾機能の拠点的な配置と能力の強化」においては、先ず、「港湾取扱い貨物の見通し」（表1、2参照）を数字で示した上で、「国際海上コンテナ輸送の拠点」として、中枢国際港湾、中核国際港湾、地域の国際海上コンテナを取り扱う港湾、の3つに分類している。中枢国際港湾は、広域にわたる背後圏を持ち、我が国の国際海上コンテナの大部分の輸送を担うもので、東京湾、伊勢湾、大阪湾、北部九州の4地域に配置し、我が国の国際海上輸送の拠点として、海外諸港との競争にも対応するため、コンテナ専用の岸壁、高能率の荷役機械、’』卜分な奥行を有する荷捌き用地及び所要の物流施設を備えるとともに、フィーダー輸送との円滑な接続を図る、としている。　第皿章においては、航路の開発保全について、拡幅や目深を適切に実施することにより、海上交通の安全性、効率性を碓保するとされている。　第IV章においては、良好な港湾環境の形成における、自然と環境の保護などについて記述されている。　第V章は「港湾相互間の連携の確保」と題して、経済圏や生活圏、あるいは一つの海域を共有している複数の港湾については、港湾相互間の連携の確保が重要であるとして、連携を確保するため、港湾計画の作成、港湾の利用、港湾の環境保全等に関して、国及び関係する港湾管理者が相互に連絡調整する体制を構築するとともに、関係者が協力してその対応に取組む、としている。なお、各地域における港湾相互間の連携の確保については、10の地域ブロックに分け（表3参照）役割分担についての基本的な考え方等が示されている。注1　「基本方針」の根拠法である港湾法第3条　　の2は次の通り。（アンダーライン部分が今　　回の改正で追加された。）港湾法第3条の2　　�@運輸大臣は、港湾の開発、利用及び保全　　並びに開発保全航路の開発に関する基本方　　針を定めなければならない。　　�A　基本方針においては、次に掲げる事項を　　　定めるものとする。　　　1）港湾の開発、利用及び保全の方向に関　　　する事項tナA，7Fよ二う　r）ρr　2ρρ0爵11醐匹W5麗EW5閥EW511匿W5．1・・蓬W§轄轡§蕊燈曝臨2）港湾の配置、機能及び能力に嘆ずる基本的な事項3）開発保全航路の配置その他開発に関す　る基本的な事項4）港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の　直し�B港湾相互間の広域的な連携の確保に対す　る取組み�C環境施策の充実�D放置艇対策保全に関する基本的な事項5）経済的、自然的又は杜会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互問の連【表1】港湾取扱貨物量の見通し携の確保に関する基本的な事項　　�B基本方針は、交通体系の整備、国土の適　　　正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福　　　祉の向上のため果すべき港湾及び開発保全　　　航路の役割を考慮して定めるものとする。　　�C運輸大臣は、基本方針を定め、又は変更　　　しょうとするときは、関係行政機関の長に　　　協議し、かつ、政令で定める審議会の意見　　　を聴かなければならない。　　�D　港湾管理者は、基本方針に関し、運輸大　　　臣に対し、意見を申し出ることが出来る。注2　平成11年12月の港湾審議会答申「経済・社　　会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり　　方について」において、21世紀の港湾行政の　　進むべき方向として示された4つの柱は次の　　ようなものであった。　　�@　全国的・広域的視点からの取組みの強化　　�A地域の主体的な取組みの強化　　�B　環境の保全・創造のための取組みの強化　　�C港湾行政の透明性・効率性の向上注3　「港湾法の一部を改正する法律」は平成／2　　年3月31日に成立、公布、翌4月／日施行さ　　れたが、その5つの柱は次のようなものであ　　つた。　　�@港湾の分類の定義の明確化　　�A港湾整備事業に対する国の負担割合の見現　状（／999年）見通し〔2010年）見通し（2015年）国際海上Rンテナ1億7218万tレートトン@　　　＊12憶8000万tレートトン3億4000万tレートトン1155万TEU18GQ万TEU2200万TEU内貿複合一貫輸送11億2324万tレートトン13億2000万tレートトン13億6000万tレートトン2億1200万＜gリックトン2億2600万＜gリックトン2億4000万＜gリックトン240億＜gリックgンキロ＊2280億＜gリックgンキロ＊2290億＜gリックgンキロ＊2＊／：内貿複合．一・貫輸送の現状は1995年の値である。＊2：内貿複合一貫輸送のメトリックトンキロの値は、輸送　　量であり，港湾取扱貨物量ではない。【表2】国際海上コンテナ貨物量の見通し現　状　　　　　見通しi工999年）（2010年）中枢国際港湾合計@　　　　東京湾@　　　　伊勢湾@　　　　大阪湾@　　　　北部九州1030万TEUS5Q万TEU撃U3万TEUR27万TEU@80万TEU1500万TEUU00万TEUQ50万TEUT00万TEU撃T0万TEU中核国際港湾合計72万TEU200万TEUそ　　　の　　　他54万TEU100万TEU総　　合　　計1155万TEU1800万TEU【表3】地域ブロック区分地域ブロック該　　当　　す　　る　　都　　道　　府　　県北海道地域北海道東北地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関東地域茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千蘂県、東京都、神奈川県、山梨県北陸地域新潟県、富山県、石川県、棉丼県、長野県中部地域岐．阜県、静岡県、愛知県、1三重県近畿地域滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国地域鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県（関門港に含まれる地域を除く）四国地域徳島県．香川県、愛媛県、高知県九州地域li．旧県欄門港に含まれる地域に限る）、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県沖縄地域沖縄県12�QせんきょうPε020001国際会議レポート　油墨事故の場合、油濁による損害や清掃費用については、はじめに第一責任者である船主が補償を行い、船主の賠償で不足する五分は荷主が補償する、いわゆる油濁二条約（油濁損害についての民事に関する国際条約＝CLC、争心損害補償のための国際基金の設立に関する国際条約＝FC）として確立されている。　この汕濁二条約のうち、CLCは、船舶からの貨物としての油の流出（但し、持続性油を運搬するタンカーの燃料油を含む場合あり）によって生じた汕濁損害について、船主の無過失責任、責任限度額、強制保険を定めた条約である。一方、FCは、荷主の責任負担についての条約で、タンカーから油を受け取った荷主の拠出金を基に設立された国際的基金（国際油濁補償基金≡10PCF）による被害者に対する補償を行うことを定めた条約である。　また、国際油蝉補償基金には、71年FC条約に基づく7王年基金と、92年FC議定書に基づく92年基金のそれぞれ二つの基金が設立されている。　これら基金の総会及び理事会が、平成12年10月23日〜27日の問ロンドンのIMO本部で開催された。　今回の会合は、前週のIMO法律委員会で油濁二条約の限度額が改定された直後であり　（本誌平成12年11月号海運ニュースP．5参照）、今後の油濁補償制度の見直しに関するフランス等欧州各国の対応が注視されるところであった。　議題は多岐にわたったが、各会議における主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要な審議概要は以下の通りである。1．わが国からの出席者政府代表：谷川成功大学名誉教授、落合東京　　　　　大学法学部教授、奈良平在英大使　　　　　館参事官、金子海上交通局総務諜　　　　　油濁補償対策官石油海事協会：常木専務理事　当協会：佐藤関連業務部課長代理2．主要議題（1）92年基金総会　�@92CLC／FC限度額の改定について　　　　第82回IMO法律委員会において、92　　CLC／FC限度額の50，37％引上げが採択　　　され、締約国の四分の一・以上が2002年4　　　月30日までにIMOに反対を表明しなけ　　　れば、同改定は2003年11月1日に発効す　　　ることとなる旨、事務局長より報告がな　　　された。　　�A　CLC／FCの機能見直し関するワーキ　　　ング・グループについて　　　　2000年4月開催の臨時総会においてフ　　　ランスの緊急提案により、CLC／FCの　　　機能見直し関するワーキング・グループ　　　の設置が決定された。同ワーキング・グ　　　ループの議長より、2000年7月の会合に　　　おいて検討すべき事項として次の項目を　　　リストアップした旨報告がなされた。　　　○クレームのランキング、優先順位（排ぜんきょう0θ02000愚13輔EW5髄EW5閥EW9魂WS「．筐WS慧糀総．鷺　斥）○条約の画一的な適用○油量報告義務違反への制裁○基金の解散、精算○補償限度額○油輸送船舶の質を考慮した拠出金の割　　り当て○環境損害　同ワーキング・グループの今後のあり方について検討した結果、MA］NTD阻E　を次のように変更した上で引続き活動を行うこととし、2001年3月12日の週およ　び6月25日の週に開催することが決定さ　れた。　・92CLC／FC補償体制を改善する必要　性やその可能性について、意見交換を　行う。　・ワーキング・グループが補償体制の改　　善の目的で重要と考える問題について　　検討を継続するとともに、これらの問　　題について適切な勧告を行う。　・次期定期総会に作業の進捗状況につい　　て報告するとともに、作業の継続に関　　する勧告を行う。　　　なお、今後は、定期的な補償限度額　　の引上げや環境損害の定義の拡大につ　　いて検討が行われると思われることか　　ら、当協会としては引続き同ワーキン　　グ・グループの活動を注視する必要が　　ある。�B船舶の定義　　99年の総会においてワーキング・グル　ープが報告した次の船舶の定義が承認さ　れた。（本誌平成11年12月号海運ニュース　P，8参照）　・持続性油を輸送した後の船舶（鉱油兼　　用船、持続性油、非持続性汕兼用タン　　　カーを含む）は、持続性油の白油のな　　　いことを証明しない限り、全ての鉱油　　　において条約の対象となる。�C次期理事国の選出　大規模拠出国：カナダ、仏、独、日本、オ　　　　　　　ランダ、ノルウェー（議長）、　　　　　　　シンガポール　その他：アルジェリア、オーストラ　　　　　　　リア、クロアチア、アイル　　　　　　　ランド、ラトビア、マーシ　　　　　　　ャルアイランド、バヌアツ、　　　　　　　ベネズェーラ（副議長）〔2）92年基金理事会関係　�@NAKHODKA　　　支払いのレベルを補償決定額の70％か　　ら80％に引き上げることが決定された、　�AERIKA　　　現時点で被害総額を予測することが困　　難なことから、支払いのレベルを50％に　　留めることとし、来年1月の理事会で再　　度検討することとなった。　�B　その他　　　その他5件の銀座事故について、事故　　内容、クレームの査定状況等について、　　審議・報告が行われた。（3｝71年基金総会（定足数に達せず、ADMIN一　訂R皿IVE　COUNCILが代行した）　�@71FCの失効　　　事務局長より、71FCの失効に関して　　次の通り報告があった。　　　2000年9月25日〜27日の間、IMOにお　　いて外交会議が開催され、71FCを改定　　する議定書が採択された。　　　同議定書は71FCの失効要件を緩和す　　るもので、次の場合に失効することとな14��ぜんきようD2‘2000つた。・加盟国が25未満になったとき、または・加盟国の総拠出汕量が1億トンを’下回　つた時点から一年後、　　現状、2001年の遅い時期に加盟国が　24ヵ国となること、2001年6月にはイ　ンドの脱退により1億トンを割ること　が予測されており、遅くとも2002年夏　までには7！FCは失効すると思われる。　　また、失効までの問に大事故が発生2　　　u　シンガポール船主協会を事務局、マレーシア船主協会をホスト国として．マレーシア・クアラルンプールにおいて、11月20目、アジア船主フォーラム（ASF）第7回航行安全および環境委員会の模様が開催された。当会議にはフィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、香港、日本、韓国、台湾の船主協会が参加し、シンガポール船主協会会長のLua　Cheng　Eng．議長により航行安全および環境に係るユ玉の案件について検討した。　本委員会はアジア船主フォーラムに設けられた5つの委員会の一つであり、今次会合では、海賊問題をはじめ、IMOにおける最近の議論および今後の展開等を確認するとともに、アジア船主フォーラムとしての共通認識事項および見解を取りまとめた。　海賊問題では、正MB海賊情報センター（国際商業会議所の国際海事局が設置している）の最新の報告書（2000年1月〜9月）に言及し、マラッカ・シンガポール海峡周辺で多くの海賊事犯が発生していることを懸念するとともに、国際海事局（IMB）による唱’海賊”の定義を、海　　した場合、インド等大規模拠出国の脱　　退により、71年基金が十分な補償を果　　たせない恐れがあることから、71年基　　金は、保険を手当することを決定した。�A　その他　　BRAER、　SEA　EMPRESSおよびNAK−　HODKA等の油濁事故について、事故内　容、クレームの査定状況等について、審　議・報告が行われた。増加する海賊事犯を憂慮　アジア船主フォーラム第7回航行安全および環境委員会の模様洋法条約に基づく公海で発生した海賊行為と、国家の主権が及ぶ範囲内で発生し、岸壁、港内、錨地および領海内における船舶や乗組員に対する武装強盗に区分すべきとした他、マラッカ・シンガポール海峡において関係沿岸国が一層監視を強化することを求めた。また、IMO第73回海上安全委員会（2000年11月末〜12月初）で報告が予定されている’梅賊及び船舶に対する武装強盗の捜査と訴追のためのコード”の策定を歓迎するとともに、すべてのアジア各国がローマ条約（通称　ハイジャック防止条約）を批准することを強く求めた。　航海データ記録装置（VDR）の搭載要件については、シンガポールおよび韓国船主．協会が本年5月に開催されたIMO第72回海上安全委員会で貨物船に関しては現存船には適用しないこととした承認案を支持することを表明したが、香港船主協会はそれに加え性能要件を軽減したVDRを現存貨物船にも搭載すべきであると主張した。わが国は、新造船も含め貨物船への搭載の義引付けは、この装置が未だ実際に使用された経験がないため時期尚早であるとする文書せんきょうP802000§ユ5髄匿w5髄匿W5髄巨W51j鷲W5じ’1εW5．蟹騰騨総を提出しており、当協会は事前にアジアの各国船主協会にIMO第73回海上安全委員会において日本提案を支持するよう自国政府への働き掛けを要請していた。当協会は基本的にこれまでどおりの主張に変わりはないものの、エリカ号や本年10月のイエボリサン号沈没事故が相次いで発生したこともあり、現存貨物船にも搭載すべしとする欧米勢に対抗することは現実的に困難であり、新造船に限るのであれば貨物船への搭載を受け入れる可能性を示唆した。その他の船主協会は貨物船への搭載義務化は反対であるとしてわが国提案を支持した。このため当委員会の結論としては、意見を一本化することはせず、MSC73への影響を配慮し、　IMOは装置の搭載には高額な費用がかかることおよび本装置の実用経験がないことを考慮して解決を図るべしとの表現にとどめた。　第45回MEPCで合意されたシングルハルタンカーのフェーズアウト問題では、防護配置された分離バラストタンクを有するMARPOL規制適合のタンカーのフェーズアウト期限を2015年とするA案と2017年とするB案について検討し、緩やかなダブルハルタンカーへの移行を可能とするB案を支持することで一致した。　その他、密航者問題、ポートステートコントロール、バラスト水問題、口汚塗料、北大西洋アイスパトロール、船級協会、総合安全評価（FSA）、燃料油による汚染損害責任に関する国際条約について意見交換を行った。　なお、次回の開催地は中国の北京が予定されている。　　　　1LO最低賃金の見直し問題等について議論　　　　一アジア船主フォーラム船員委員会解6回中間　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第6回聴聞会合が、去る11月15日香港において香港船主協会のホストの下で開催された。　会合には、ユ0力国の船主協会から26名が出席し、またオブザーバーとしてAMETIAP（アジア太平洋地区船員教育・訓練機関連合会）および中国の船員学校の代表が参加し、CQSCOManning　Corporation（中国）のManaging　Direc−torであるLi　Shanmin議長の下、共通議題について友好な雰囲気の中で活発な意見交換が行われた。日本からは、労務委員会副委員長である日本郵船山本常務取締役と事務局より保坂船員対策室課長が出席した。　今回は、船員委員会の前日、ISF（国際海運連盟）とASFによる共同セミナーが開催され、ILOにおける最近の活動を中心に幅広い議論を　　　　　　　　　　会合の模様一行った。このセミナーは、ほぼ4年に1回の割で開かれているILO（国際労働機関）のJMC（合同海事委員会）が来年1月に開催され、工LO条約の改正問題、ILO最低賃金の見直し等が予定されていることから、これら問題をめぐる最近の状況について正SFより説明を受け、今後の対応について意見を交換することを目的として、本委員会の招聴により実現したものである。　翌日の本委員会では、この議論を踏まえて検討した結果、日本を除く大多数のメンバーがILO最低賃金の統一的な解釈とその適用について反対した。また、自国巨船に雇用される居住、非居住船員に対するILO最低賃金適用に当たっての解釈は、各国の船主と労働組合の交渉に委ねるべきであることを改めて確認するとともに、本委員会の下部機構であるILO　WGにお16�NぜんきょうPθ02000　　　いて、アジアの船主と組合によって賃金水準を　　　合意すること、すなわちアジア人船員の基準賃　　　金を設定することの可能性も含めて、本問題を　　　さらに検討し、来年塾頭のILO　JMCに向けて　　　アジア船主の統一見解を取り纏めていくことが　　　合意された。なお、日本はILO最低賃金の統　　　一的な解釈を行うことの是非が、ISFの中でも、　　　また［本船協の中でも意見が集約されていない　　　ことから立場を留保している。　　　　その他、IMOホワイトリストの公表問題、　　　フィリピン人船員の訴訟問題、最小安全配員問一　　等等について検討を行い、当委員会としての意　　　見を【資料】の共同宣言として採択した。　　　　なお、次回の第7回中間会合は、来年秋に韓　　　国・釜山において開催される予定である。【資料】　　　アジア船主フォーラム船員委員会　　　第6回中間会合　　　　2000年11月15日　於：香港　　　　　　　　共同宣言　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第6回中間会合が、2000年1／月ユ5日（水曜日）、香港に於いて開催された。この会合は香港船主協会（HKSOA）の主催によるものである。　本会合には中国、香港、日本、韓国、台湾およびASEAN船主協会の構成メンバーであるインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの代表が出席した。また委員会は、アジア太平洋地区船員教育・訓練機関連合会（AM口IAP）および中国の船員学校からのオブザーバーを歓迎した。　本年は、中聞会合の前目である2000年目1月140、香港において、ASF船員委員会の招聴により、国際海運連盟（ISF）がASFと合同で半日のセミナーを開催した、、全てのASF代表と香港船主協会のメンバーはこの合同セミナーに参加し、ILOにおける最近の活動も含めてISFを取巻く諸問題について議論を行った。　別℃W95条約の施行問題が改めて議論された。委員会は、IMO“ホワイ1・リスト”の公表が更に遅れる．可能性に留意し、公表が（今月末のIMO）第73回海上安全委員会（MSC）以降にずれ込むような場合、旗国にとって深刻な問題をもたらすであろうことに懸念を表明した。旗国は、自国人以外の船員について、2002年2月以前に’圏外国”の船員供給国との問で彼らの証明書に対する承認手続きを確立しなければならず、この過程における重要な手段として”ホワイトリスドの利用を望むであろう。委員会は、業界全体としての不透明性を避けるために、．・…部の主要船員供給国がIMO‘‘ホワイトリスト”に掲載されないかも知れないという事情はさて置いて、最初の同リストを早期に公表するよう求める。　委員会は、既に決着済み、或いはフィリピン国内において係争中の船員の訴訟問題に関して、船主に再審査を強要しようとする．．…部弁護士によって、パナマ国の管轄権が無差別に利用されていることに懸念を表明した。委員会は、かかる事例はフィリピン国内において審査されるべきであることを考慮し、POEA雇用契約中の新たな管轄権条項を歓迎した。しかしながら、委員会は、その後POEA雇用契約の一部に関して、フィリピンの高等裁判所が一時的な停止命令を発し、この条項が適用出来るのかどうかについて現在疑義が生じていることについて懸念を表明した。委員会は、パナマ政府に対して、フィリピン政府より提案されている二国間協定に署名するか、または、こういつた事例についての管轄権については、船員の国籍国に戻すために他の適切な方法をとるよう要請する。委員ぜんぎようDθ‘2000爵17鍵1巨W5NEW5．匠W5匿WS羅藩暴薦�kヨ．『．減会は、アジア船主の懸念をフィリピン政府に伝えるとともに、この重要な問題に関するフィリピン海運業界の懸念について理解を深めるために、ASFが代表団をフィリピンに派遣する必要があろうと考える。委員会はまた、本件に関して国際的なメディアに注意を喚起することが重要であることを認識した。　集中的な議論の結果、ILO　WG（注参照）メンバーの大多数は、ILO最低賃金の“世界的な”解釈について反対した。委員会は、自国籍船に雇用される居住、非居住船員については、各国の労働組合が各国の船主との間でILO最低賃金の解釈について合意すべきであることを再確認した。ILO　WGは、本問題を更に検討し、（来年1月に開催される）ILO合同海事委員会（JMC）において強力な共通意志を示すために、アジアの船主と組合によって賃金水準を合意することの可能性も含めて、可能な自主勧告を示すよう作業を委任された。　委員会は、標準海事通信用語（SMCP＞を参照文書として有用なものとするために、完全に再構築し直す必要があると考える。委員会は、SMCPの長さ（分量）を、重要な操船および安全に関連した海事通信用語に限定した内容に削減する必要があることを認識した。船員が英語による会話能力を正しく学ぶのでは無く、意味を理解しないで筆記によって用語を学ぶ傾向は避けなければならない。　委員会は、香港船主協会が、中国の7つの海事教育訓練機関（M団「s）での研究プロジェクトに関して主導的な活動していることに賛辞を送った。この目的は、中国の商船学生に対する共通の要求基準を確保するためにネットワークを構築することにある。特に、英語能力、作業態度、航海および機関技術に力が注がれている。委員会は、MK「sのネットワークの概念が他のアジア訓練機関に拡大され、AMErlAPおよび国連・アジア太平洋経済社会委員会（UN　ES−CAP）といった他の組織との協調が、この概念を地域レベルにもたらす土台を提供し得ると考える。　最小安全配員WGは、（IMO総会決議A．890による）最小安全配員が規定された場合に、旗国間の競争によって、受容し難い少ない乗組員水準をもたらし、海上での人命を危険にし、海上での疲労を増長させるという事実に対して重大な懸念を表明した。委員会は、IMOが旗国小委員会において議論し、最小安全配員水準に関するIMO決議の統一的な解釈を確保するために、より詳細な指針を作成するよう要請する。最小安全配員WGは、典型的な外航貨物船に対する最小安全配員基準勧告を策定する作業を委任された。　委員会は、海運界において既に深刻な問題となっている域内（発行）の不正証書に関する報告について懸念を表明した。各代表は、自国の主管庁に対して、この問題にかかる潜在的な重要性について特別な注意を喚起するとともに、適切な解決を見出すための現実的な対応を採るよう要請する。　AMK「IAPの代表は、　AMET五APがマニラにおいて海事英語授業に関する専門家養成プログラムについてMagsaysay　Training　Centreとともに活動していることを報告した。委員会は、AM町IAPの海事英語プログラムが、将来的な地域的MErsプログラムに係る委員会の展望と一体化し得ると考える。　ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的とした組織である。船員委員会の主たる目的は、共通の船員訓練基準を確保維持し、アジア入船員の供給と雇用の安定性を促進するとともに配乗と訓練に関する新しい国際的な海事法制18�DせんきょうP召62000および条約について監視、検討し意見を開陳することにある、　韓国船主協会（KSA）は、2001年秋に釜山において第7回中間会合を開催するよう委員会より要請された。KSAは、この申し出を喜んで引受けた。委員会は、香港において第6回中間会合を開催した香港船主協会の尽力に感謝の意を表1籍した。（注）ASF船員委員会には、次の4つのWGが　設置されている（うち日本船主協会は�@と　�Bのメンバーになっている〉。�@　ILO　WG（今回より「ILO最低賃金WG」　から変更した）�A最小安全配員WG�B　srcw95導入WG�C船員訓練WG内外情報1、「海上通信の劇化、こ　　　　．　　　　．　郵政省は、本年4月、船舶の航行の安全、物流の効率化等に資するため海上通信の高度化方策について検討する「海上通信の高度化に関する研究会」（座長：鈴木　努　日本工業大学電気電子工学科教授）を設置し、このほど最終報告を取りまとめた。　陸上では携帯電話等の爆発的普及やインターネット利用の拡大など、デジタル化、ネットワーク化、マルチメディア化、パーソナル化の進展が顕著であるのに対して、海．．ヒ通信においては、利用されている各種システムの多くは未だにアナログ中心のシステムであるなど、通信の高度化が遅れているのが実情である。また、衛星通信は通信料金の高さからコストに見合った利用量にとどまっている。　同研究会では、こうした情報通信分野における格差一いわゆるデジタルデバイドを解消する視点から、船舶の航行安全、海上輸送の効率化、海上生活の快適化などにおける諸問題について検討し、提言として取りまとめた（資料参照）。　このうち「海上通信シ．ステムのデジタル化」は、VHF、　HF等の地上波通信をデジタル化し露「「．！古陪弧度海上李逢システム（海のITS）の実現ll一　　　関する研究　　　　　　　　　　　　　　こ向けて　　　会」の最終報告一て高速・大容量通信を可能にするというもので、現在の衛星通信と同様のパフォーマンスをより安価な通信料金で利用できることが期待される。これに関する調査・研究について、郵政省（総務省）は来年度以降の事業として予算措置を講じることとしている。　（本報告書の入手ご希望の向きは、郵政省ホームページ（wwwmpt．go．jp）ヘアクセスするか、当事務局（海務部03−3264−7177）までご連絡下さい。）憤料】　主な取り組むべき海上通信の高度化方策　今後の海上通信システムの高度化に向けて、以下により取り組むことが必要。（U　海上通信のデジタル化　　衛星等を除いて、アナログで音声通信が中心で　ある海上逓信システムの通信品質の向上を図り、　インターネット利用等を可能とするため、デジタ　ル通信方式等の研究開発を国が中心になって推進　し、その成果はITUでの国際標準化活動に寄与　することが必要である。せんきょうP6c2000�N1912｝高度海上交通システム（海のITS）の構築　　船舶の航行の安全、海上物流の効率化等を実現　するため、運輸省、郵政省等関係省庁は十分な連　携の一トで、海のITSの構築を推進すべき。　　また、情報収集・配信の円滑化のため、従来個　別に設置、運営されてきた海岸局等のネットワー　ク化が必要。このため、無線局の統合運用（AIS　センターの設置）が望ましい。（3）小型船舶に適した通信システムの実現　　海難事故の8割近くが小型船舶によるものであ　るが、通信機器を搭載していない船舶も多数存在　することから、遭難通報や．一般通信を可能とする　小型船舶の小．型、安価、かつ便利なシステムの実　現が求められており、その実現に向けた検討を行　うべきである。〔4〕GMDSS実施後の課題とその対．策　　衛．星EPIRB等の遭難警報のうち、90％以上が誤　発射であることから、誤発射対．策のため、啓発活　動やID管埋適正化を推進すべきである。〔5〕各種アプリケーションの普及促進　�@　デジタル化繊による漁業用データ．伝送システ　　ムの高度化　�A．教育・医療システム等に適したシステムの開　　発　�B　デジタル化・高信頼化による洋．．ヒ投票システ　　ムの適用拡大　等〔海上通信システムのデジタル化（海上通信技術の高度化）L急！現　状誕．●　低速のア●　用　途　別　伝送速度　　日本＝1GGbps（MEHF）12GQbps（VHF＞　　米国：最高600bps（HF）デジタル化●デジタル通信による高速化●ネットワークによる統合化伝送速度（目標）9．6kbps〜64kbps操作性の向上安定した通信品質の確保周波数の有効利用●最適周波数自動選択技術周期的に全周波数の回線品質をモニタ評価し、最適周波数の子ヤンネルを自野選謝し通信を行う技術の開発●伝送方式自動制御技術通信状態を常時モニタ評価し．電離層や気象条件の影野によるレベル変動に対応して変調方式や通信速度を自動可変させ、一定の通信品質で撞続を維持する技術の開発●高効率情報配信技術各船舶からの要求に応じて．気象・海象情報や電子海図精報などの広域凶報を自動集約し、一斉同報やグループ同報など効率的な通信を行うことにより、初円一ク全体の負担を軽減し、周波数の有効利用を図る技術の開発20§せんぎょうD配20002諸外国と日本の償却制度主要海運国の償却制度について�A　本誌11月号で既報のとおり、当協会はこのほど主要海運国における船舶償却制度の現状について調査を行った。欧州・北米地区事務局等を通じ、各国の船主協会等からの情報入手を図るとともに、東京大学法学部中．里実教授の研究室表各国における船舶の償却制度比較表にご協力いただいたもので、その結果は表のとおりである。　：当．1務会は、今後とも主要海運国との競争条件のイコールフッティングを図るため、必要な’1青報の収集を行っていくこととしている。2000．11末現在イギリスド　イ　ツフランスノルウェーデンマークアメリカ償却率定率法：25％定率法：25％まで定率法：3L25％定率法：20％定率法：30％定率法：20％・19P7年の税制改正定額法識33％〔耐用年数6｛1三）構細への適用率｝・全ての減価償却資新ACRSによ「1、一．・律25％・面朔年数に応じて喉2．5％・全て定率法。資産産に対し同率で適〔1987／1〜）から、長期間使用償却率を算出澗．用年魏0匂を使用する長さに用Accelerated　Costする資産駈年以・定率法→定額法の定娘法112．5％応じて呂カテゴリRecovery＄’s臆m上〕は6％となつ変更可、逆は不可耐用年数8年以．拍一に区分し、償却・20D％定率法たが、細iiと鉄追・定率法は定額法の率を規定12％〜〔200％dectiningは，2010年末まで率の31音以内かつ30％）balance　method　l．．・･25％年30％以内（働〉150％定率法q50卓〔貨物）：25％％d妃dining　bal・制人〕機械等1allce　methud〕が20％認められる〔200％…航空機：12％定率法とは、定額　　　　　　ヒｵ却上の優�措置P旨1！｝i（Free　Dep歴・eciadon：l於ﾘ翻一ﾕし毛欝iil．　　　　　　　　　1奄堰cヒ…I！割増償劫lEiG　Tax重ationry蜘mによ；〕初年u度のみ割増償却可能P〔3：瑠％〕P｝旨＝しt（事前償却）`dvance　allQwances・船舶を発注時から@2年間15％、計30@％まで可塙額の@資産投資に対し、@当該資産が実際に@配置される以前に@事前償却を認める@特別措置）法の償却率の2倍ﾆいう意味。船舶ﾍLO年償却資産に謨ｪされ，定額法ﾅ償却荊0％とな驍ｽめ、定率法の梛p率はio％×2＝20％〕i償却可能限��1DO％…1細自の．トン数に応じｱ結灘、ii　　lロ。％i　　lo。％奄　　　1DO％q　10D％125DM酌O，OOD~｝〆t・LωOl以．ヒ：……1i………．］75DM｛約8βOO円｝h　〔ただし、残存価額は75．OODDM駒36〔〕万円｝を下回らない）＊IDM匡47、61円�S00／11平勘耐用年数長期間使用する資産外航一般貨物船：面恥年数に応じて、資産を使用する長さ耐用年数の規定なしタンカー：20年隔年以．ヒ〕とそれ12年償去1庫を算定に応二てSカテゴリコンテナ船：25年以外の2つに区分し、一に区分し、償却率小型船：／2〜20年償却率を硯定を規定政府から1貞務保証を［受けるための規定で、…滅価償却における償i｝却率算定とは無関係取得後5年Jの償却刈．\範囲i定弱鯉瀞：7鵬c…i定率法喘｝：76％堰c協…法〔31．25％｝：i　　　　　　85％…定率法｛20％｝：6ア％奄k定弱却30％｝：83％P＝定率法〔20％〕：67％注｝目本船主協会調べ＊償却．［1」．能眼1受額について：定率法においては、fPi却可能眼度額に11ir」限がない場合も、その仕組み上，決して100％には到達しない　　　　　　　　　　　が、本表では便宜一ヒ100％と記載した、；廿A．宍上「　∩ρρ　つ月ρn醸ワ1糀WSN≡WSi、匠W5匿W5霞w§羅轡露韓　　　　国台　　　　湾香　　　　港シンガポール日　　　　本償却率定額法または定率法・選択した償却方法は企ﾆ合併等の理由がないjり、原則として継続K用しなければならな@い定額法、定率法、作業時笆@があll、選択しなけ黷ﾎ定額法・耐用年数に応じて償却ｦを算出@　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　i機械装置；定率法O航船は10％・船外モーター付ボー@ト：30％・水中翼船、ランチ及び@フェリー、はしけ：@　　　　　　　20％’船・ジャンク及びサン@パン，曳船：】0％定額法・シンガポール籍外航船@およびAIS〔Auしhor．@ized　I窮ternaUonalrhipPing　Scheme）取ｾ船社は免税のため，ｸ価償却費は支払税額@に影響せず・会計上はe企業が任意に償却期@間を設定できるタンカー（耐用年数13年｝闃z法；7．6％阯ｦ法116，2％ﾝ物船（耐用年数15匂闃z法＝6．6％阯ｦ法：14．2％償却上の優�搭置・実験設備に対する特別梛p制度があるが、船浮ﾉは適用されず磯回装置として60％の一時償却が認められてｨり、船舶は機械装置ﾉ含まれる（加速度償却）・初年度及び年次償却に繧ｦ，車両を除く機械ﾝ備（船舶含む〕は、N33．3％、3年間での梛p可i初年度償却）・取得に要した支出額のQ0％相当額をその発生N度において償却晩ﾅにつき支払税額へのe響なし｝〈特別償却〉O航近代化船：18％熏q近代化船：15％�重構造タンカーk外内航とも｝：19％・特別償却については、@償却不足額〔使い残し｝@を翌年に繰El越して使@用可償却可能限x額　　　10D％E定率法の償却率は残存ｿ額5％を基礎に計算92．71％耐用年数12年｝〜94，74％（同18年｝梛p可能限度額嵩11−1／〔耐用年数{釧　XlOO％Eタンカー〔2，00aG／Tｴ）の場合、耐量｛i徽P5年、儀却可能限度額@93．75％loo％免税につき支払税額へのe響なし@　　　　　　　　　　i@　　　　　　　　　　l95％耐用年数1995年1月1日以降取得綜Yより、法定耐用年数ﾌ25％相当の年数を加減ｵた年数総q貨物瑞の場合、法闡ﾏ用年数は20年なので、ﾏ用年数として設定可能ﾈ年数は15年〜25年）法定の「固定資産醐年舶\」による。ｨ価変動がある場合は、謫ｾ価額の調整が行われ驍Q，000G／T超@タンカー：15年ｼ貨物船：18年q船：15年@タグ、はしけ＝15年Q，000G／T未満@タンカー：12年@他貨物船：15年@客船：12年@タグ、はしけ＝L2年船舶：王6年・税法上は16年とされて@いる2，000G／T以上^ンカー：13年ﾝ物船l15年取得後5年ﾔの償却可\範囲定率法〔】8，2％｝：63％k耐用年数115年としてZ定）定率法q6．9鰯：60％i2，000G／T超タンカーの場創初年度・．蒋搾脚（60％｝{定皐法〔10％）：76％免税につき支払税額へのe響なし定率法（16．2％）＋@　特償〔18％｝：6β％闃z法σ．6鰯＋@　特償（18％）：・12％氓ﾉタンカー耐用年狽P3年〕の場合｝22��せんきょうP862000．｛麹噛�J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こヘセコ　ミモへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢまを　　こい■日本郵船調査グループ定期船調査チーム長増田聡■　今世紀最後の年である2000年を振り返ってみると、神が完全自由競争の世界におけるし烈な過当競争を生き抜いてきた海運界の生存者に対しささやかな世紀末のプレゼントをしてくれたのか、本年は海運界にとっては近年まれに見る良い年であった。定期船においては主要航路の需給が好調に推移し、不定期船では粗鋼生産量の増大から運賃市況が回復、タンカーは中国の原油輸入の急増等により市況が急騰した。　まずは．定期船部門からみていくことにしよう。買い手に過度に有利であった1984Shipping　Act（ユ984年米国海事法）、およびその弊害が是正され本来の自由競争を具現化したOcean　ShippingRefo�oAct　of　1998（1998年司咽改正海事法）を通して、定期船業界も不定期船やタンカーと同じく需給によって価格が決定される色合いが濃くなってきた。　太平洋航路は、新規参入船社が相次ぎ船腹量も大きく増大したが、米国の好景気持続のおかげで荷動きも順調に増加し、往復航のインバランスの問題は依然存在するものの、総じて言えば堅調を維持した。アジア／欧州航路では、欧州・アジアの景気回復に伴い需給が締まり、運賃修復に成功した。大西洋航路は、昨年まで市況が低迷していたが、各社ともそれを念頭に置き船隊増強を控えた為、本年は市況改善の兆しを見せている。　世界の生産工場となったアジア諸国は、1997年のアジア通貨危機以降好調な米国経済をバックに輸出主導型で徐々に景気を回復させてきており、3大航路ではないが太平洋航路に次ぐ荷動きを持つといわれるアジア域内航路も、順調に荷動きを伸ばしている。とりわけ、中国の躍進はどのトレードにおいても目覚しく，アジア出し北米向け・欧州向けでは中国出しが5割のシェアに近づきつつある。　定期船の主流となっているコンテナ船は本年に入ってさらに大型化が進行した。本年中に竣工する新造1船船腹量は約5Q万TEU、その内4QQQTEU超の大型船が約30万TEUとTEUベースで6割に達した。現在発注済みの来年以降竣工予定船においても、全体が170万TEUに対し4000TEU超型船がエ00万TEUと約6割を占めている。　次に不定期船部門では、ドライバルカー市況が、昨年後半の急激な回復に続き春先に一段と上昇、1995年以来5年ぶりの好況となった。船型別に見てみると、ケープサイズ型傭船料が独せんぎょうDθ62000�R23趨鋤懸歩高となっており、8月以降US＄20，000／Day台を維持しているのに対し、パナマックス型、ハンディサイズ型は．．ヒ値が重くそれぞれUS＄11，000／Day台、　US＄9，000／Day台の横這いで推移している。　このケープサイズ型独歩高の要因は、ケープサイズが輸送の中心となる鉄鋼原料（鉄鉱石、石炭）の海上荷動きが増大したこと、および1998、1999年の市況低迷期にケープサイズ型が56隻、670万DWTと大量に解撤されたことを指摘できる。　本年の鉄鋼需要量（鉄鋼見かけ消費量）は、主たるアジアが前年比6．9％増、米国が自動車向け需要など好調な個入消費に支えられ前年比3．8％増、EUもユーロ安から輸出が回復、自動車向け需要も伸び．前年比4．5％増と総じて堅調で、世界全体では5．8％増の7．5億トンとなる見込み。この数字から世界の粗鋼生産量を推定すると、約8．5億トンと史．．ヒ初の8億トン台達成となる。この粗鋼生産量の増加が鉄鉱石、石炭の海上荷動き量の増大をもたらしたことはもちろんであるが、中国が以前は国産に頼ってきた鉄鉱イ．1の輸入を急増させていることも要因として見逃せない。　タンカー部門はどうだったであろうか。経済面における今年最大のトピックは何といっても原油語格高騰である。米国経済の好調に加えアジア経済の立ち直りで需要増の下地が出来上がっていたところに、結束力を回復させたOPECが98年から99年にかけて効果的に行なった協調減産が値上がりの火を付けた。本年に入って供給不足を補うべく数度の増産が行なわれたが、アジアの需要増及び欧米諸国の製品在庫不足懸念から、原油価格はさらに高騰し、昨年初めのバレル10ドル．前後から3倍を超えるバレル30ド24§ぜんきょうDθ02000ル台の水準に達している。　タンカー市況そのものは原油価格と相関関係ないが、前述のアジアの需要増、特に中国、インド、韓国の石油需要の大幅な伸びが市況好転の原動力となった。追い風となったのは環境問題で、1999年12月のERIKA号事故を頂点に油濁事故による環境破壊を懸念する声が高まり、老朽船やシングルハルタンカーが避けられるようになり、昨年の丁1了況低迷と相侯って解撤が進んだ。　結果としては、中東積み日本向けVLCC運賃についてみると本年1月にはワールドスケール（以下ws）50前後で始まったのが、3月にはOPEC増産のおかげで海．ヒ荷動きが増加、WS80台まで．ヒ昇。その後も上昇を続け、5月にはWSlOOをつけた。8月にはさらに急騰し、湾岸戦争時の高値WS140を突破し、　WS150台を記録した。その後調整局面もあったが、1．1月には最高値WS177．5を記録するに至った。　最後になるが、上述の通り3部門とも好況なのを受けて、新造船の発注が相次いだ。とりわけタンカーおよびコンテナ船が韓国の造船所を中心に多く発注され、昨年後半には底をつけたと思われる新造船価も反騰した。韓国の大手造船所は2003年まで船台がほぼ埋まっていると噂されている。　来年以降はこれら新造船竣工による供給圧力に見合った需要の伸びすなわち荷動き増が見込めるかがポイントとなる。IMFによると、200ユ年の経済は、米国の景気減速〔2000年の3，9％から2．9％へ）はあるものの、世界全体では4．2％の高い成長率を見込んでいる。寄稿B2BからN対Nに展開する海運ネットビジネスーインターネットを利用した海運業界の　　　　　　　「one−stop　shopping　malUとしてマリソネット株式会社専務取締役税所史朗　IT（情報技術）、e−businessなどその進展は日々加速し、さまざまな業態のデファクト　スタンダード（事業上の標準）となるビジネス体系の構築が各業界焦眉の急となっている。海運業界においても［Tを利用した新しいビジネスモデルを構築しつつあり、各社とも実現に向け模索している。今月号では、中古船オークションサイトの他、用船・船用品を扱うトレードサイトをはじめ、ネット上での最新のニュース配信、各種データベースの提供などを日々展開している「マリソネット」専務取締役　税所史朗氏に新サービスの概要と現状のビジネスモデルとの相違などについて乙寄稿いただいた．インターネット時代のスピード設立　マリソネットは口本初の海運・造船業界向けポータル・サイ1・を立ち上げるべく、2000年2月に設立された。設立の2ヶ月後にはサービスを開始と、正に「ドッグイヤー」と言われるインターネットの世界を体現する誕生と言えるかも知れない。　海事産業はその性質ヒ、国境や地域による垣根がなく、その意味で最もインターネットを利用するにふさわしい業界のひとつだろう。それでは実際に海事業界におけるインターネットサイトの利用状況はどのようになっているのか。「マリソネットとは」をお話しする前に、我々が置かれている環境を先に見てみたい。醤・灘漁黙懸崖三法爵贈！海運業界の現状　一rlに海事業界と言っても、その取扱い商品は多彩であり、既に業界内では様々な業種別（バーテイカル、垂直型）サイトが構築されている。また、現在ネット上で取引されている主な商品／サービスとしては「バンカー」「船用品」などがあり、また「用船ブローキングサービス」「中古船ブローキングサービス」も盛んになつ廿ん宍よ5n岬，mρ蕊ワrてきている。現在、海運・造船関係のインターネットサイトは100以上と言われているが、その多くはこの4つのカテゴリーに当てはまる。海事産業に関わる全てのトランザクションがオンラインで行えるわけではなく、プレイヤーの数、製品の質（標準化されているかどうか〉などの条件に最も適したものが上記4項目と言えるかもしれない。　海運・・造船業界のネット企業の特徴として、米国のベンチャーキャピタルの援助・支援を受けて作られたものと、ヨーロッパ系の既存商権をオンラインに移したものに大別できる。既存の顧客を持たない前者は巨額の資本を背景に大規模サイトを構築し、多額の広告宣伝費を投入することでマーケットを短期間で囲い込むことを目指す。後者は既存の商権をバックに、ネットの利便性を生かしたサービスを提供。ここに新規顧客を呼び込むことでマーケット全体の囲い込みを行う。双方とも業界のディファクト・スタンダードを目指すものだがき強みと同時に弱みもある。前者は一定期間内に一定規模の顧客を得られなければ資本が枯渇する。後者は既存の取引関係を滉存するためビジネス自体は堅調でも、新規顧客を呼び込むインセンティブに欠ければ「スタンダード」にはなりえない。　アジア発のポータル・サイト　マリソネットはこうした現状を踏まえ、海運・造船業界のバーテイカルサイトを束ね、その入り口（ポータル、玄関）となる「ポータル・サイト」を目指している。マリソネットのコン26�DせんきょうD¢c2000テンツはインフォメーション・サイトとトレード・サイトの2つに大別できる。新聞のオンライン・エディションやニュースワイヤ（リリースなどを集めたサイト）など情報提供のページや、前述のようにチャータリングやバンカートレードなど一つのビジネスに特化したトレード・サイトは多々あるが、これらを統合した形の総合的なポータル・サイトはあまり例を見ない。　対象となるマーケットも多岐にわたる。海事プレスニュースのような業界横断的な、全般的なものにとどまらず、Drewry社のマーケッ1・レポートやBaltic　Exchangeの最新フィクスチャー、バンカー情報など、海事関係者が必要とするありとあらゆる情報を網羅している。また、Virtual　Charteringとll乎ばれる用船ブローキングサイト、中古船オークションサイトや船用品購入支援サイトなどのトレード・サイト（来年以降バンカートレードに関するサイトを開設予定）を運営しており、ビジネスとそれに必要な情報を全てマリソネットを通じて提供する、いわば業界の「one−stop　shopping　mall」を展開している。　多彩な情報　インフォメーション・サイトでは、海事プレス社が提供するデイリーニュース（日刊海事プレス掲載記事）が全文閲覧できる。インターネットの独自性として、海事プレスから最新ニュースが配信され次第更新されるため、夕方には翌日付の海事プレス紙面をいち早く読むことができる。1年分（さらに拡大を予定）のデータベースが検索可能であり、スクラップの手間隙が不要となる。日本を拠点とする英語媒体は少ないが、マリソネットは日本語・英語双方でサービスを提供するため、英訳記事も半日〜1日の時差で配信される。この他、海事プレスが提供する主要定期航路のサービス概要や専用船船隊情報、輸出入貨物動向といった情報を掲載。この部分でもデータベース機能を発揮している。　また、イギリスの有力海事調査機関DreWly社と提携し、マリソネット会員専用のレポートを毎週配信している。マリソネット独自に新造船／中古船の成約情報、傭船情報（Dry／Wet）のデータベース（1993年以降）も保有しており、会員はこれらのデータベースに常時アクセス、検索することが可能だ。　インフォメーションサイトでは一方的な情報提供に留まらない。修繕ヤード情報のコーナーでは、ユーザーが各ヤードの空き船台情報を閲覧し、各ヤードと交渉を行えるよう現在情報収集を進めている。また、舶用機械サイトでは品目別、名前順にメーカー検索が可能で、エンドユーザー（船社の工務部など）と舶用機械メーカーが直接メンテナンスなどに関して情報交換ができるサイトを目指している。このようにインフォメーションサイトでは、インターネットの特性を生かし情報交換の場を作り上げていく方針だ。　Eマーケットブレース　マリソネットがもう一．．・つの核としているトレード・サイトは現在、用船サイト、中古船サイト、船用品サイトの3つで構成されている。いずれも基本的に「マーケットプレイス型」と呼ばれるものだ。マーケットプレイス型サイトは米国を中心に99年以降爆発的に広まったスタイル。個別業者間の商取引の効率化などが主だったB2Bでのインターネット利用がN対Nに展開されることで、世界中からいつでもアクセスが可能というインターネットの特性を最大限に発揮できることになったのだ。　こういつたマーケットプレイスの場合、ビジネスモデルとしては、一・回の取引毎に課金するトランザクション・ベースの形態と、一定の参加料を払えば利用は自由というサブスクリプション・ベースの形態の二通りが考えられる。マリソネットのチャータリングサイトにおいては、利用すれば利用するほどコストが下がる、会員の利益になる、という観点から、サブスクリプション・ベースの課金方法を採用している。　用船のように、商品の性質上、画一的な既製品ではなく、商品毎に様々な特性を持ち合わせているもの（本船のスペック、Delivery　Position、Lay−can、　Owner’s　Reputation等）は、当該マーケットプレイスの規模が大きくなり、プレーヤーの数が増えれば増えるほど、それだけマッチングの候補となる貨物、適船が見つけられる可能性が高くなり、サイトの価値が上がっていく。　「利用者が増えれば増えるほど、利用者一人一入の享受する利益は増大する」というモデルになっている。また、E一コマースサイトの場合、とかく中間者排除が目的とされがちだが、マリソネットはブローカーを排除することなく、む廿んキ上「n〃9ηnη薗ワ7しろ中聞者にとって使い勝手のいいサイトを目指している。このバーチャルチャータリングとは逆に、ポストフィクスチャーまで対応し手数料を取る、自ら中間者として振舞うスタイルも存在するが、これはどちらが優れている、という問題ではなく、まさにサイト運営者のポリシーの相違と言える。　トレードサイトにはバーチャルチャータリングに加え、オンラインで中古船のオークションを行おうという中古船サイトがある。この試みは世界初という野心的なものであり、利用者に受け入れていただくまでには若十時閲がかかるかもしれないが、既に「船を出してみたい」という何件もの問い合わせをいただいており、実際の成約が行われるのも時聞の問題といえる。船は売りたい、あるいは買いたいがオークションは不安という会員向けには、当該船舶の情報を掲載し会員同士で交渉を行ってもらう「中古船掲示板」も用意してある。頼書を作成、ベンダーに表計算ソフトで利用可能な電子データとして送信できる。マリンストアー．ズの利用により船一．ヒ、買い手、売り手のシームレスな連携や書類・書式フォームの統一などにより不要なミスの削減や業務の効率化、作業時間の大r隔な短縮が可能だ。　．前述のようにマリソネットは「海運・造船業界向け総合ポータルサイト」を標榜しており、コンテンツの充実に最終ゴールはない。「マリンストアーズ」もユーザーからの声を元に企画、スタートしたサイトであり、現在も企業情報やバンカートレードに関するコンテンツなど、数々のコンテンツがお目見えを待っている状態だ。今後もユーザーの要望を受け、より使いやすく有用なサイトを目指し「1々改善を行っていく考えだ。　拡充するコンテンツ　2000年12月には最新のコンテンツ「マリンストアーズ」がオープンした。これは船用品の売買を効率化するトレードツールだ。通常、船用品の売買は、船側が陸側（船社、船舶管理会社）に必要な品目をFAXまたはe・mailで送り、陸側でPCまたは乎書きで見積依頼書・発注書を作成。これをベンダーに送付している。マリンストアーズでは船用品購入者の世界的紐織IMPAの公式カタログをオンラインに展開。購入者は通信販売のカタログを見る感覚で見積依28§せんきょう伽02000．）．「日本海運の現状」の発行　当協会では、各種海運関係資料を作成しておりますが、今般「日本海運の現状」2000年版を刊行いたしました。　「目本海運の現状」は、グラフや資料を用いながら、項目ごとに簡潔な解説を付し、日本海運の今の姿を説明したもので、世界海運とわが国の輸送活動、海運経営、外航船員の現状、内航海運の4つの柱で構成されております。　入手ご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。　〈問い合わせ先〉　　�兼�本船主協会企画調整部　　　〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4　　　　　　　　　　　　　　　　　　海運ビル　　　　　　　　TEL；G3−3264−7！74　　FAXO3−3262−4757　　　　　　　　e−mail：P＆c一φv＠lsanet・orjp1白．・．奉．海蓮．の．卑味．．滋轟堤．）外航労務協会機能の当協会への移管　外航労務協会は、1962年10月に発足し、産別組合である全日本海員組合との海上労使交渉を引き受ける窓口として、海運業界の発展に資するべく船主と海員の橋渡しの役割を担ってきた。　しかしながら、．国際競争力の激化とともに外航海運会社の経営環境は大きく変化し、支配船腹の配乗体制も外国人船員との混乗が拡大するなかで、加盟船社の企業間格差やニーズの多様性などを背景に、各社固有の問題に独自の対応を行う必要が置ljてきている。　こうしたなか、伺労務協会は2000年12月31日を以って解散し、政策を担当している当．協会にその機能を移管することとなった。ぜんぎょ；うDρρ2ρρっ曲gqr．．｝．．　．　．．｝．．　．．　．．　．．　．『　’『　『「一『『一”一”‘‘．一．．｝．．　．．　．．　．．　．．　．一．．　．．　．．一．．一．．一1『一．’一1「一1’．”．『』’．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”1一．．一．一．．一．．　．　．圃［ii　　2000年（平成12年）の10大ニュースl11・合併などの瀦効率化1こ力口え・海鄙況の　19力国より同二条約の徽限度の約50％引き上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げがIMOに提案され、2003年11月以降の限度1　　改善にも支えられ、大手海運会社が史上最高［益（2000年3月期）を記録．年後半1こなって　額は、92CLCが約・25億円、92FCが約283億円iも好調肺況が続き、哩会社の損益も概ね　に引き上げられる・ととな・た．i改善に向かう・　大手3社の2000年3月期決算は、連結・単体ともに過去最高水準を記録。2000年後半になっても、燃料油価格上昇などのマイナス要因があったものの、かねてよりのコスト山州努力や堅調な市況により吸収、2000年9月中問決算でも一層の増益を記録。　この間タンカー市況では、原油価格騰勢の中でVLCCのワールドスケールが170を突破（11月）、堅調な不定期船市況などにより、中堅会社の中開決算も概ね改善された。2．エリカ号事故の重大性に鑑み、シングル八ルタンカーのフェーズアウト前倒しの方向性　が固まるとともに、油濁二条約の補償限度額　が約5096引き上げられる。　1999年12月にフランス沿岸の大西洋において沈没したエリカ号の重油流出事故後の海洋汚染防止対策の一つであるシングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒しに関し、正MOはEUによる地域規制を避けるべくMARPOL規制適合のタンカーの場合、2015年（または2017年）までに段階的にフェーズアウトする改正規則案を取りまとめ、2001年4月の採択を経て2003年1月の発効を目指している。　また、同事故の油濁損害額が、現行油濁二条約（92CLC／FC）の補償限度額を超えることが確実となったことから、欧州諸国での被害者救済の強い世論を背景に、英国、フランスを含む3．当協会は「海洋環境シンポジウム」開催な　ど、環境問題に関し具体的活動を実施。また、　関係業界と協調して「シップ・リサイクル運　絡協議会」を設け、循環型社会の形成に向け　た検討を本格的に開始。　当協会は、従来から取り組んで来た個々の環境問題について総括的な対応を推進するため1999年7月目環境対策特別委員会を設置し、2000年は海洋・地球環境保全の重要性をアピールするシンポジウムの開催、海運業界と環境問題の関係について紹介したパンフレット、これまでの取り組みをまとめたハンドブックの発行等の活動を行った。　また、船舶の解撤をリサイクルの観点から捉え、資源の有効利用と環境に配慮した解撤を構築するため、10月に国内の造船・解撒業界等関係業界と連携し「シップ・リサイクル連絡協議会」を設立し、船舶に関する循環型社会の形成に向けた検討を本格的に開始した。4，内航海運暫定措置事業の着実な実施により　内航船腹の解撤進む。　1998年5月に導入された内航海運暫定措置事業を着実に実施することにより、内航海運業界は過剰船腹の解消に全力を挙げており、貨物船部門ではようやく需給均衡状態の兆しが見えた。一一�、油送船部門においては、荷主業界の構造改善等の合理化等による大1隔な輸送需要の削減の30��せんきょうP802000影響を受け、依然船腹過剰の状態が続いている。5．規制緩和の流れなどを背景に、使い易い港　湾を目指して港湾運送事業法等港湾関連3法　が改正される。　わが国産業の国際競争力強化に資する使い易い港湾を目指して、港湾法、港湾労働法、港湾運送事業法が相次いで改正された。港湾法は、広域的視点に立った拠点港湾への重点投資等を趣旨に見直され、4月1日目ら施行された。10月1日から施行された港湾労働法により、港湾運送事業者自身による常用労働者の派遣が可能となった。さらに、11月1日に施行された港湾運送事業法は、国内主要9日目対象に需給調整規制を撤廃して事業免許制を許可制に、認可料金制を届出制に改め、市場競争原理を導入した。6．海賊防止のための国際会議が東京で開催。　官民一体の取組みが合意されるとともに、ア　ジア諸国との国際連携が強化される。　1999年のアロンドラレインボー号事件を契機として当協会は政府と一体となり、東南アジア各国へ働き掛け、2000年東京において海賊対策国際会議が開催された。その結果、海賊防止のための各国の協力の必要性が再確認され、「アジア海賊対策チャレンジ2000」、「東京アピール」および「モデルアクションプラン」が採択されるとともに、これに基づいた具体的な協力方策の協議と合同訓練などが実施された。7．外国人承認船員を配乗した日本人船・機長　2名配乗の国際船舶が誕生。　2000年1月にフィリピンで第1回承認試験が実施され、48名が合格、3月末までにこれら承認船員を配乗した日本入船・機長2名配乗の国際船舶3隻が誕生した。その後、6月と9月に承認試験が実施され、これまでに159人が合格した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98．【MOは12月の海上安全委員会においてホワ　1イトリストを承認．フ．リピンを初めとする｝船員供給国がリスト入りを果たす．　195轍正弧W条約に基づき、IMO　iま鶴i国・船員・縮訓練・試験お・び資格証明のi方法などについて条約の要件を満たすかどうか　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔審査を続けているが、2000年11月に開催された　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し海上安全委員会（MSC）において72力国を第1　1回目のホワイトリ・トとして羅した・・の中1には・ブイリピ・・イ・ドネ・ア・・ミングラ烈イッシュ等のアジア主要船員供給国も含まれて　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19．今後求められる韻像を踏三川教育i訓練3コ口おける教育訓練体帯一向につiいて海上安全舟罎教龍議会が紳・　1　安教審は、船員教育訓練3機関の独立行政法　1人化を見翫今後の糖訓練塒Uについて｝・…年8月に紳し、澱一校については、1…レー・灘を中核として再臨のニーズiに肌た効酷な課程融を目指すこと海員i学校については、高校卒業生を対象とする専修　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し科に主力を移行し、校名に短期大学校を付す等　1魅力ある学校作りを図ること、さらに航海訓練　1所にあ・ては、甲機朝訓練の1朶度化を図るなiど・方向を示した・　　　　1　　　　　　　．．．一．一．一．．．．．．．．．．．．．　　　　　．．．．一一一．．　i1・．外航労撒会は、2…年12月3旧付けをも［・て引し・その雛を当協会1・移行するこ｛とを縮　　　　　　　　1　外航労務協会は、1962年10月に発足し、春闘　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1をはじめとする外航労使の中央交渉にあたって　1きた．しかしながら、グ・一バル姉場経靴iの厳しい経営簸下、加盟軍戸の業態やニーズ1の多様化に対応するため、2000年12月31日をも　1って解散し、当協会にその機能を移行すること　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を決定した。　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【廿A、キr「　nnハリnnハ翻』受1寄稿なぜ韓国造船業は大量：受注したのか韓国造船業の現状と日本造船業についてメリルリンチ証券会社集京支店バイスブレジデントシニアアナリスト村形光俊　はじめに　2GGO年に入り、新造船発注が急増している。特にVLCCを始めとするタンカー、コンテナ船、LNG船など大型船が多い。ユー9月目867万CGT（注�@参照）と早くも年間受注量で過去最高（1999年は660万CGT）を更新した韓国だけでなく、劣勢を強いられている日本ですら、今年9月までに輸出船舶の受注量は前年1司期比70％増と大量に増加している。この事象を喜ばれる方もおられるだろうが、その一方、かつての不況を危惧される方もおられるであろう。　このような大量発注の背景としては、船種別にまずタンカーは、オイルショックにより大量建造された「団塊の世代」の更新需要期に入っており、かつ「エリカ」以降の環境気運の高まりからダブルハル化の前倒し発注も出始めていると見られること、そしてWS高騰に触発された発注増、などが考えられる。また、コンテナ船も米国景気の好調から往航の輸送量の急増、運賃上昇によって大量発注され続けており、天然ガスマーケット拡大を見越してLNG船も大量発注されている。　ただし、この大量発注の中で一．・点気がかりなのは、WSが昨年から3倍前後の水準に高騰している一方、タンカーの船価が今年に入り反転しているものの上昇ピッチが鈍く、依然1997年の水準、或いはそれ以前の水準にまで回復していないことである。つまりこれらの発注動機には、実需増への対．応だけでなく低船価に触発された投機的な要因が含まれているのではないかと懸念される。次に、韓国及び口羽造船業界について低船価受注を可能にしている背景を考えてみたい。　注�@　CGT（Compensated　Gross　Tonnage）：　　　標準貨物換算トン数。造船所の工事量を　　　仕事量として把握するための指標。　韓国造船業界の復活　過去数年にわたり韓国造船．各社へ訪問を続けてきたが、その訪問記としてまとめてみたい。　韓国造船．各社に訪問した中で、最も印象深かったのは1998年4月、通貨危機直後のこと、目本では、まさに韓国が終わったかのような印象を受ける報道がなされ、「異常とも言える設備投資を行った韓国勢もこの混乱で、倒産するところが出てくるのでは？」といった見方も出ていたと記憶している。　ところが、訪問して感じたのは倒産どころか韓国造船各社の復活への予感だった。通貨下落からわずか3ヶ月足らずのその時、彼らは1）不採算事業の売却、2）賃金カット、3）人員削減（同年4月にリストラ法が可決された）、を一斉に行っている最中だった。事実、三星重工は建機部門をボルボに売却を決定している。（32§ぜんきょうDec　2000そして、大リストラを敢行し、ウォン安を逆手に、新造船市場で積極受注を開始する直前だったと言える。　彼らの最新設備と設備生産性の高さに改めて脅威を感じ、「韓国勢は通貨危機による金利上昇、信用不安などのデメリットを早晩解決すべく積極的な各種手段を講じており、むしろウォン安のメリットだけを最大限享受できうる準備が進んでおり、復活する可能性が高い。」という印象を抱いた。　もっとも韓国造船各社の中で倒産した会社も事実出ている。ハンラ重工（現三曲造船）、大宇重工（現場宇造船）は事実．．ヒ倒産した。しかし、三十造船は現代重工の傘下に入り今でも造船業を営んでおり、また大宇造船も受注を再開、事業を営んでいる。結果として倒産した会社があったが、資本は変わっただけで、生産設備は今もフル稼動している。　その後も半年毎に各社を訪問したが、訪問する度に工場レイアウトが進化し、ブロックの大型化、連続建造への対応などを進めていた会社、日本勢のコスト分析を懸命に行い勝つための施策を矢継ぎ早に展開する会社など、元気をなくすどころか徐々にではあるが復活を見せていた。ウォン安や援助（事実関係はわからないが）などが大きく寄与したと思われるが、彼らは口本質以上に血も流し、抜本的な改革を推し進めているように感じられた。　今年に入り、韓国各社が完全に受注商戦を掌握するようになっている。現在欧州造船工業界が調査を開始したような企業の自助努力以外の要因がどの程度奏効しているのかは判断が難しい。ただし、韓国造船各社の大量受注の背景には、1998年通貨危機への自助努力による成果もかなりあると思われる。一つだけ言えることは、少なくとも韓国勢は日本勢よりもドラスティックに、よりスピーディーに体質強化策を行ってきたことである。そして何よりも、最新設備による高い設備生産性の存在も否定できないと思われる。　かつて韓国造船会社のある幹部が「なぜ、日本一は高い技術力を保有し高度成長を遂げておきながら、未だに付加価値の低い造船を続けているのか。かつてバブルと不況を繰り返しながら欧米から日本は造船王国を譲り受けてきたはず。20年もの問造船王国を続けたのだから、そろそろ私たちに明け渡して欲しい。そうでないと私達がこの投資を回収できなくなってしまう。なぜならば、もう10−20年もすれば中国が造船王国になるべきだし、そう遠くない時期にタンカーの更新需要が終わってしまう」と語っていた。　韓国通貨危機以降、韓国造船各社が、低船価受注を繰り返したことにより船価は急落した，ClarksonのVLCC船価を見れば、1997年の高値水準84百万ドルから昨年は70百万ドル割れまで落ち込んだ。　その一方で韓国各社は1997年以降まだ高い利益水準を確保している。しかし、もっと利益を出そうと思うならば、船価を上昇させることもひとつの選択肢だったであろう。ただし、そうせずに低船価での大量受注に走った背景には、ユ）通貨危機以降の飛躍的な生産性の改善の継続への自信、2）対日戦略、3）タンカーの更新需要が残り少ないとの思いからの受注量の前倒し確保、などが考えられる。　ウォン／ドルは足元揺れているが、1999年以降1，100ウォン／ドル台へとジリジリと高くなっていた。まだ、韓国造船各社の営業利益は高いままに推移しているが、昨年以降の低船価で廿ん宍よ二5r〕ρ，　gr〕ρρ禽R2受注した船舶が売上計上されてくるころには単純計算では利益水準も落ちてくる可能性があろう（2DOO年第三四半期は減益となった模様）。　日本造船業界の動き　韓国がウォン安だけでなく、こうした血のにじむような抜本的な改革を行ってきた問、日本勢は従前の延長線上にあるコストダウンを続けてきたと思われる。韓国を訪問する度に、各社の動きの速さと日本各社とのギャップを強く感じていた。しかし日本でも、1999年から三井造船、日立造船が賃金カットを実施、20QO年に入り日立造船、NKKが提携を、石川島播磨重工、川崎重工、三周造船が統合をも視野に入れた提携を発表している。三菱重工も4工場の連携強化による段階的なコストダウンに取り組み始めている。ようやく抜本的な対策を講じ始めつつある。労働生産性は日本のほうが依然優位にあるため、現在打ち出しつつある改革案でかなりのコストダウンが果たせると予想している。　しかし、日韓ともにドック閉鎖のニュースは出ていない。韓国幹部の言葉ではないが、中国造船各社の建造能力拡充をも鑑みると、4，000万総トン前後と推定される世界の造船建造能力は平時の年賦新造船発注量に比較しかなり多いと思われる。　韓国勢、日本勢のコストダウン努力が果たして今後利益増加に結びつくか否かは、予断は許さないと思われる。　造船王国の座を賭けた争いが生んだバブルなのか？　【資料3】に示すように、WSは1999年央をボトムに一貫して上昇、ボトム水準から約3倍にまで達している。一方船価も緩やかな上昇に転34��せんぎょうDgc　2000じているものの、まだ最安値から15％程度の上昇に留まっている。この間、新造船発注量は急増しており、船価の戻りが鈍いのは発注量が少ないことによるものではないことは明らかであり、かつ日韓ともに．三分な利益を確保できる船価水準でもないと分析される。　先にウォン安をメリットとしながら船価を低下させたのは韓国勢だが、彼らが約3年分の仕事量に相当する大量受注を確保した夏場以降、船価が大きく上昇していないにもかかわらず日本各社も大量に受注している。船舶輸出組合のデータによれば、日本の輸出船舶受注は2000年7〜9月で401万ケ日ンと王997年の同時期以来の高水準。当時の船価はVLCCで83百万ドル、為替も120円／ドル台で推移していた。　かつて、オイルショック時のタンカー大量発注、ある邦題社のバルクキャリア大量発注、コンテナ船の大量発注など、歴史を振り返れば、海運会社の一一部投機的な発注によりその後の運賃急落、海運・造船会社倒産、ドック閉鎖などを繰り返してきた。それでも今までは、生産能力の削減を続け、需給に合わせ生産調整を行ってきた口本造船がプライスリーダーであったため、造船サイドはその変動を少なからず押さえ【資料1】世界の新造船発注量および日本・韓国　　　　におけるシェア100万月目ン）□世界新造船発注量（左メモリ）黶揶鼡ﾈ国勢シェア（右メモリ）黶ｩ日本勢シェア（右メモリ）70．QS0．0R0．0Q0．0P0．O@D、Q．．　65　　　70　　　75　　　80　　　85出所）Lloyd’s．予想はメリルリンチ推定100％80％60％40％20％　　　　　D％90　　95　　00（【資料2】　韓国造船各社の単独業績単位＝億ウォン9697989900／1−9i現　代　重　工売　　上　　高46185458，89169，59763，27349β03営　業　利　益2，2956，62510，1856，6646，260利　　益　　率4．9％ll．3％14．6％10．5％12．7％三　星　重　工売　　上　　高32，55739，53237，53237，03126，507営　業　利　益1，2225，4405β345，8233，726利　　益　　率3．8％13．8％14．2％15．7％14．1％大　宇　重　工売　　上　　高51，48555，76762，139一¶営　業　利　益5，6996，9342，555一一利　　益　　率11．1％12．4％4．1％一一出所｝会社及び各種資料より【資料31　日本・韓国の新造胎発注量および船価（VLGG）推移年　月受注量推移@日本勢迚gトン韓国勢迹鴻gン韓国勢轤bGT運　賃vS船　価uLCCS万ドル為　替~／ドルウオン^ドルウオン^円1997　33」371，674一63．579．5122．7892．O7．3625073，592一71．082．0l14．3887．97．894，4073，4D4T83．584．0120．7910．07．5122，9074，224一62．383．0130．61，600．O12．31998　31，733933一74．8呂O．0133．1ユ，335．010．061，7793，611一68．876．0138．81，373．09．991，9592，350一52．075．0136．51，391．OlO．212／，7193，121〒55．472．5113．61，204．QlG．61999　31，01182957360．569．5l18．91，227．010．36／，7881，99093353．870．5121．1工，157．59．692，9952，9771，65649．159．0106．51，217．511．4122，9397，0453，38251．870．0102．51，159．311．3200G　33，249一2，51572．372．D104．91，116．410．662，594一4，077108．D72．5106．11，107．810．494，010一2，087139．275．5106．O1，105．410．4※167．27．7．0107．21，135．010．6出所）Clarkson、日本船舶輸出組合、その他各．種資料・る働きをしてきたと思われる。つまり、すくなくとも船価の面から投機的な発注が生まれにくい状況だったと言えよう。　もっとも、今回の大量発注が投機的な部分を含んでいるとすれば、これまでのような海運会社の投機的な発注増ではなく、日韓の造船所問での価．格競争が引き起こしたとの見方もできよう。　むすび　一方、定期航路業界に見られるように、海運各．社はアライアンスを組み、いたずらな運賃低下競争から脱却を見せている。また、タンカーの共同運航会社も一応の成功を見せているようだ。自動車やエレクトロニクス産業のようなコンシューマーグッズであれば、単純なコスト競争ではなくブランド戦略など違った形の付加価値戦略が打ちやすいが、造船の場合、こうした戦略は困難であろう。それでも、海運業界が成功しつつあるアライアンスや、プラント業界で見られるファイナンスによる顧客囲い込みなど、価格競争以外での付加価値戦略はまだあると思われる。　そして、一・日も早く適正な利潤を確保できる適性な船価へと上昇することを期待したい。そのことは、海運業界にとっても長い目で見れば望ましいことではないだろうか。せんきょうD8ご2000��35船ソ　　@∬≧．D　　　　　　　．9／一　　　一一　　コ丁幽　　　ハ⊃　　　随−ψ一γ　げ　　　を置》次期米国大統領候補の海運政策　12月1日現在、いずれの候補が次期大統領になるのか決定していないが、大統領選挙（11月7日）前に民主党ゴア候補と共和党ブッシュ候補がそれぞれ海運政策を発表したので以下の通り紹介します。（ゴア候補の海運政策）　ゴア候補は10月！4日付で、米国の船員組合のひとつであるSeafarers　Intemational　Unionのマイク・サコー組合長宛に、自分が大統領に選出された場合に新政権が採用する海運政策の概要を記した書簡を送付した。またゴア候補は10月第4週、フロリダ州タンパで開催された米国プロペラクラブ全国大会の会場で同書簡の写しを配布した。ゴア候補は「21世紀における米国経済の継続的な成功および国家安全保障にとって米国建造、米国所有、米国人配乗の強い米国商船隊が必要であり、強い米国は強い商船隊を必要とする」と述べ、次の政策項目を挙げている。　（1）貿易拡大の一助として、かつ紛争および　　国家非常時における軍の要求に応えられる　　近代的かつ有能な商船隊の開発の促進。　（2）新規運航補助法（Mari廿me　Security　Act）　　（注�@）の強化。　（3＞米国海事産業の基盤であり、米国の経済　　および国家安全保障にとって重要なジョー　　ンズ法（内航法）の維持と米国海上輸送シ　　ステムの近代化。�求@国防のための海上輸送および国際海運貿　易における米国商船隊のプレゼンスの確保。（5｝外国の不公正な海運慣行に対する取り組　み。（6）国際貿易交渉において米国の海事産業に　とって重要なプログラムを策定する権利の　　．＿　留保。（7）NatiQnal　Shipbuildlng　Initiative〔注�A）、Ti−　tleXI政府債務保証（注�B）、　MARITECH（注　��の三つのプログラム継続による造船所　の再活性化。（8）国内造船所における客船建造の再活性化。〔9）軍および政府関係貨物の米国籍船による　輸送を義務付ける現行法の完全な実施によ　る米国籍船による貨物優先積み取り主義　　（cargo　preference）の強化。（ブッシュ候補の海運政策）　一方、ブッシュ候補は10月27日目選挙陣営から次のような声明を発表した。　「私は海事産業が米国の通商と防衛において重要な役割を果たしてきたことを理解している。物品および旅客の安全な、信頼できる、かつ効率的な海上輸送は米国の経済成長の維持および国際貿易にとって非常に重要である。戦争または国家緊急時において、米国の軍隊を海外に派遣するため、また派遣後に戦闘を行うのための必需品を輸送し、世界のどこにおいても勝利するため、米国籍の商船隊と米国人船員を頼りにしている。しかしながら、強い海事産業は単に自国の海上貨物の輸送や国際貿易における米国36魯せんぎょう1）θ62000　　　籍船のプレゼンスの維持を可能にする米国籍商　　　船隊以外に船員の訓練基盤、造船・船舶修理産　　　業、港湾、水路、複合輸送のための接続施設等　　　の国の海事インフラを必要とする。21世紀のグ　　　ローバルエコノミーにおいて競争するためには　　　21世紀のニーズに合わせた海運政策が必要であ　　　る。米国内航船隊の成長に寄与したジョンーズ　　　法や新規運航補助制度のようなプログラムは維　　　持しなければならない。また、米国の海事産業　　　に不利益をもたらす国際慣行を終わらせること　　　を目標にした交渉を精力的に行わなければなら一　　ない」（両候補の政策の相違）　若干の表現の違いはあるが、両候補共に国家安全保障のための強い米国商船隊とそのプレゼンスの必要性、ジョンーズ法と新規運航補助制度の維持、外国の不公正な海運慣行に対．する取り組み、造船再活性対策を政策項目として掲げている。違いがあるとすれば、ゴア候補が国際貿易交渉において自国の海事産業を保護するためのプログラム策定権利の留保とcargo　prefer・enceの強化を提唱しているのに対して、ブッシュ候補はこれらを提唱していないことである。また、ブッシュ候補はゴア候補に比べ戦争や国家緊急時における米国籍商船隊の必要性をより強調している。ただし、両候補共に米国籍の外航商船隊の凋落を止めるための新たな即効薬的な具体策は提案していない。（海運会社の支持政党）　一般に企業は共和党を、労働組合は民主党を支持していると言われているが、必ずしも全ての企業について言えることではない。因みに、次の海運会社および団体は民主党および共和党の双方に献金しているが、いずれも共和党への献金額の方が多くなっている。（北米地区事務局ワシントン連絡員　平山修）注�@；Maridme　Security　Act　　　（本誌平成12年7月号P．17および8月号　　　P．20参照）注�A：Na恒onal　Shipbuilding　Iniほadve　　　1993年造船法（Nadonal　Shipbuilding　and　　Shipyard　Conversion　Act　of　1993）に基づ　　　く国家安全保障のための造船産業基盤を支　　上するためのプログラムで、国際的に競争　　力のある米国造船産業の再確立を目標とし　　　ている。注�B：TitleXIGuarantees　　　1936年商船法（Merchant　Mm’ine　Act＞　　　第XI編に基づく米国籍の船舶建造または改　　　造に係わる連邦政府による債務保証制度注�C：�oTECH　　　　同じく1993年造船法に基づくプログラム　　　で、国際市場での米国造船産業の競争力を　　　改善し、産業基盤を保存するための調査な　　　らびに最新造船技術の開発および応用の指　　　示と指導を目的としている。注�D：Alnerlcan　Waterseas　Operators　　　　米国内航バージ運航会社の団体。海運会社の支持政党Matson　Navigatlon　CompanySea−LandAPLCrowley　Mari廿meMaerskAmerican　Waterways　Operators（注�D）American　PilQts’Assaociation下手党党党党党主主主主主主主民民民民民民民19，00024，50Q3，95013，5007，0QOL500ユ9，550党党風党党党党ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロず不弄孟↑壬矩禾矛イ不止ハ　仕ハ　辻占　止ハ　辻ハ　仕ハ　北ハ＄29，000＄49，350＄10，750＄24，387＄27，5QQ＄　6，962＄31，000（出所二第IG6議会（1999年、20GG年）における献金に関するPAC（Polidcal　Action　Commitees資料）廿《．キ．卜；�_　nn”つAハn轟モ〜7縁線｝プ1諭だ第瓜闇、ど、〉〆〆〆〆〆’〆元東京タンカー船長石川吉春　　　　　　　　　襲嚢1；塗；謙潔鷺議盤！聯轟麟ぞして多・・幅…接・激・・カ・チ・一ショック・∵．．@　　を受けたものである。以下にその一一端をお話しした　　　　　　い。　　　　　ていほく　出向当時、埋北油田では翌年秋の初出荷を目処に作業が進んでおり、油田には中国語でビンタイ（平台）というシーアイランダーが構築され、その平台上には居住区やクリスマスツリーと呼ばれている採油装置の並ぶ作業場が設置されていた。これらの南側には容量2千キロの原油タンク6基が据えつけられており、出荷桟橋はさらにこのタンク群の南に建設される予定であった。出向の翌月、私がこの現場を視察したとき桟橋の基礎となる柱が数本南北方向に打ち込まれていた。しかし、この油田からの出荷には幾多の難題が山積していた。まず原油の粘度が700センチストークス（注）と非常に高いことである。また、日産量も3．予バーレルと少ない。平台上のタンク容量からシャトルタンカーによる一回の出荷量も最大で8千キロ程度であった。日本の某大手石油元売り会社の輸入部副部長は、われわれの売込に対して、「このような原油を処理する技術が私どもの会社にはございません」と言われた。実に巧い断り方だと苦笑しながらも感心したものである。当時日本では．一一万トン級の小さな原油タンカーは一隻も運航されていなかったため用船にも問題があった。元売り各社への売込に失敗した後、会社では埋北原油の単体御璽　　　’醤での輸出は難しいとの結論に達し、粘度を下げるため中国産の他の二種類の原油とラインブレンドして輸出することを決定した。ブレンドには大連のある会社の地下タンクを借りることになった。このタンク1こは遼河原油もタンク列車で運びこまれており、ブレンドの相方として好都合であった。埋北原油の平台からの搬入には合弁の相手であるB公司の3千トン級のタンカーを用船することになった。同公司には15入余りの内航船の船長がいて、常に渤海湾を基地として航海しているだけに気象も海象も熟知しているのである。その彼等が初出荷を3ヶ月後にひかえた頃、突然騒ぎ始めたのである。その頃には桟橋も既に完成していた。彼等の騒ぐ理由は桟橋の法線にあった。渤海湾は広大で袋状をしているためか、私の予想していたものより潮流の流速は早く、最大で2ノットにも達した。油田付近の海域では規則正しい東西流となっていた。即ち桟橋の法線と直交するものであった。このたつ、誌％．π〃、％・〃拶屡コ、〃ζ鴻　を鋤笏　　　／　　高、　差冨丁／．　　・・／§’38§せんきょうD8ε2000夢〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆〆7つの海のこぼれ忌め船が桟橋へ離甲子する時この強潮流を受け、たとえ3千トン級の船でも自力による離着桟は難しいというのが彼等の騒ぐ理由であった。さらに「この桟橋の設計者を中国に連れて来い。責任を取らせろ、桟橋を直ちにつくり直せ」とかなり感情的になってきた。私は当時まだ東京事務所に所属していて、平台からの出荷より大連でのブレンダー装置（流量計）等の取り付けの方に仕事の軸足を置いていた。開発担当の役員さんが「石川さん、描出の連中が騒いでいる。明日すぐ北京へ飛んで下さい。あなたが塘沽へ行って彼等が納得するような説明をしてやってほしい。そうしないと彼等はおさまらない」とかなり深刻である。　この桟橋のフィジビリティ・スタディは日本の海難防止協会と中国側の専門家によって行われ、私はその報告書を当然のことながら読んでいた。更にそのメンバーの中に私が商船大学時代に船舶整備学を教わったK先生の名前があることも承知していた。しかしK先生は当時すでに学長の高職にあり、「桟橋の法線を何故南北に決定されたのか」を聞くことは出来なかった。先生の名誉のためにも、私独自で「南北の法線でよいのだ」として彼等を説得する以外に逃れる道はないことを覚った。私の到着をてぐすねひいて待っていた彼等とテーブルを挟んで席についた。傍の通訳にはこんなことを話すからと、予備知識が与えてあった。対面する12、3名の視線が一斉に私に注がれるのを感じた。彼等のうちで年長者がまず口火を切った。これに続けとばかりに次々と発言し始めた。論旨はあらかじめ打ち合わせたものでなく、「俺にも言わせてくれ」と早口でまくしたてた。相手を論破せんとするときの彼等の舌鋒は鋭く、自分の論調に酔こン・・，．．鯵　懸、．c動鱗　　1）ちっていくように次第にトーンが高くなる。「トンシー（東西）」「マートー（埠頭）」「ターダウエンティ（大きな問題）」「プーパオ（不可）」などの中国語が室内に飛び交い、収拾がつかない状態である。このような異国問の会議では通訳し易いように発言は適当なフレーズで切ってやらねばならない。だがそんなことはお構いないに一人が5分近くも喋り続ける。傍の通訳が苦笑しながらテーブルの下で私を小突いた。早く発言しなさいとの催促である。促された私が口を開くと彼等は途端に水を打ったように静かになった。「桟橋の設計者はこの海域では東西流と冬期には北西から北東の風が強いことをよく認識していた。船を着桟する際、これらを船首より受ける引馬も影響が少ない。風は息をし、風向、風速は一瞬毎に変化する。しかし、潮流は潮汐表によってその流速をかなり正確に知ることが可能だ。また、憩流時も知る得る。即ち風はコントロール出来ないが、潮流ではある程度可能である。二者択一．D一�迫られた設計者は風の影響をより重視し、法線を南北に決定した。出荷は6日に一・度程度であるので、船の配船にも余裕があり、憩流時に着桟することにすれば、この問題は解決する。」　後日、この方法で作業は進められ、問題は生じなかったのであるが、私には彼等の騒いだ意図が他にあったような気がしてならない。当時、中国では労働者間の賃金格差が小さく、このため自分たちの職場に新たな仕事が入ってくることを嫌う傾向があった。このことを憂い、労働者の意欲を鼓舞せんとして生まれたのが「豊かになれる者から豊かになろう」の名言である。〔注｝センチストークス〔cst｝：油の粘度単位で、数字が大きいも　のは読動性に乏しい。β蕩へ診�b診ダ幽デ診．　　需給調整規制の撤廃や料金の事前届け出11／制などを盛り込んだ改正港湾運送事業法が1施行された。日（楮平成、2年1。月号鑓ニュース内外情　報P．15参照）6　当協会は・自民党交通部会運輸・交通関日係団体委員会合同会議において、平成13年　度海運関係の税制改正要望事項として、船　舶の特別償却制度と特定資産の買換え特例　　（圧縮記帳）制度の延長などを要望した。7　運輸省港湾局は「第7回新世紀港湾ビジ房房ン懇談会」（座長：森地茂東京大学教授）　を開催し、港湾整備のあり方として社会的　ニーズに対応した「くらし」をキーワード　に掲げた最終報告骨子案をまとめた。g　運輸省は、10月分の新造船建造許可集計日許可集計を発表した。それによると、国内　　・輸出船合計で38隻、156万3千総トンで、　前年同期に比べ8隻、総トン数は90，7％と　それぞれ大幅に増加した。17　港湾審議会第174回計画部会（部会長：日須田絢炉工業大学教拗が開1崖され、r港40魯せんきょうD召ε2000　湾の開発、利用および保全ならびに開発保　全航路の開発に関する基本方針」（基本方　針）を運輸大臣に答申した。　　（P．10海運ニュース審議会レポート参照）　　国際海事機関（IMO）第73回海上安全委27〜員会が開催され、AIS（自動船舶識別シス12テム）およびVDR（航海データ記録装置）／　の搭載要件を含む新SOLAS　V章案が採択5日され・2002年7月1日発効する見込みとな　　つた。また、95訂CW条約適合国のホワイ　　トリストを公表、フィリピンを初めとする　船員供給国がリスト入りを果たした。28　外航労務協会（会長間宮忠敏日本郵船常日務）は、2001年琴平1口付で解散し、海上　　労使関係に係る機能を当協会に移管するこ　　とを発表した。　　（P．29囲み参照）29　海運造船合理化審議会第59回内航部会日（業曝長：加藤俊平東京理科大学教授）が　　開催され、2000〜2004年度の内航適正船腹　　量を策定し、運輸大臣に答申した。これに　　よると暫定措置事業（解撤交付金の交付）　　による減船効果もあり2000年度の適正船腹　　量との比較において貨物船で1．1％の不足　　となった。30　先進14心匠海運閣僚会議（CSG）の担当日立級会合がデンマークで開催され、韓国と　　アイスランドの加盟申請をはじめ、米国と　　CSGとの会合にむけた意見交換をおこな　　つた。　11月の定例理事会の模様（11月15日、神戸ポートピアホテルにて開催）　　政策委員会関係報告事項1，平成13年度海運関係税制改正要望について2、米国内歳入法典αRC）第933条の適用問題　について　2000年2月8日、米国IRS（内国歳入庁）は、米国内国歳入法典（U．S．　Intemal　Revenue　Code＝IRC）第883条の適用に関する新規一案を発表した、同規則案は「国際運輸業所得」の範囲を限定するもので、これまで日米租税条約により免税とされていた複合一貫輸送における内陸輸送部分が、米国税法の課税対象となる可能性があるなど邦船社への影響が危惧されていた。当協会は運輸省等を通じ情報収集に努めていたが、10月上旬、運輸省外航課から以下の情報を得、現行の日米租税条約の取扱いに変更がないことが確認された。　外務省が在ワシントンの日本大使館を通じ米国財務省に確認したところ、「米国と日本は日米租税条約を締結していることから同条約に規定する『国際運輸』の解釈や範囲はOECDモデル租税条約とその関連文書、ないしは、米国と他の国が締結している租税条約における文言解釈に従うものであり、IRS規則によって影響されるものではない。従って、日米租税条約の適用を受けるわが国居住者による国際運輸業所得については、従来の扱いと何ら変更されるものではない」との見解が示された。　これにより、同規則案は懸船社に影響を及ぼさないものと考えられるが、当協会は今後の動向についても引き続き情報収集を行い、状況を注視していくこととしている。3．規制緩和要望について　（本誌平成12年11月号海運ニュース内外情報　P．8参照）法務保険委員会関係報告事項1．IMO第82回法律委員会の模様について　（本誌平成12年ユ1月号海運ニュース国際会議　レポートP．5参照＞2．92年国際油濁補償基金第5回総会等の模様　について　（P．13海運ニュース国際会議レポート参照）　　　　　タンカー部会／　　工務委員会関係報告事項／．シングルハルタンカーのフェーズアウト問題　　　　　　海務委員会1．海賊対策国際会議以降のフォローアップに　ついて　アロンドラ・レインボー号事件等凶悪化する海賊および武装強盗事件への対応のため、日本廿Alラキ士「　n卯ワ〆｝ηn蝕バ1政府は、ASEAN諸国等16ヶ国・地域の参加のもと「海賊対策国際会議」を、4月に東京において開催し、海上警備機関の情報交換、取締り強化および相互協力・連携を検討することとした「アジア海賊対策チャレンジ2000」および官民一体となり海賊防止に向け各国が連携して取り組む「東京アピール」とその「モデルアクションプラン」を取りまとめた。　日本政府は、この会議以降の各国の取り組み状況の確認および協力を進めるため、外務省、運輸省、海上保安庁からなる海賊対策調査ミッションを、9月19日〜26日の問にフィリピン、マレーシア、シンガポールおよびインドネシアに派遣し、今後の海賊対策に関する地域協力の取り進め方などについて意見交換するとともに、日本の協力・支援策などについて要望を聴取した。その結果、地域的取り組みとともに二国問協力の重要性が認識され、今後の人的交流を含め支援・協力策を検討することとなった。事務／工務委員会関係報告事項1．AIS（船舶自動識別装置）およびVDR（航　海データ記録装置）の搭載の強制化について　本年5月に開催されたIMO第72回海上安全委員会（MSC72）においてAIS（Automati¢lden−ti丘cation　System）およびVDR（Voyage　Data　Re−corder）の搭載要件を含む新SOLASV章案が承認され、2002年7月1日発効に向け1ユ月27日から開催されるIMO第73回海上安全委員会（MSC73）において採択される見込みである。　AISは、船舶を自動的に識別し、船と陸および船と船との間で情報交換を自動的に行い、航行管制、衝突予防、船舶通報、捜索救助等に役立たせるものものとして、新造船については改正条約発効日（2002年7月1日の見込み）より、42�JせんきょうPεσ2000現存船については段階的に搭載義務が課せられることとなっている。　VDRは、航空機のボイスレコーダに相当するものであり、船舶の位置、船橋での音声、レーダ情報等15種類のデータを12時間連続記録し海難が発生した場合の事故原因究明に活用し、再発防止対策に資するものとして、旅客船については全日、貨物船については3000GT以上の新造船に搭載義務を課すこととされたが、MSC73においても、さまざまな意見が出されており、原案が修正される可能性を含んでいる。　当協会は、エストニア号事故（1994年死者および行方不明者909名）が契機となってVDRの船舶への導入が検討されたことを考慮し、旅客船への強制搭載には反対ではないものの、高額　（付帯費用を含め約2千万円と言われている）であるばかりでなく、搭載している自船の安全に寄与するものではないこと、また事故に遭遇する確率を考慮すれば全船舶に強制する効果が疑わしいこと、沈没した場合の回収義務等運用要件をまず検討すべきであること等の問題を指摘し、貨物船への強制化は時期尚早であるとの立場をとってきた。一方、米国、豪州等は海難事故の大半が貨物船において発生しており事故原因の究明のみならず航海中の記録されたデータが今後の事故防止対策に非常に有用であるとして貨物船への適用を当然と考え、欧州勢を中心としてこれを支持する国が多数あり、わが国提案を支持する国も少なからずあるものの、厳しい状況におかれている。　当協会は、基本的には現在のスタンスを維持するものの、ある程度の譲歩は避けられないものと思われる。（近海内航部会関係報告事項1，近海内航に関連する最近の問題について外航船舶解撤促進特別委員会　　　　　　関係報告事項1．第1回シップ・リサイクル連絡協議会の模様について（本誌平成12年11月号シッビング　フラッシュP．2参照）海運関係の公布法令（11月）曾　運輸施設整備事業団法の一部を改正する法　　律の施行に伴う関係政令の整備等に関する　　政令　　（政令第474号、平成12年11月15日公布、平　　成13年3月1日施行）�堰@高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利　　用した移動の円滑化の促進に関する法律施　　行規則　　（運輸・建設省目引9号、平成12年11月1日　　公布、平成12年11月15日施行）�堰@移動円滑化のために必要な旅客施設及び車　　輌等の構造及び設備に関する基準　　（運輸・建設省令第10号、平成12年11月1日　　公布、平成12年11月15日施行）�堰@船員災害防止協会の設立及び監督に関する　　規則及び船員に係る未払賃金の額の確認等　　に関する省令の一部を改正する省令　　（厚生・運輸省令第3号、平成12年11月21日　　公布、平成13年ユ月6日施行）�堰@本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期　　航路事業等に関する特別措置法第二条第三　　号の業務を定める省令の一部を改正する省　　令　　（運輸・労働省令第1号、平成12年11月21日　　公布、平成13年1月6日施行）�堰@船舶登記の嘱託職員を指定する省令　　（厚生省令第135号、平成12年11月24日公布、　　平成ユ3年1月6日施行）�堰@危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改　　正する省令　　（運輸省令第38号、平成12年11月28日公布、　　平成13年1月1日施行〉�堰@中央省庁等改革のための国土交通省関係運　　輸省令等の整備に関する省令　　（運輸省令第39号、平成12年11月29日公布、　　平成13年1月6日施行）�堰@中央省庁等改革に伴い運輸省関係省令を廃　　止する省令　　（運輸省令第40号、平成12年1ユ月29日公布、　　平成13年1月6日施行）　　　国際会議の予定（1月）IMO防火小委員会（FP45）　1月8日〜12日　　ロンドンIMO第32回当直訓練基準小委員会（訂W）　1月22日〜26日　　ロンドンILO合同海事委員会（JMC）　1月22日〜26日　　ジュネーブICS理事会　1月22日　　　　　ロンドンBIAC海運委員会（MTC）　1月23日　　　　パリOECD海運委員会（MTC）　1月24日〜26日　　パリ廿ん宍よ「D〃2〆】oρ爲421．わが国貿易風の推移　、（単位：10億円）年　月輸　出iFOB）輸　入iCIF）前年比・前年同期比（％｝入（▲｝出超輸　出輸　入　　1985@　1990@　1995@　1997@　1998@　1999P999年IG月@　　11@　　12Q00D年1月@　　　2@　　　3@　　　4@　　　5@　　　6@　　　7@　　　8@　　　9@　　　1041，956S／，457S／，530T0，937Tσ，645S7，557S，132R，889S，273R，511S，136S，702S，378Rβ55S，488S，313S，205S，679S，47631，085R3，855R1，548S0，956R6，653R5，204Q，962R，224R，148Q，990Q，956R，593R，234R，273@3，292Rβ10R，596@3，383@3，78610，870V，601X，982X，981P3，911P2β52kl了G@　664P，124@　521P，179P，108k144@　581P，196P，002@　608k295@　690　　　4，0@　　9．6@　　2．6@　13，9｣　　0．6｣　　6，1｣　　5．7@　　5，7@　　3．4@　　1．8@　15，1@　　9、2@　　8．8@　　8，3@　　9．8@　　2．2@　12，5@　　9．6@　　8．3▲　　3，8@　16．8@　12．3@　　7，8｣　10．5｣　　4，0｣　　1．8@　15，6@　15．8@　10．9@　11，1@　19，7@　　8．3@　王9．4@　王2．6@　且．2@　王8．3@　！6．9@　27．8卿大．酷賜統計による・3，不定期船自由市場の成約状況2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月醐）平均最高値最安値1990144．81124．30160．101994．102．2496．45109．OO199594．0680．30104．251996108．7998．05110．311997121．00111．35131．251998130．89114．25147．001999113．91l11．28116．401999年11月104．96102．50106．3512102．68lO2．15103．502000年1月105．16102．50106．852109．34107．35111．7031D6．71105．30109．204工05．48104．20106．555工08．11106．55109．956／06．23104．50108．90710ア．90105．93109．508108．07106．15109．409106．75105．27107．851O108．36107．75109．1811108．89107．15111．25（単位千M／T）区分航海用船‘此2叱期用船△　　計シングル（品　目別内　訳）年次口連続航海航　　海穀物石炭鉱石スクランプ砂糖肥料その他TripPeriod1994180，97811，264169，71444．，99344，25168，2992，6343，4774，4301，630176，40746，8761995172，6424，911167，73／48，77552β7157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611996203，4072，478200，92954，37469，50966，5398983，2515，601757144，56129，8151997195，9962，663193，33346，79267，19266，5511，0693，7247，312693160，46843，2401998186，1971，712184，62141，93869，30164，9948363，80D2，4991，280136，97224，7001999141，3211，304150，48130，68656，18457，3092353，2741，7091，082149，73439，58120DO　310，644010，6442，7223，3873，835304545516117，1425，697411，857254H，6032，7213，1085，16530334024519，1374，70059，457Q9，4571，8322，4554，6856836605117，4502，856611，46528011，1851，8184，7254，120035030工4213，5363，14279，5601659，3959803，6494，5202220901513，2943，661811，2341511，2192，7222，9967，1850217303D714，6565β64913，68019813，4821，5335，6375，9150321116512，1733β181011，467011，4672，0174，4734，353055706711，1712，8781117，17553516，6402，1953，7609，919485561514712，3G23，692（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。44�MせんぎょうDθc2000（（｝）．職〔ペルシャ湾／日本ペルシヤ湾／欧脚牒肋穀物〔ガルフ／旺本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）轡崎葡200　45�竃ｷ碍「偏「3535150150「P3030βガルフ／日本’’／〆「2，25ペルシャ湾／日本’100電oo’1、f20ノ　旨＾「2D！’L北米西岸／日本’�`！　、m「1，、1515へ　　、　、　v、　’x、！　、！、　　！　　1@戸　　　しvMノ’　　　L　ノ　　　　“’’50、　　＼ノ1　11ノ、、、’＼　＼／50∫一、、10�o　旧ペルシャ湾／欧米＼ガルフ／西欧55nO　　　D01995〔年｝19961997陶9B1999��19951年】腫995L9971gge］999�o4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次／99819992000199819992000最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低12345678910111262．00　50．00U9．00　60．00W2．00　67，50V2．5G　65．ooW7．50　69．00V5．00　62．50W2．50　74．75W0．00　60．00U0．OO　44．00U2．50　52，50U2，GO　47，50U2．75　48．0067．5Q　60．75V2，50　59，50V0，00　51．OOS5．QO　35．QQS2．50　37．75U2．50　45，00@　　38，00S0．00　36．00T2．50　45。75T4．50　48，00T2．QO　44．GGT6．00　47．5065．00　48，00U5，00　54．QOW2．50　62．00X5．oo　78．OQP11．25　93．75I12．50　96．50P12．50　98，00I52，50　112，50P50．00　128．00P65．00　113．50P77．5G　l64．5052．50　42．50U0．OO　45．00U7．50　55，00V2。50　55，QOV7．50　69．00V7．50　56．50V2，50　65．00U8．5D　52．50T6．00　40．00T5．00　51．50T3．75　44．GOT6，50　43，7562．50　51．00U5．00　50，00U2，50　42．50S0．00　33．5QS7．50　33．50T5．00　37，50S5．00　36．75S5．OO　36．00T2，50　43．00T3．75　45．00S5．GG　40．GOS6，25　40．0050，00　40．00T5．00　45．00V0．00　55．00W5．OO　64，QQX2．00　75．00X5．00　80．00P00．00　82，50P20，00　90，00P32．50　105．OOP30．00　105．00P75，00　125．OG（注｝�@日本郵船調査グループ資料による。　�A単位はワールドスケールレート。�Bいずれも20万D／W以上の船舶によ　　　るもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　ドル）ガルフ／日本北米西坪μ．L^目本ガルフ／西欧月次199920001999200019992000最．高　　最低最高　　．最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低ーワ戸316．OO　13．25P7．QQ　／4．25P8．OO　15．2522．50　21．25Q2，50　20，0QQ2，00　21，00　　　9．15　　　　『P0，75　　9．30二一9．50　　9．00@　　＝13．2Q　n．50P1．5Q　U．10@　　13．20418，35　工4．2522．75　22．00一一9．5012．50520．50　i6．5023．35　21．85　一一15．69617．60　15．5023．00一一一15．68718．50　16．00一10．95　10．80一一16．00820．50　18．6024．25　23．45』16．13　／5。7512．0016．0092G．1G　19．8525，75　24，50『一一16．801024，00　21，7025，25　24．5013．85　13．00一12．3014．50　14，401123．00　22．0025．25　22．8513．60　14，00　11，7519．00　13．251221．25　2σ．75　11．75　11．50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万DハV以上8万D／W未満の船舶によるもの。�Bグラフの値ばいずれも最高値。廿汽．キト呂　nnρgnηハ翻塾月K〔ド助2515盲D石炭〔ハンプトンローズ／日本〕・鉄鉱石〔ツバロン／「14いツバロン／直［鉛1995�給ﾞ99519971998L99920001ドM25　400201510530025D2DD150聖σ950o　　o運賃指数　　一ｷン7イー_ーティーρへf、　　れ掾@1、n　、　　　　へハンディーNリーン@’、、　　　　　L@　l　　覧、　ノ　　い＼11　　、fr、　i　　L戸hllll／　　　へへ1、1、l　L，一　小型f、一@　　＼　　ズA1、n　　！、　　　v、ず、　　’@’ノ’！　、中型！　、　　　、／�`＼、　　！　　　、　’　　　　、〉LOC1監995〔笥1996ig971gga翻9992Qao40D鋤25D2GO159Ioo50o．（6，石炭〔ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単f立　　ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭）ツバロン／日本〔鉄鉱石）ツバロン〆西欧（鉄鉱石）月次199920001999200019992000最高　　最低最高　　最低最高　　．最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1『　一一4，3D　　3．506．25　　6．002一11．00一一4．40　　3，757．85　　5．003一一一1．1．754．45　　3，458．204一一一一4．00　　3．508，05　　7．255　一一一5．05　　4．607．50　　6，906一『一11．504」．0　　　2．207．60　　6，707一一一一一8．42　　7，2089．25一6．85｝一4．70　　4．408．70　　7，209一一一一4．208．55　　7．／310一一一一6．258．20　　8．OO11一一一一6，40　　5．759．65　　8．2512一一6．25（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれも8万D／W以上15万D／W未満の船舶1こよるもの。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。ハ．−7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199819992000VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C155．3110．4150．3140．7175．053．591．2116．8150．0198．948．092．8126．2145．9148．4254．6104．8142．1154．51．71．45呂．795．8138．0161．2165．753．3lO7．8141．1154．3169．9368．696．7132．9146．5175．562．292．1113．8164．3159．358．3115．7163．7167．3189．4472．41．06．114．5．7玉60．6161．94δ．893．9136．7167．5144．269．6134．9195．7185．6196．8570．391．8122．1156．6155．137．888．13128．2176．6158．381．4126．9177．4187．0205．3675．298．2l19．8170．8152．04〔1．785．8121．4209．9157．395．8135．6174．1／94．3210．0774．2lQ4．S136．3167．416G．949．4．75．7124．G196．3164．5100．9153．1244．92G1．3215．1．875．399．6129．2168．0159．742．374．3112．9160．0159．1105．5196．5265．5243．4233．9960．388．9120．2．165．4152．341．373．3108．1162．1147．9128．6190．9269．2229．5254．61047．279．2107．2158．3151．347．071．3109．8153．6151．3136．2165．1194．1217．3264．91154．082．4．117．0146．7160．949．582．5110．9141．715D．11248．688．2l19．8133．3182．34’1．891．2106．3146．9144．1平均163．095．9128．5155．7163．14ε．084，601118．9165．8158．4（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aダンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃　　　指数の5区分については、以下のとおり　�SVLCC：15万トン以上　◎中型：7万一15万トン　憾小型：3万〜7万　　　トン　��H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　需：H・C＝ハンディ・クリーン：全船：型。46魑せんきょうDec　200θ一用船料指数45匹450貨物船定期用船料指数�o4DD／僻論冊100＿＿調35D35σ観珊a50250へ／　、、’@、　’一2DO20Dr一@い》　　　、　、一＼ノ　　ぜ、一、　　、！　　　　、@　　ノ@，！黶f一賃二曲航海用船料指数毘o150（1965、7〜］966．6＝100）1GO1005D5σ01995年〕19961剛19日巳1999200010皿万DAI’脚6go細2DOo係船船腹しQQO恪хoへF、タンカー500し、、@　〜＾1ゾい　ハ　　、！　戸ノ、I　　　L　　「@　　Lf、　　、f　　　、　　　　｝、〆「1，一、　　　　　．貨物船、「ｵ！〔一ノ靭2DOo1995爾1996‘S971998199923⊃08，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次1995199619971998199920001995／996199719981999200D1234．O207．0209．0189．0166．0ユ90．0358．0380．3347．0277．0231．O222．02227．O202．0197．0186．0170．0191．0358．0386．6332．0254．．0229．0231．03229．0工92．0199．0171．O169．0190．0366．0339．4341．0260．O219．0231．04243．0192．0197．0工73．O172．0191．0377．0363．0354．0262．O221．0246．o5245．0196．0190．0173．0173．0193．0402．0350．0342．0262．0238．0252．06239．0195．0184．0．L75．0／76．0202．0390．0339．0326．0292．0238．025］．07230．〔〕186．0183．O／67．0179．0202．0426．0339．0338．0266．0226．0264．08218．0189．0196．0／65．0178．0203．039］．D289．O330．0210．0233．0267．O9220．0186．0190．0164．0185．0206．0364．0293．0327．O208．0238．0271．01Q221．0176．Q19Lo工65．0185．o207．Q355．o294．G316．o222．G241．0290．O1．1198．0188．D189．0170．0195．0344．2323．0290．0231．0254．D12209．0211．O186．0168．0192．0374．7323．0294．0232．0237．D平均226．工193．3192．6172．1178．3375．5334．9328．1245．5233．7〔注｝�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング’ニューズ・インターナショナ　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年U月に合併）�A航海1．IJ船料・指数は1965，7−1966．6＝100　定期用船料指　　　　．数は1971ロIDO。9，係船船腹量の推移199819992000月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／T干D八V隻：数千G〆T干D／W隻数千G〆T千D／W隻数　千G！T千D〆W隻数千G／T千D〆W隻数干G〆T．T−DハV12502，0632，423571，45D　2，4．663283，2424，060511，2052，1253333，2524，134461，2652，29222441，9112，220551，4602，4923173，0943，83047　9071，4873132，9843，75846／，1922，2213246／，9572，281581，7443，0663123，2484，135451，0041，7203102，9493，680461，1922，22142472，0282，381561，6752，9273063，3214，275491，1831，9433122，9213，599461，1722，25752562，0922，448551，6652，8893033，U43，949491，174L9263052，7733，38143　914L69862592，1712，546541，6812，9393283，5034，535501，3872，4852992，6903，269421，1272，194．73102，8483，408582，0183，6313293，3744，345501，3632，4432912，6303，22541　8651，63983112，8163，420582，0183，6213413，4074，377511，522，6392862，6223，22440　8131155293192，8523，420571，7262，9413443，5144，560501，5072，6312802，5693，18340　8131，552103262，8853，420531，4532，4793553，5444，576491，1411，9402892，6683，27343　8781，665u3242，9153，5155QL4072，41534了3，3324，24847．i，2362，1932922，6183，185441ほ402．201123243，004．3，718511，4652，5283553，4564，449461，2932，308（注｝　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・才ブ・レイドアップベッセルズによる。甘ム．ヰト汽　h＾＾りnハハ魚刈ワ編灘蘇＿＿嚢　12月ともなれば先生方も走る程だから、小生らは工芸から徐々に積み残してきた月々の荷物の整理に悪戦苦闘している。毎年分かっているのに、年末と言うタイムリミットの前で急に緊張感が高まり、けれどもそんなに超能力ばかりが出る訳でもないから、結局ストレスと何回かの忘年会がこった煮になって、納会へと雪崩れ込んで行くのである。「少数精鋭」「組織のフラット化」それに「能力主義へ転換する新入事制度」等いずれの会社においても似たような状況と思われるが、個人の分担、特にミドルの負う責任が増しているように思われる。小生は小規模の会社ながら庶務、株式、法規、保険、広報に加え経営諸会議の書記を課長職として課されており、師走はジェット気流の如く過ぎ去って行くのである。　本誌「せんきょう」は月報であり、毎月いくつもの記事の原稿や校正や印刷の締切りが押し寄せてくるのを想像すると、1年に師走が！2回あるようで事務局の胃を案じないではいられない。小生は去る7月から編集委員の末席を汚すようになったのだが、月一度の編集会議で記事の講評や思い付きの企画発言をする位で、事務局の情報や企画案に耳を傾けている方が多い。そんな会議の一場面である船社委員から発案のあったテーマにつき当該委員に記事作成も依頼する気運となった。自社業務だけでもアップア480せんぎょうDθc2000ップしている小生は以来寡黙な編集委員になってしまったのである。欠席者も増えてきたような気がする。こんな雰囲気はまずい。若干無責任でも自由な発言が許されないか。適度のリラックスによりα波が醸し出すフレッシュな発想で会議ができないものかと思ったりしている。　ところで、小生は最近新しい英単語を覚えた。CLU釧rERである。ぶどうの房のようにつぶが群がる集合体を意味し、ジャパンマリタイムクラスターと言うように使われる。海事に関連する日本の人、企業、公的組織などの集合勢力が世界の経済にどれだけ貢献できるか、あるいは道具として利用してもらえるかと提起される訳だ。その構成は、船主、船舶管理、荷主、商社、保険、造船、修繕、金融、海事官公庁、裁判所、仲裁、海事弁護士、会計士、仲立、港湾諸業、船員、教育機関、組合、通信、メディア等などで一つの文化をなす。日本人船員が減少した結果、その層が薄くなるのは否めない。しかし、われわれは晶質に磨きを掛け蓄積しかつそれを開放的に提供する事により世界に売れるサービス集団として傑出し生き残れるのではないだろうか。本誌「せんきょう」がその絆の発信源となるように、小生も心掛けたいと思っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　新和海運　　　　　総務グループ次長法務保険チームリーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　森均せんきょう12月号　　No．485（Vo1．41　No．9）発行．．平成12年12月20日創刊昭和35年8月10日発行所．社団法人　Eヨ本船主協会〒IQ2−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181（総務部広報室）編集・発行人．鈴木昭洋製作．株式会社タイヨーグラフィック足価　407円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を　　　　徴収している）ーーに＿＿＿＿＿墨会社ρ仲間たち．汐第�S回　　謹　　灘．｝ノノ　一ﾖ1、所属部署の業務は主にどの　ようなものなのでしょうか？　海工務監督として船員のこと、船舶の管理のことと船に関係する業務全般を行っています。最近は特に安全に関する要求も多くなり苦労しますが、くよくよせずに楽しく頑張るようにしています。今回、登場して頂くのは　　　　　神戸船舶（株）取締役業務部長　　　　　　永井春久さん（49歳）です。一　一ﾖ　　3，御社の自慢といえば？　　　外国から買心した船の操作を　　短期間でマスターしたように特　　殊船に慣れた船員がおり、古いζ糖耀こ森誘丁幾　　っていることです。／）．u2．これまでの会社生活の中で　一番の思い出といえば…？　阪神大震災の次の年、平成8年にオランダの造船所で建造された船齢］3年のガス船を購入し、いろいろな方の協力を得て外国船籍から日本船籍にして稼働にこぎつけた時は、弊社にとって震災後の明るい出来事でもあり感動しました。しくなる海運業界にあって、その時々の時代にあった経営と労使関係を探っていきたいと思います。神戸船舶�鰍ﾌ事業概要　内航海運業のほかに外航船の船舶管理、台湾・天津との定期航路、そして陸上の輸送業務を行う会社を傘下に持ち、内外航胎の船舶管理と海陸の物流業務を行っています。　今まであらゆる船種の船を運航してまいりましたが、現在は特に得意とする特殊船（ガス船、タンカー等）の運航と船舶管理を中心に頑張っています。船が支える日本の暮らし怖・J・ρ・・e・・5hlp・w・・…A・5…a・1・n　　http：〃www．jsanet．or、jp／

